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	資料5	 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安
全保障法制の整備について

平成26年7月1日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んで
きた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはな
らず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々と
した努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築
いてきた。また、我が国は、平和国家としての立場から、国際連合
憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と
連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうした我が国の
平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち
得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が
国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変化
し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面して
いる。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」
は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だ
けをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急
速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロ
などの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出
されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が
国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さら
に、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアク
セス及びその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もは
や、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もま
た、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たす
ことを期待している。
政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存
立を全うするとともに、国民の命を守ることである。我が国を取り
巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすため
には、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することによ
り、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現
を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重
視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟
国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパート
ナーとの信頼及び協力関係を深めることが重要である。特に、我が
国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保
障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることに
より、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止す
ることが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国
民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主
義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれ
まで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能と
する国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から

報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した
基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府と
しても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府と
して、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜
くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
1　武力攻撃に至らない侵害への対処
（1）我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していること
を考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやす
く、これにより更に重大な事態に至りかねないリスクを有して
いる。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自
衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊
密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な
対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題と
なっている。

（2）具体的には、こうした様々な不法行為に対処するため、警
察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応
じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、各々の対応能
力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要
領の検討や整備を行い、命令発出手続を迅速化するとともに、
各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要
な取組を一層強化することとする。

（3）このうち、手続の迅速化については、離島の周辺地域等に
おいて外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察
力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合（武
装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む。）
の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令する
ための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、
関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続を
経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよ
う、状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策につ
いて具体的に検討することとする。

（4）さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部
隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にま
で拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に
連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保
にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素
からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らな
い侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器
等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛
隊と連携して我が国の防衛に資する活動（共同訓練を含む。）
に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又
は同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛
隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必
要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、
法整備をすることとする。

2　国際社会の平和と安定への一層の貢献
（1）いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
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ア　いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力
の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和及び
安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に
基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該
決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対して
こうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲
法第9条との関係で、我が国による支援活動については、他
国の「武力の行使と一体化」することにより、我が国自身が
憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評
価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活
動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定
するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体
化」の問題が生じないようにしてきた。
イ　こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援
活動を着実に積み重ね、我が国に対する期待と信頼は高まっ
ている。安全保障環境が更に大きく変化する中で、国際協調
主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平
和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を
果たすことができるようにすることが必要である。また、こ
のような活動をこれまで以上に支障なくできるようにするこ
とは、我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要
である。
ウ　政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ
自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、
これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障
措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわ
ゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ
一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではな
く、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所
で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、
当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという
認識を基本とした以下の考え方に立って、我が国の安全の確
保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対し
て、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を
進めることとする。
（ア）我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を
行っている現場」では、支援活動は実施しない。

（イ）仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施して
いる場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合
には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断
する。

（2）国際的な平和協力活動に伴う武器使用
ア　我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上
にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中
で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行
のための武器使用」については、これを「国家又は国家に準
ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる
「武力の行使」に該当するおそれがあることから、国際的な
平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自
己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ　我が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主
義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組
んでいく必要があり、そのために、国際連合平和維持活動
（PKO）などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参
加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外
国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多く
の日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれ
る可能性がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合に
は、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるよ
うにする必要がある。
ウ　以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家に準ずる組
織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、
国際連合平和維持活動などの「武力の行使」を伴わない国際

的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う
武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国
の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警
察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整
備を進めることとする。
（ア）国際連合平和維持活動等については、PKO参加5原則
の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の
同意」及び「紛争当事者の当該活動が行われることについ
ての同意」が必要とされており、受入れ同意をしている紛
争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとし
て登場することは基本的にないと考えられる。このこと
は、過去20年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活
動等の経験からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持
活動において重要な任務と位置付けられている住民保護な
どの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際
して、自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込ま
れる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受
入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。

（イ）自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領
域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警
察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範
囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範
囲で活動することは当然であり、これは、その範囲におい
ては「国家に準ずる組織」は存在していないということを
意味する。

（ウ）受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府
の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議におけ
る審議等に基づき、内閣として判断する。

（エ）なお、これらの活動における武器使用については、警
察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在
的制約がある。

3　憲法第9条の下で許容される自衛の措置
（1）我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる
事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、
これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない
おそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。
その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求め
られる。
したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基

本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため
の論理的な帰結を導く必要がある。

（2）憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武
力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認
している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自
由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重
を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9
条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うす
るために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解
されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃
によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ
れるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を
守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであ
り、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」
について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、
いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算
委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法と
の関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持され

なければならない。
（3）これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が
許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限
られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバ
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ランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅
威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、
変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生す
る武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっ
ては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決
するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲
法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や
当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を
採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全う
し、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎
重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合の
みならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が
発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自
由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場
合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守
るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を
行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛
のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると
判断するに至った。

（4）我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われる
ことは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理
解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」
は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この
「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を
契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の
存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛する
ためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるもので
ある。

（5）また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それ
が国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主
的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、
我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法
上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ず
るに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同
様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記す
ることとする。

4　今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会
議における審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こ
うした手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにする
ためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べ
た基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あら
ゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始す
ることとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、
国会における御審議を頂くこととする。

	資料6	 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するた
めの自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱

第一　自衛隊法の一部改正	 （第一条関係）
一　自衛隊の任務
防衛出動を命ずることができる事態の追加及び周辺事態に際
して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
の一部改正に伴い、自衛隊の任務を改めること。
二　防衛出動
1　内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずること
ができる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対す
る武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明
白な危険がある事態を追加すること。
2　自衛隊法第七十七条の二の防御施設構築の措置、同法第八
十条の海上保安庁の統制、同法第九十二条の防衛出動時の公

共の秩序の維持のための権限、同法第九十二条の二の防衛出
動時の緊急通行、同法第百三条の防衛出動時における物資の
収用等に係る規定等については、1の事態に係る出動には適
用しないものとすること。

三　在外邦人等の保護措置
1　防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して
生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、
救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置
（輸送を含む。以下「保護措置」という。）を行うことの依頼
があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の
承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる
ものとすること。

2　防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、
外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該
保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者（3
において「その他の保護対象者」という。）の生命又は身体
の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものと
すること。

3　1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事す
る自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護
措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若
しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のため
やむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用
することができるものとすること。

四　合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1　自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その
他これに類する組織（2において「合衆国軍隊等」という。）
の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動
（共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行わ
れるものを除く。）に現に従事しているものの武器等を職務
上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であ
ると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理
的に必要と判断される限度で武器を使用することができるも
のとすること。

2　1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、
防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとす
ること。

五　合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1　防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍
隊（アメリカ合衆国の軍隊をいう。）から要請があった場合
には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当
該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施する
ことができるものとすること。
（一）自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓
練に参加する合衆国軍隊

（二）自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及
び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当
該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を
行う合衆国軍隊

（三）保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二
条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若し
くは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため
の必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若し
くは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行
う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は
活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

（四）訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、
船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的
に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整
その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

2　防衛大臣は、1の（一）から（四）までに掲げる合衆国軍
隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生
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じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆
国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとす
ること。

六　国外犯に係る罰則
一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、
又は刑法第二条の例に従うものとすること。
七　その他所要の規定の整備を行うこと。
第二　国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正	
	 （第二条関係）
一　協力の対象となる活動及びその態様の追加等
1　国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに
国際連携平和安全活動を追加し、当該活動の定義について、
国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が
行う決議等に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止
に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した
暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる
民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助等を目的
として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施
されるもののうち、次に掲げるものとすること。
（一）武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間
の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する
国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての
同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることな
く実施される活動

（二）武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる
地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行わ
れる地域の属する国の当該活動が行われることについて
の同意がある場合に実施される活動

（三）武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該
活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われるこ
とについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然
に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏る
ことなく実施される活動

2　防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務で
あって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又
は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するも
のに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を
派遣することができるものとすること。
3　国際的な選挙監視活動について、紛争による混乱を解消す
る過程で行われる選挙等を含めるものとすること。
4　選挙の監視等に係る国際平和協力業務に従事する隊員を選
考により採用する者及び自衛隊員以外の関係行政機関の職員
に限るものとすること。

二　国際平和協力業務の種類の追加
1　国際平和協力業務の種類として次に掲げる業務を追加する
こと。
（一）防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身
体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区
域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護

（二）矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政
事務の監視

（三）立法又は司法に関する事務に関する助言又は指導
（四）国の防衛に関する組織等の設立又は再建を援助するた
めの助言若しくは指導又は教育訓練に関する業務

（五）国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動を統
括し、又は調整する組織において行う一定の業務の実施
に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理

（六）自衛隊の部隊等が武力紛争の停止の遵守状況の監視、
緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の国際平和協力業
務（（一）に掲げる業務を含む。）以外の業務を行う場合
であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活
動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれ
らの活動を支援する者（以下「活動関係者」という。）の

生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は
生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う
当該活動関係者の生命及び身体の保護

2　1の（一）又は（六）に掲げる業務を実施する場合にあっ
ては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国
が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行わ
れる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行わ
れる期間を通じて安定的に維持されていると認められなけれ
ばならないものとすること。

3　内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が1の（一）に掲げる業
務又は国際連携平和安全活動のために武力紛争の停止の遵守
状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の業務を
実施しようとする場合は、実施計画を添えて国会の承認を求
めなければならないものとすること。

三　武器の使用
1　国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営
地であって当該業務に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共
に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に
所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該
要員と共同して、武器の使用をすることができるものとする
こと。

2　二の1の（一）に掲げる業務に従事する自衛官は、その業
務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財
産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためや
むを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使
用することができるものとすること。

3　二の1の（六）に掲げる業務に従事する自衛官は、その業
務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者
の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認
める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必
要と判断される限度で、武器を使用することができるものと
すること。

四　その他の措置
1　国際平和協力本部長は、国際平和協力隊の隊員の安全の確
保に配慮しなければならないものとすること。

2　人道的な国際救援活動の要請を行う国際機関を掲げる別表
に新たな機関を加えること。

3　停戦合意のない場合における物資協力の対象となる国際機
関を掲げる別表に2の機関を加えるとともに、当該物資協力
の要件を明確化すること。

4　政府は、国際連合平和維持活動等に参加するに際して、活
動参加国等から、これらの活動に起因する損害についての請
求権を相互に放棄することを約することを求められた場合に
おいて必要と認めるときは、我が国の請求権を放棄すること
を約することができるものとすること。

5　防衛大臣等は、国際連合平和維持活動等を実施する自衛隊
の部隊等と共に活動が行われる地域に所在して大規模な災害
に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊から応
急の措置に必要な物品又は役務の提供に係る要請があったと
きは、これを実施することができるものとすること。

五　その他所要の規定の整備を行うこと。
第三　周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措
置に関する法律の一部改正	 （第三条関係）
一　題名
この法律の題名を「重要影響事態に際して我が国の平和及び

安全を確保するための措置に関する法律」に改めること。
二　目的
この法律の目的に、そのまま放置すれば我が国に対する直接

の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に
重要な影響を与える事態（以下「重要影響事態」という。）に
際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことによ
り、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする
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重要影響事態に対処する外国との連携を強化する旨を明記する
こと。
三　重要影響事態への対応の基本原則
1　後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われ
ている現場では実施しないものとすること。ただし、既に遭
難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始している
ときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に
係る捜索救助活動を継続することができるものとすること。
2　外国の領域における対応措置については、当該対応措置が
行われることについて当該外国等の同意がある場合に限り実
施されるものとすること。

四　定義
1　この法律において「合衆国軍隊等」とは、重要影響事態に
対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うア
メリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成
に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織を
いうものとすること。
2　この法律において「後方支援活動」とは、合衆国軍隊等に
対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置で
あって、我が国が実施するものをいうものとすること。
3　この法律において「捜索救助活動」とは、重要影響事態に
おいて行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者につい
て、その捜索又は救助を行う活動（救助した者の輸送を含
む。）であって、我が国が実施するものをいうものとするこ
と。

五　基本計画
1　基本計画に定める事項として、重要影響事態に関する次に
掲げる事項等を追加すること。
（一）事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
（二）我が国が対応措置を実施することが必要であると認め
られる理由

（三）後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴
う後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合に
は、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊
等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

2　1の（三）の場合には、当該外国等と協議して、実施する
区域の範囲を定めるものとすること。

六　武器の使用
1　後方支援活動としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活
動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は
自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を
行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護
するため武器を使用することができるものとすること。
2　1の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営
する宿営地であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するもの
に対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその
近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所が
ないときは、当該宿営地に存在する者の生命又は身体を防護
するための措置をとる当該要員と共同して、1による武器の
使用をすることができるものとすること。

七　その他所要の規定を整備すること。
第四　周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部
改正	 （第四条関係）
一　題名
この法律の題名を「重要影響事態等に際して実施する船舶検
査活動に関する法律」に改めること。
二　目的
この法律の目的を、重要影響事態又は国際平和共同対処事態
に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の
態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保
法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社
会の平和及び安全の確保に資することとすること。
三　船舶検査活動の実施等

1　重要影響事態又は国際平和共同対処事態における船舶検査
活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとすること。

2　船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協
力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動
を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間
を重要影響事態安全確保法又は国際平和協力支援活動法に規
定する基本計画に定めるものとすること。

3　2の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範
囲を定めるものとすること。

四　武器の使用
船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力

支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛
隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他
の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に
入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することが
できるものとすること。

五　その他所要の規定の整備を行うこと。
第五　武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国
民の安全の確保に関する法律の一部改正	 （第五条関係）
一　題名
この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけ

る我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する
法律」に改めること。

二　目的
この法律の目的に、存立危機事態への対処について、基本と

なる事項を定めることにより、存立危機事態への対処のための
態勢を整備する旨を明記すること。

三　定義
1　この法律において「存立危機事態」とは、我が国と密接な
関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が
国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利
が根底から覆される明白な危険がある事態をいうものとする
こと。

2　「対処措置」の定義に、存立危機事態の推移に応じて実施
する措置を追加すること。

四　基本理念
存立危機事態への対処に関する基本理念を定めること。

五　国の責務
1　国は、組織及び機能の全てを挙げて、存立危機事態に対処
するとともに、国全体として万全の措置が講じられるように
する責務を有するものとすること。

2　国は、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果
的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態へ
の対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協
力の確保に資する施策を実施するものとすること。

六　対処基本方針
1　政府は、存立危機事態に至ったときは、対処基本方針を定
めるものとすること。

2　対処基本方針に定める事項として、対処すべき事態に関す
る次に掲げる事項を追加すること。
（一）事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻
撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認
定及び当該認定の前提となった事実

（二）事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定す
る場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守る
ために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力
の行使が必要であると認められる理由

3　存立危機事態においては、対処基本方針には、（一）に掲
げる内閣総理大臣が行う国会の承認（衆議院が解散されてい
るときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による
参議院の承認）の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣
総理大臣が（二）に掲げる防衛出動を命ずる場合にあっては
その旨を記載しなければならないものとすること。
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（一）内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛
隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め

（二）自衛隊法第七十六条第一項に基づき内閣総理大臣が命
ずる防衛出動

七　その他所要の規定の整備を行うこと。
第六　武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い
我が国が実施する措置に関する法律の一部改正	 （第六条関係）
一　題名
この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけ
るアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置
に関する法律」に改めること。
二　目的
この法律の目的に、武力攻撃事態等又は存立危機事態におい
て自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除する
ために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるた
めの措置等について定める旨を明記すること。
三　定義
1　この法律において「外国軍隊」とは、武力攻撃事態等又は
存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立
危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外
国の軍隊（武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って
武力攻撃を排除するために必要な行動を実施しているアメリ
カ合衆国の軍隊を除く。）をいうものとすること。
2　「行動関連措置」の定義に、武力攻撃事態等又は存立危機
事態において、外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施され
るための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施す
る措置を追加すること。

四　その他所要の規定の整備を行うこと。
第七　武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
の一部改正	 （第七条関係）
「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力し
て武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。
第八　武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関す
る法律の一部改正	 （第八条関係）
一　この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における
外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。
二　存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関す
る所要の規定の整備を行うこと。

第九　武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改
正	 （第九条関係）
一　この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における
捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。
二　存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに
関する所要の規定の整備を行うこと。

第十　国家安全保障会議設置法の一部改正	 （第十条関係）
一　国家安全保障会議は、存立危機事態への対処に関する基本的
な方針、存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事
態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関
する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、
必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとするこ
と。
二　内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない
事項として、第二の二の1の（一）又は（六）に掲げる業務の
実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関する
もの並びに第二の一の2の自衛官の国際連合への派遣に関する
もの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。
三　その他所要の規定の整備を行うこと。
第十一　施行期日等	 （附則関係）
一　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行すること。
二　その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要
の改正を行うこと。

	資料7	 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国
の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案要綱

第一　目的
この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、

その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い
共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員と
してこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの（以下
「国際平和共同対処事態」という。）に際し、当該活動を行う諸外
国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会
の平和及び安全の確保に資することを目的とすること。
� （第一条関係）

第二　基本原則
一　政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協
力支援活動若しくは捜索救助活動又は重要影響事態等に際して
実施する船舶検査活動に関する法律第二条に規定する船舶検査
活動（国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る。第
四の二の5において単に「船舶検査活動」という。）（以下「対
応措置」という。）を適切かつ迅速に実施することにより、国
際社会の平和及び安全の確保に資するものとすること。

� （第二条第一項関係）
二　対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たる
ものであってはならないものとすること。（第二条第二項関係）

三　協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為（国際的な
武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行
為をいう。以下同じ。）が行われている現場では実施しないも
のとすること。ただし、第八の六の規定により行われる捜索救
助活動については、この限りでないものとすること。

� （第二条第三項関係）
四　外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行
われることについて当該外国（国際連合の総会又は安全保障理
事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場
合にあっては、当該機関）の同意がある場合に限り実施するも
のとすること。� （第二条第四項関係）

五　内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四の一に規定
する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督
するものとすること。� （第二条第五項関係）

六　関係行政機関の長は、第一の目的を達成するため、対応措置
の実施に関し、防衛大臣に協力するものとすること。

� （第二条第六項関係）
第三　定義等
一　この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に
定めるところによるものとすること。� （第三条第一項関係）
1　諸外国の軍隊等　国際社会の平和及び安全を脅かす事態に
関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の
決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活
動を行う外国の軍隊その他これに類する組織（国際連合平和
維持活動等に対する協力に関する法律第三条第一号に規定す
る国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平
和安全活動又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動
を行うもの及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全
を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規
定する合衆国軍隊等を除く。）をいう。
（一）当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧
告し、又は認める決議

（二）（一）に掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅
威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該
事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議

2　協力支援活動　諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提
供であって、我が国が実施するものをいう。

3　捜索救助活動　諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦
闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は
救助を行う活動（救助した者の輸送を含む。）であって、我
が国が実施するものをいう。
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二　協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛
隊による役務の提供（三に規定するものを除く。）は、補給、
輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業
務、宿泊、保管、施設の利用、訓練業務並びに建設とするこ
と。なお、物品の提供には、武器の提供を含まないものとする
こと。� （第三条第二項関係）

三　捜索救助活動は、自衛隊の部隊等（自衛隊法第八条に規定す
る部隊等をいう。以下同じ。）が実施するものとすること。こ
の場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等におい
て、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の
軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する
物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、補給、輸送、修理
及び整備、医療、通信、宿泊並びに消毒とすること。なお、物
品の提供には、武器の提供を含まないものとすること。
� （第三条第三項関係）

第四　基本計画
一　内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置の
いずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対
応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画（以
下「基本計画」という。）の案につき閣議の決定を求めなけれ
ばならないものとすること。� （第四条第一項関係）

二　基本計画に定める事項は、次のとおりとするものとするこ
と。� （第四条第二項関係）
1　国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
（一）事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影
響

（二）国際社会の取組の状況
（三）我が国が対応措置を実施することが必要であると認め
られる理由

2　1に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な
方針
3　第三の二の協力支援活動を実施する場合における次に掲げ
る事項
（一）当該協力支援活動に係る基本的事項
（二）当該協力支援活動の種類及び内容
（三）当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域
の指定に関する事項

（四）当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場
合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛
隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

（五）自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた
物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償又は時
価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る
重要事項

（六）その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項
4　捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
（一）当該捜索救助活動に係る基本的事項
（二）当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域
の指定に関する事項

（三）当該捜索救助活動の実施に伴う第三の三の協力支援活
動の実施に関する重要事項（当該協力支援活動を実施す
る区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。）

（四）当該捜索救助活動又はその実施に伴う第三の三の協力
支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、こ
れらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規
模及び構成並びに装備並びに派遣期間

（五）その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項
5　船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際
して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第二項に規定
する事項
6　対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する
事項

三　協力支援活動又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合

には、当該外国（第二の四に規定する機関がある場合にあって
は、当該機関）と協議して、実施する区域の範囲を定めるもの
とすること。� （第四条第三項関係）

四　基本計画の変更については、一及び三と同様とすること。�
� （第四条第四項関係）

第五　国会への報告
内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときはその

内容を、基本計画に定める対応措置が終了したときはその結果
を、遅滞なく、国会に報告しなければならないものとすること。�
� （第五条関係）

第六　国会の承認
一　内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施
することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければな
らないものとすること。� （第六条第一項関係）

二　一の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場
合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求
めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院に
あっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の
期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければ
ならないものとすること。� （第六条第二項関係）

三　内閣総理大臣は、対応措置について、一の規定による国会の
承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応
措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日
までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計
画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を
添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないもの
とすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散さ
れている場合には、その後最初に召集される国会においてその
承認を求めなければならないものとすること。

� （第六条第三項関係）
四　政府は、三の場合において不承認の議決があったときは、遅
滞なく、当該対応措置を終了させなければならないものとする
こと。� （第六条第四項関係）

五　国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に二年を超えて
当該対応措置を引き続き行おうとする場合については、三及び
四と同様とすること。� （第六条第五項関係）

第七　協力支援活動の実施
一　防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三
の二の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施
するものとすること。� （第七条第一項関係）

二　防衛大臣は、基本計画に従い、第三の二の協力支援活動とし
ての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これ
について内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実
施を命ずるものとすること。� （第七条第二項関係）

三　防衛大臣は、二の実施要項において、実施される必要のある
役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円
滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を
実施する区域（以下第七において「実施区域」という。）を指
定するものとすること。� （第七条第三項関係）

四　防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部
隊等が第三の二の協力支援活動を円滑かつ安全に実施すること
が困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力
支援活動についての第二の四の同意が存在しなくなったと認め
る場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施さ
れている活動の中断を命じなければならないものとすること。�
� （第七条第四項関係）

五　第三の二の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるもの
の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者
は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍に
おいて戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等
に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該
部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力
支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避
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しつつ、四の規定による措置を待つものとすること。
� （第七条第五項関係）
六　二の実施要項の変更（四の規定により実施区域を縮小する変
更を除く。）については、二と同様とすること。
� （第七条第六項関係）

第八　捜索救助活動の実施等
一　防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施
要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊
の部隊等にその実施を命ずるものとすること。
� （第八条第一項関係）
二　防衛大臣は、一の実施要項において、実施される必要のある
捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを
円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動
を実施する区域（以下第八において「実施区域」という。）を
指定するものとすること。� （第八条第二項関係）
三　捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭
難者が在るときは、これを救助するものとすること。
� （第八条第三項関係）
四　実施区域の指定の変更及び活動の中断については、第七の四
と同様とすること。� （第八条第四項関係）
五　捜索救助活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命
ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該捜索
救助活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行
為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦
闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全
を確保するため必要と認める場合には、当該捜索救助活動の実
施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、四の
規定による措置を待つものとすること。�（第八条第五項関係）
六　五の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部
隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確
保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続すること
ができるものとすること。� （第八条第六項関係）
七　一の実施要項の変更（四の規定により実施区域を縮小する変
更を除く。）については、一と同様とすること。
� （第八条第七項関係）
八　捜索救助活動の実施に伴う第三の三の協力支援活動について
は、第七と同様とすること。� （第八条第八項関係）

第九　自衛隊の部隊等の安全の確保等
防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的
な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しな
ければならないものとすること。� （第九条関係）
第十　関係行政機関の協力
一　防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めると
きは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理
換えその他の協力を要請することができるものとすること。�
� （第十条第一項関係）
二　関係行政機関の長は、一の規定による要請があったときは、
その所掌事務に支障を生じない限度において、一の協力を行う
ものとすること。� （第十条第二項関係）

第十一　武器の使用
一　第七の二又は第八の八の規定により協力支援活動としての自
衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八の一の規定によ
り捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官
は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員（自衛隊
法第二条第五項に規定する隊員をいう。六において同じ。）若
しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命
又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の
理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断され
る限度で武器（自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当
該捜索救助活動を実施している場合については、第四の二の3
の（四）又は4の（四）の規定により基本計画に定める装備に
該当するものに限る。以下第十一において同じ。）を使用する
ことができるものとすること。� （第十一条第一項関係）

二　一の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るとき
は、その命令によらなければならないものとすること。ただ
し、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を
受けるいとまがないときは、この限りでないものとすること。�
� （第十一条第二項関係）

三　一の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武
器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事
態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使
用が一及び四の規定に従いその目的の範囲内において適正に行
われることを確保する見地から必要な命令をするものとするこ
と。� （第十一条第三項関係）

四　一の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は
第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与え
てはならないものとすること。� （第十一条第四項関係）

五　第七の二又は第八の八の規定により協力支援活動としての自
衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八の一の規定によ
り捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官
は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地（宿
営のために使用する区域であって、囲障が設置されることによ
り他と区別されるものをいう。以下五において同じ。）であっ
て諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃が
あった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部
隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿
営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる
当該要員と共同して、一の規定による武器の使用をすることが
できるものとすること。この場合において、一から三まで及び
六の規定の適用については、当該要員による措置の状況をも踏
まえること。� （第十一条第五項関係）

六　自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第七の二又は第八の八
の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供（我が
国の領域外におけるものに限る。）の実施を命ぜられ、又は第
八の一の規定により捜索救助活動（我が国の領域外におけるも
のに限る。）の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官につ
いては、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない
ものとすること。� （第十一条第六項関係）

第十二　物品の譲渡及び無償貸付け
防衛大臣又はその委任を受けた者は、協力支援活動の実施に当

たって、自衛隊に属する物品（武器を除く。）につき、協力支援活
動の対象となる諸外国の軍隊等から第三の一の1に規定する活動
（以下「事態対処活動」という。）の用に供するため当該物品の譲渡
又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該事態
対処活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務
に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国
の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無
償で貸し付けることができるものとすること。� （第十二条関係）
第十三　国以外の者による協力等
一　防衛大臣は、第四から第十一までの規定による措置のみに
よっては対応措置を十分に実施することができないと認めると
きは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸
付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼すること
ができるものとすること。� （第十三条第一項関係）

二　政府は、一の規定により協力を依頼された国以外の者に対し
適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を
受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ず
るものとすること。� （第十三条第二項関係）

第十四　請求権の放棄
政府は、自衛隊が協力支援活動又は捜索救助活動（以下第十四

において「協力支援活動等」という。）を実施するに際して、諸
外国の軍隊等の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う事態
対処活動又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を
相互に放棄することを約することを求められた場合において、こ
れに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円
滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する
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損害についての当該外国及びその要員に対する我が国の請求権を
放棄することを約することができるものとすること。
� （第十四条関係）

第十五　政令への委任
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続そ
の他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとす
ること。� （第十五条関係）
第十六　附則
この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資す
るための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日から施行す
るものとすること。� （附則関係）

	資料8	 我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当し
ない航行を行う外国軍艦への対処について

平成27年5月14日
閣 議 決 定

政府は、我が国の領海及び内水において、外国軍艦が国際法上の
無害通航に該当しない航行を行う場合、我が国の主権を守り、国民
の安全を確保するとの観点から、関係機関がより緊密に協力し、い
かなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するた
め、下記により対応することとする。
なお、外国軍艦のうち、我が国の領海及び内水で潜没航行する外
国潜水艦については、「我が国の領海及び内水で潜没航行する外国
潜水艦への対処について」（平成8年12月24日閣議決定）により対
応するものとする。

記
1．事態の的確な把握
我が国の領海及び内水において、外国軍艦が国際法上の無害通
航に該当しない航行を行う可能性がある場合、事態を把握した海
上保安庁又は防衛省は、内閣情報調査室を通じて内閣総理大臣、
内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国家安全保
障局長（以下「内閣総理大臣等」という。）への報告連絡を迅速
に行うとともに、速やかに内閣官房、外務省その他関係省庁にこ
の旨を通報し、相互に協力して更なる事態の把握に努める。
なお、上記報告ルートに加え、海上保安庁又は防衛省による内
閣総理大臣等への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げ
るものではない。
2．事態への対処
政府は、我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当し
ない航行を行う外国軍艦に対しては、国際法に従って、我が国の
領海外への退去要求等の措置を直ちに行うものとし、いかなる不
法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するとの観点か
ら、当該措置は、自衛隊法第82条に基づき海上における警備行
動を発令し、自衛隊の部隊により行うことを基本とする。この
際、防衛省、外務省及び海上保安庁は相互に緊密かつ迅速に情報
共有し、調整し、及び協力するものとする。
3．迅速な閣議手続等
（1）我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない
航行を行っていると判断された外国軍艦への対処に関し、海上
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の
必要があり、自衛隊法第82条に規定する海上における警備行
動の発令に係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催する
必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、
国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であ
るときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大
臣の了解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取ることが
できなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

（2）上記（1）の命令発出に際して国家安全保障会議における
審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うことができ
る。

4．事案発生前からの緊密な連携等
上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前にお
いても連携を密にし、我が国の領海及び内水で国際法上の無害通

航に該当しない航行を行う外国軍艦への対応について認識を共有
するとともに、訓練等を通じた対処能力の向上等を図り、事案が
発生した場合には迅速に対応することができる態勢を整備するこ
ととする。

	資料9	 離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対す
る政府の対処について

平成27年5月14日
閣 議 決 定

政府は、離島又はその周辺海域（以下「離島等」という。）にお
いて、武装した集団又は武装している蓋然性が極めて高い集団が当
該離島に不法に上陸するおそれが高い事案又は上陸する事案（以下
「離島等に対する武装集団による不法上陸等事案」という。）が発生
した場合、我が国の主権を守り、国民の安全を確保するとの観点か
ら、関係機関がより緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切
れ目のない十分な対応を確保するため、下記により対応することと
する。

記
1．事態の的確な把握
離島等に対する武装集団による不法上陸等事案が発生した場

合、事態を把握した別紙1に掲げる関係省庁（以下「関係省庁」
という。）は、内閣情報調査室を通じて内閣総理大臣、内閣官房
長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国家安全保障局長
（以下「内閣総理大臣等」という。）への報告連絡を迅速に行うと
ともに、相互に協力して更なる事態の把握に努める。
なお、上記報告ルートに加え、関係省庁による内閣総理大臣等

への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではな
い。

2．対策本部の設置等
政府は、離島等に対する武装集団による不法上陸等事案が発生

し、政府としての対処を総合的かつ強力に推進する必要がある場
合には、内閣総理大臣の判断により、内閣に、内閣総理大臣を本
部長とし、内閣官房長官その他必要により本部員のうち国務大臣
である者の中から本部長が指定する者を副本部長とする対策本部
を速やかに設置する。対策本部の本部員は別紙2のとおりとし、
その運用については、「重大テロ等発生時の政府の初動措置につ
いて」（平成10年4月10日閣議決定）による対策本部に準ずるも
のとする。

3．事態緊迫時の対処
事態が緊迫し、海上警備行動（自衛隊法第82条に規定する海

上における警備行動をいう。以下同じ。）命令又は治安出動（自
衛隊法第78条に規定する命令による治安出動をいう。以下同じ。）
命令の発出が予測される場合には、対策本部の下、内閣官房、外
務省、海上保安庁、警察庁及び防衛省を中心に、あらかじめ、海
上警備行動命令又は治安出動命令の発出に係る、対処方針の検
討、自衛隊と海上保安庁、警察等との間の役割分担及び連携の確
認、国際法との整合性の確認、必要な情報の共有等について、相
互に最大限の協力を行い、海上警備行動命令又は治安出動命令が
発出された際には速やかに強力な対処を行うことができる態勢を
整える。

4．迅速な閣議手続等
（1）海上警備行動

海上保安庁のみでは対応できないと認められ、海上警備行動
命令の発出に係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催す
る必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、か
つ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難
であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国
務大臣の了解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取るこ
とができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行
う。

（2）治安出動等
警察機関による迅速な対応が困難である場合であって、か

つ、事態が緊迫し、治安出動命令の発出が予測される場合にお
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ける防衛大臣が発する治安出動待機命令及び武器を携行する自
衛隊の部隊が行う情報収集命令に対する内閣総理大臣による承
認、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと
認められる事態が生じた場合における内閣総理大臣による治安
出動命令の発出等のために閣議を開催する必要がある場合にお
いて、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集
しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理
大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議
決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大
臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

（3）上記（1）又は（2）の命令発出に際して国家安全保障会
議における審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うこ
とができる。

5．事案発生前からの緊密な連携等
上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前にお
いても連携を密にし、離島等に対する武装集団による不法上陸等
事案に発展する可能性がある事案に関する情報を収集、交換し、
事案への対応について認識を共有するとともに、訓練等を通じた
対処能力の向上等を図り、事案が発生した場合には迅速に対応す
ることができる態勢を整備することとする。

（別紙1）
〈関係省庁〉
警察庁
法務省
公安調査庁
外務省
海上保安庁
防衛省
その他本部長が必要と認める省庁

（別紙2）
〈対策本部の本部員〉
関係省庁の長たる国務大臣（国家公安委員会委員長を含む。）
内閣官房副長官
内閣危機管理監
国家安全保障局長
警察庁長官
海上保安庁長官
その他本部長が必要と認める者

	資料10	 公海上で我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う外国
船舶を自衛隊の船舶等が認知した場合における当該侵
害行為への対処について

平成27年5月14日
閣 議 決 定

政府は、自衛隊の船舶又は航空機による警戒監視等の活動中に、
公海上で我が国の民間船舶（我が国の船籍を有する民間船舶をい
う。）に対し、海賊行為その他我が国に対する外部からの武力攻撃
に該当しない不法な暴力行為、抑留又は略奪行為（以下単に「侵害
行為」という。）を行う外国船舶を認知した場合、これに対処し、
我が国の主権を守り、国民の安全を確保するとの観点から、関係機
関がより緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない
十分な対応を確保するため、下記により対応することとする。

記
1．事態の的確な把握
当該侵害行為を行う又はその可能性のある外国船舶を認知した
場合、事態を把握した防衛省は、内閣情報調査室を通じて内閣総
理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国
家安全保障局長（以下「内閣総理大臣等」という。）への報告連
絡を迅速に行うとともに、速やかに内閣官房、外務省、海上保安
庁その他関係省庁にこの旨を通報し、相互に協力して更なる事態
の把握に努める。
なお、上記報告ルートに加え、防衛省による内閣総理大臣等へ
の報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではな

い。
2．事態への対処
当該侵害行為への対処に当たっては、内閣官房、外務省、海上

保安庁、防衛省その他関係省庁は相互に緊密かつ迅速に情報共有
し、調整し、及び協力するものとする。

3．迅速な閣議手続等
（1）現に行われている当該侵害行為への対応に関し、海上保安
庁のみでは対応できないと認められ、次のア又はイに係る内閣
総理大臣の承認等のために閣議を開催する必要がある場合にお
いて、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集
しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理
大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議
決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大
臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。
ア　海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条
第1項に規定する海賊対処行動の発令（同条第2項ただし書
に規定する場合に限る。）

イ　自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動の発令
（2）上記（1）ア又はイの命令発出に際して国家安全保障会議
における審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うこと
ができる。

4．事案発生前からの緊密な連携等
上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前にお

いても連携を密にし、当該侵害行為への対応について認識を共有
するとともに、訓練等を通じた対処能力の向上等を図り、事案が
発生した場合には迅速に対応することができる態勢を整備するこ
ととする。
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	資料11	 自衛隊の主な行動

区　　分 対象となる事態 行動の要件など 認められる主な権限など

防衛出動
自衛隊法
第76条

外部からの武力攻撃が発生した事態又は武
力攻撃が発生する明白な危険が切迫してい
ると認められるに至った事態に際して、わ
が国を防衛するため必要があると認める場
合

①　命令権者：内閣総理大臣
②　国会の承認：必要（原則として事前承

認）

○　武力の行使（自衛権発動の三要件を満
たす場合に限る。）

○　公共の秩序維持のための権限（治安出
動時と同じ）

○　その他（海上保安庁の統制、緊急通行、
物資の収用、海上輸送規制、捕虜の取扱、
国民保護など）

防御施設構築の措置
自衛隊法

第77条の2

事態が緊迫し防衛出動命令が発せられるこ
とが予測される場合において、出動を命ぜ
られた自衛隊の部隊を展開させることが見
込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化して
おく必要があると認められる地域（展開予
定地域）があるとき

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：必要（対処基本方針の閣

議決定後）（注1）
③　その他：内閣総理大臣の承認

○　展開予定地域内における陣地・その他
の防御のための施設の構築

○　自己等防護のための武器使用

防衛出動下令前の
行動関連措置

自衛隊法
第77条の3

事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられる
ことが予測される場合

①　命令権者：（物品提供）防衛大臣又は
その委任を受けた者、（役務提供）防衛
大臣

②　国会の承認：（物品提供）不要、（役務
提供）必要

（対処基本方針の閣議決定後）（注1）

○　米軍行動関連措置法に基づく行動関連
措置としての米軍への物品の提供

○　行動関連措置としての役務の提供
○　自己等防護のための武器使用

国民保護等派遣
自衛隊法

第77条の4

国民保護法の規定に基づき都道府県知事か
ら要請を受けた場合において事態やむを得
ないと認めるとき、又は武力攻撃事態等対
策本部長（又は緊急対処事態対策本部長）
から同法の規定による求めがあったとき

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：内閣総理大臣の承認

○　国民保護法に規定する避難住民の誘導
に関する措置、応急措置等、交通の規制
など

○　警職法（注2）の一部準用（退避、犯
罪の予防・制止、立入など）

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請な
ど）

○　武器の使用

命令による治安出動
自衛隊法
第78条

間接侵略その他の緊急事態に際して、一般
の警察力をもっては、治安を維持すること
ができないと認められる場合

①　命令権者：内閣総理大臣
②　国会の承認：必要（出動命令から20

日以内に付議）

○　警職法の準用（質問、避難、犯罪の予
防・制止など）

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請、
立入検査など）

○　武器の使用
○　海上保安庁の統制

治安出動下令前に行う 
情報収集
自衛隊法

第79条の2

事態が緊迫し治安出動命令が発せられるこ
と及び小銃、機関銃などの武器を所持した
者による不法行為が行われることが予測さ
れる場合において、情報収集を行うための
特別の必要があると認められる場合

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：国家公安委員会と協議の上、

内閣総理大臣の承認を得る。

○　自己等防護のための武器使用

要請による治安出動
自衛隊法
第81条

都道府県知事が治安維持上重大な事態につ
きやむを得ない必要があると認め、かつ内
閣総理大臣が事態やむを得ないと認める場
合

①　命令権者：内閣総理大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：都道府県公安委員会と協議の

上、都道府県知事が内閣総理大臣に要請

○　警職法の準用（質問、避難、犯罪の予
防・制止など）

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請、
立入検査など）

○　武器の使用

自衛隊の施設等の
警護出動
自衛隊法

第81条の2

自衛隊の施設又は在日米軍施設・区域にお
いて、大規模なテロ攻撃が行われるおそれ
があり、かつ、その被害を防止するため特
別の必要があると認める場合

①　命令権者：内閣総理大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：あらかじめ関係都道府県知事

の意見を聴き、防衛大臣と国家公安委員
会とが協議する。

○　警職法の一部準用（質問、避難などの
措置、立入（以上は警察官がその場にい
ない場合のみ）、犯罪の予防・制止）

○　武器の使用

海上における警備行動
自衛隊法
第82条

海上における人命若しくは財産の保護又は
治安の維持のため特別の必要がある場合

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：内閣総理大臣の承認

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請、
立入検査など）

○　武器の使用

海賊対処行動
自衛隊法

第82条の2
及び

海賊対処法

海賊行為に対処するため特別の必要がある
場合

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要（海賊対処行動を総

理が承認したとき又は海賊対処行動が終
了したとき、国会報告）

③　その他：内閣総理大臣の承認（防衛大
臣が対処要項を総理に提出）

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請、
立入検査など）

○　武器の使用

弾道ミサイル等に
対する破壊措置

自衛隊法
第82条の3

弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれ
があり、その落下による我が国領域におけ
る人命又は財産に対する被害を防止するた
め必要があると認めるとき

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要（事後報告）
③　その他：内閣総理大臣の承認（緊急の

場合に備え、総理の承認を受けた緊急対
処要領に従いあらかじめ命令できる。）

○　武器の使用

災害派遣
自衛隊法
第83条

天災地変その他の災害に際して、人命又は
財産の保護のため、必要があると認める場
合（注3）

①　命令権者：防衛大臣又はその指定する
者

②　国会の承認：不要
③　その他：都道府県知事その他政令で定

める者の要請
　（ただし、その事態に照らし特に緊急を

要し要請を待ついとまがないと認めると
きを除く。）

○　警職法の一部準用（避難、立入など。
警察官がその場にいない場合に限る。）

○　海上保安庁法の一部準用（協力要請）
○　災害対策基本法に規定する権限（警戒

区域の設定、緊急通行車両の通行確保な
ど。市町村長、警察官等がその場にいな
い場合に限る。）

地震防災派遣
自衛隊法

第83条の2

地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施す
るため、自衛隊の支援を求める必要がある
と地震災害警戒本部長が認める場合

（大規模地震対策特別措置法第13条第2項）

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：地震災害警戒本部長（内閣総

理大臣）の要請

○　警職法の一部準用（災害派遣時と同じ）
○　海上保安庁法の一部準用（災害派遣時

と同じ）

原子力災害派遣
自衛隊法

第83条の3

緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施す
るため、自衛隊の支援を求める必要がある
と原子力災害対策本部長が認める場合（原
子力災害対策特別措置法第20条第4項）

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：原子力災害対策本部長（内閣

総理大臣）の要請

○　災害派遣時と同じ
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区　　分 対象となる事態 行動の要件など 認められる主な権限など

領空侵犯に対する措置
自衛隊法
第84条

外国の航空機が国際法規又は航空法その他
の法令の規定に違反してわが国の領域の上
空に侵入したとき

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要

○　領空侵犯機を着陸させ又はわが国の領
域の上空から退去させるため必要な措置

（誘導、無線などによる警告、武器使用
など）（注4）

機雷等の除去
自衛隊法

第84条の2

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要

○　海上における機雷その他の爆発性の危
険物の除去及びこれらの処理

在外邦人等の輸送
自衛隊法

第84条の3

外国における災害、騒乱その他の緊急事態 ①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：外務大臣から生命又は身体の

保護を要する邦人の輸送の依頼

○　自己等防護のための武器使用

後方地域支援等
自衛隊法第84条の4、
周辺事態安全確保法
及び船舶検査活動法

我が国周辺の地域における我が国の平和及
び安全に重要な影響を与える事態

①　命令権者：（物品提供）防衛大臣又は
その委任を受けた者

　（役務提供、後方地域捜索救助活動、船
舶検査活動）防衛大臣

②　国会の承認：必要（原則として対応措
置の実施前）

③　その他：内閣総理大臣の承認（基本計
画に従い定められた実施要項につき）

○　後方地域支援としての物品及び役務の
提供、後方地域捜索救助活動、船舶検査
活動

○　自己等防護のための武器使用

国際緊急援助活動
自衛隊法第84条の4

及び
国際緊急援助隊法

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：不要
③　その他：被災国政府等より国際緊急援

助隊派遣の要請及び外務大臣との協議

○　部隊等又は隊員による国際緊急援助活
動及び当該活動を行う人員又は当該活動
に必要な物資の輸送

国際平和協力業務
自衛隊法第84条の4
及び国際平和協力法

国際平和協力法に適合する範囲で国際連合
から要請された場合

①　命令権者：防衛大臣
②　国会の承認：平和維持隊の本体業務を

自衛隊の部隊等が行う場合は必要（原則
として事前承認）

③　その他：国際平和協力本部長（内閣総
理大臣）の要請

○　部隊等による国際平和協力業務及び委
託に基づく輸送

○　自己等防護のための武器使用

（図中の権限などについては、すべて法律に規定されている。）
（注1）　 防御施設構築の措置及び防衛出動下令前の行動関連措置としての役務の提供に関して内閣総理大臣が行う承認は、対処基本方針に記載し、国会の承

認を求めることとされている（武力攻撃事態対処法第9条）。
（注2）　警察官職務執行法の略。警察官がその場にいない限りのみ準用
（注3）　 このほか、庁舎、営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合には、部隊等の長は、部隊等を派遣できる（第

83条第3項。いわゆる近傍派遣）。
（注4）　「必要な措置」の中に含まれると解される。

　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　　  　　

　　　　　　  　　

　　　　　　  　　

	資料12	 自衛官または自衛隊の部隊に認められた武力行使および武器使用に関する規定

行動類型など 条　　文 内　　容

防衛出動
自衛隊法第88条 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使できる。

自衛隊法
第92条第2項

防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法第7
条、自衛隊法第90条第1項、海上保安庁法第20条第2項を準用

防御施設構築
の措置

自衛隊法
第92条の4

防御施設構築の措置の職務に従事する自衛官について、展開予定地域内において、自己又は自己と共にその職務に
従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応
じて合理的に必要と判断される限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人
に危害を与えてはならない旨規定

国民保護等 
派遣

自衛隊法
第92条の3第2項

国民保護等派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補
がその場にいない場合に限り、警察官職務執行法第7条を準用

治安出動

自衛隊法
第89条第1項

治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用

自衛隊法
第90条第1項

治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官について、準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場
合のほか、職務上警護する人などが暴行・侵害を受け又は受けようとする明白な危険がある場合などにおいて、武
器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合などの武器の使用を規定

自衛隊法
第91条第2項

治安出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について、一定の要件を満たした船舶を停船させるための
武器の使用を規定した海上保安庁法第20条第2項を準用

治安出動下令
前の情報収集

自衛隊法
第92条の5

治安出動下令前に行う情報収集の職務に従事する自衛官について、自己又は自己と共にその職務に従事する隊員の生命・
身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断され
る限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

警護出動

自衛隊法
第91条の2第2項

警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用

自衛隊法
第91条の2第3項

警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について、準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器
を使用する場合のほか、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、
武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由がある場合、その事態に応じて合
理的に必要と判断される限度での武器の使用を規定

海上警備行動

自衛隊法
第93条第1項

海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用

自衛隊法
第93条第3項

海上における警備行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について、一定の要件を満たした船舶を停船
させるための武器の使用を規定した海上保安庁法第20条第2項を準用

海賊対処行動 海賊対処法
第8条第2項

海賊対処行動を命ぜられた自衛官の職務の執行について、警職法第7条を準用

現に行われている他の船舶への著しい接近や付きまとい等の海賊行為の制止にあたり、当該海賊行為を行っている
者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶
の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときには、その事態に応じ合理的に
必要とされる限度において武器を使用することができる。
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行動類型など 条　　文 内　　容

弾道ミサイル
等の破壊措置 自衛隊法第93条の3 我が国に飛来する弾道ミサイル等の破壊措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武

器を使用することができる。

領空侵犯に対
する処置 自衛隊法第84条 領空侵犯機を着陸させ又は我が国の領域の上空から退去させるため「必要な措置」として、正当防衛又は緊急避難

の要件に該当する場合に武器の使用ができる。（注）

在外邦人等
輸送 自衛隊法第94条の5

在外邦人等の輸送に従事する自衛官について、自己若しくは自己と共にその輸送の職務に従事する隊員又はその管理
の下に入った輸送の対象である邦人若しくは同乗させることを認められた者の生命・身体の防護のためやむを得ない
必要があると認める相当の理由がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度での武器使用を規定。
正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

周辺事態安全確保法第11条
～後方地域支援など

後方地域支援としての役務の提供又は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官について、自己又は自己と
共にその職務に従事する者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、
その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度での武器使用について規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当
する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

船舶検査活動法第6条
～船舶検査活動

船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官について、自己又は自己と共にその職務に従事する者の
生命・身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ、合理的に
必要と判断される限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与え
てはならない旨規定

国際平和協力法第24条
～国際平和協力業務

国際平和協力業務に従事する自衛官について、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力隊
員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防衛のためやむを得ない必要があると
認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度での武器使用を規定。正当防
衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

武器などの
防護 自衛隊法第95条

自衛隊の武器などを職務上警護する自衛官について、その武器などを防護するため必要であると認める相当の理由
がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

施設の警護 自衛隊法第95条の2
本邦内にある一定の要件を満たす自衛隊の施設を職務上警護する自衛官について、その職務を遂行するため又は自己
若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断される
限度での武器使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

部内の
秩序維持

自衛隊法
第96条第3項

部内の秩序維持に専従する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第7条を準用

米軍行動関連措置法第12条

行動関連措置としての役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官について、その職務を行うに際し、自己
又は自己と共に当該職務に従事する自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体
の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合に、その事態に応じ合理的に必要と判断される限
度での武器の使用を規定。正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

海上輸送規制法第37条

海上輸送規制法に規定する措置を命ぜられた海上自衛隊の部隊の自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第
7条を準用。その他、停船を繰り返し命じても当該船舶の乗組員等がこれに応ぜず、なお自衛官の職務の執行に抵抗
し、又は逃亡しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他の手段がないと信ずるに足りる相当
の理由があるときは、艦長等の命令により、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度での武器の使用を規定

捕虜取扱い法第152条
防衛出動を命ぜられた自衛官が拘束措置を行う場合について、また、捕虜等警備自衛官について、その職務の執行
に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度における武器の使用を規定。正当防衛又は緊急避難など
一定の要件に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない旨規定

（注）武器の使用について明文の規定はないが、「必要な措置」の中に含まれると解される。

	資料13	 国民保護にかかる国と地方公共団体との共同訓練参加状況	
（平成26年度）

形　態 日　付 場　所

実動訓練

26.10. 1 富山県
26.11.10 栃木県
26.11.12 大分県
27. 1.20 福岡県

図上訓練

26.11.18 茨城県
27. 1.13 福井県
27. 1.15 山形県
27. 1.23 岐阜県
27. 1.26 宮崎県
27. 1.28 愛媛県
27. 1.29 滋賀県
27. 2. 4 徳島県
27. 2. 6 佐賀県

（注）平成19年度については、15府県で実施
平成20年度については、18県で実施
平成21年度については、14府県で実施
平成22年度については、10府県で実施
平成23年度については、12道県で実施
平成24年度については、11都道府県で実施
平成25年度については、12都県で実施

複数回実施都道府県

回　数 場　所

2回

北海道（H18、H23）、岩手県（H21、H22）、秋田県（H20、
H21）、栃木県（H21、H26）、千葉県（H19、H25）、神奈川県

（H20、H22）、長野県（H19、H20）、愛知県（H19、H25）、三
重県（H20、H24）、京都府（H19、H22）、兵庫県（H21、H23）、
岡山県（H20、H24）、山口県（H19、H20）、香川県（H21、
H25）、長崎県（H20、H23）、大分県（H20、H26）、鹿児島県

（H19、H24）

3回

青森県（H20、H22、H25）、埼玉県（H17、H18、H22）、東京都
（H18、H21、H25）、新潟県（H20、H23、H25）、岐阜県（H19、
H23、H26）、滋賀県（H20、H24、H26）、福岡県（H18、H23、
H26）、熊本県（H19、H22、H25）、沖縄県（H21、H24、H25）

4回
山形県（H20、H23、H24、H26）、茨城県（H18、H19、H22、
H26）、 鳥 取 県（H17、H18、H18、H20）、 佐 賀 県（H17、
H18、H23、H26）、宮崎県（H20、H23、H24、H26）

5回 富山県（H17、H22、H24、H25、H26）

7回 徳島県（H20、H21、H22、H23、H24、H25、H26）、愛媛県
（H18、H19、H20、H23、H24、H25、H26）

9回 福井県（H17、H18、H20、H21、H22、H23、H24、H25、
H26）

	資料14	 国家安全保障戦略
平成25年12月17日　国家安全保障会議決定

閣 議 決 定
Ⅰ　策定の趣旨
政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その

存立を全うすることである。我が国の安全保障（以下「国家安全
保障」という。）をめぐる環境が一層厳しさを増している中、豊
かで平和な社会を引き続き発展させていくためには、我が国の国
益を長期的視点から見定めた上で、国際社会の中で我が国の進む
べき針路を定め、国家安全保障のための方策に政府全体として取
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り組んでいく必要がある。
我が国は、これまでも、地域及び世界の平和と安定及び繁栄に
貢献してきた。グローバル化が進む世界において、我が国は、国
際社会における主要なプレーヤーとして、これまで以上に積極的
な役割を果たしていくべきである。
このような認識に基づき、国家安全保障に関する基本方針を示
すため、ここに国家安全保障戦略を策定する。
本戦略では、まず、我が国の平和国家としての歩みと、我が国
が掲げるべき理念である、国際協調主義に基づく積極的平和主義
を明らかにし、国益について検証し、国家安全保障の目標を示
す。その上で、我が国を取り巻く安全保障環境の動向を見通し、
我が国が直面する国家安全保障上の課題を特定する。そして、そ
のような課題を克服し、目標を達成するためには、我が国が有す
る多様な資源を有効に活用し、総合的な施策を推進するととも
に、国家安全保障を支える国内基盤の強化と内外における理解の
促進を図りつつ、様々なレベルにおける取組を多層的かつ協調的
に推進することが必要との認識の下、我が国がとるべき外交政策
及び防衛政策を中心とした国家安全保障上の戦略的アプローチを
示している。
また、本戦略は、国家安全保障に関する基本方針として、海洋、
宇宙、サイバー、政府開発援助（ODA）、エネルギー等国家安全
保障に関連する分野の政策に指針を与えるものである。
政府は、本戦略に基づき、国家安全保障会議（NSC）の司令塔機

能の下、政治の強力なリーダーシップにより、政府全体として、国
家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施していく。
さらに、国の他の諸施策の実施に当たっては、本戦略を踏まえ、
外交力、防衛力等が全体としてその機能を円滑かつ十全に発揮で
きるよう、国家安全保障上の観点を十分に考慮するものとする。
本戦略の内容は、おおむね10年程度の期間を念頭に置いたも
のであり、各種政策の実施過程を通じ、NSCにおいて、定期的
に体系的な評価を行い、適時適切にこれを発展させていくことと
し、情勢に重要な変化が見込まれる場合には、その時点における
安全保障環境を勘案し検討を行い、必要な修正を行う。
Ⅱ　国家安全保障の基本理念
1　我が国が掲げる理念
我が国は、豊かな文化と伝統を有し、自由、民主主義、基本
的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を掲げ、高い教育
水準を持つ豊富な人的資源と高い文化水準を擁し、開かれた国
際経済システムの恩恵を受けつつ発展を遂げた、強い経済力及
び高い技術力を有する経済大国である。
また、我が国は、四方を海に囲まれて広大な排他的経済水域
と長い海岸線に恵まれ、海上貿易と海洋資源の開発を通じて経
済発展を遂げ、「開かれ安定した海洋」を追求してきた海洋国
家としての顔も併せ持つ。
我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。
専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはなら
ず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。
また、我が国と普遍的価値や戦略的利益を共有する米国との同
盟関係を進展させるとともに、各国との協力関係を深め、我が国
の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現してきている。
さらに、我が国は、人間の安全保障の理念に立脚した途上国の
経済開発や地球規模課題の解決への取組、他国との貿易・投資
関係を通じて、国際社会の安定と繁栄の実現に寄与している。
特に東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国を始めとするアジア
諸国は、こうした我が国の協力も支えとなって、安定と経済成
長を達成し、多くの国々が民主主義を実現してきている。
加えて、我が国は、平和国家としての立場から、国連憲章を
遵守しながら、国連を始めとする国際機関と連携し、それらの
活動に積極的に寄与している。特に冷戦の終結に伴い、軍事力
の役割が多様化する中で、国連平和維持活動（PKO）を含む
国際平和協力活動にも継続的に参加している。また、世界で唯
一の戦争被爆国として、軍縮・不拡散に積極的に取り組み、
「核兵器のない世界」を実現させるため、国際社会の取組を主

導している。
こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会におい

て高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるも
のにしなければならない。
他方、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを

増していることや、我が国が複雑かつ重大な国家安全保障上の
課題に直面していることに鑑みれば、国際協調主義の観点から
も、より積極的な対応が不可欠となっている。我が国の平和と
安全は我が国一国では確保できず、国際社会もまた、我が国が
その国力にふさわしい形で、国際社会の平和と安定のため一層
積極的な役割を果たすことを期待している。
これらを踏まえ、我が国は、今後の安全保障環境の下で、平

和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の
主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義
の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定
を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれま
で以上に積極的に寄与していく。このことこそが、我が国が掲
げるべき国家安全保障の基本理念である。

2　我が国の国益と国家安全保障の目標
国家安全保障の基本理念を具体的政策として実現するに当

たっては、我が国の国益と国家安全保障の目標を明確にし、絶
えず変化する安全保障環境に当てはめ、あらゆる手段を尽くし
ていく必要がある。
我が国の国益とは、まず、我が国自身の主権・独立を維持

し、領域を保全し、我が国国民の生命・身体・財産の安全を確
保することであり、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民
主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立を
全うすることである。
また、経済発展を通じて我が国と我が国国民の更なる繁栄を

実現し、我が国の平和と安全をより強固なものとすることであ
る。そのためには、海洋国家として、特にアジア太平洋地域に
おいて、自由な交易と競争を通じて経済発展を実現する自由貿
易体制を強化し、安定性及び透明性が高く、見通しがつきやす
い国際環境を実現していくことが不可欠である。
さらに、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配と

いった普遍的価値やルールに基づく国際秩序を維持・擁護する
ことも、同様に我が国にとっての国益である。
これらの国益を守り、国際社会において我が国に見合った責

任を果たすため、国際協調主義に基づく積極的平和主義を我が
国の国家安全保障の基本理念として、以下の国家安全保障の目
標の達成を図る。
第1の目標は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全

うするために、必要な抑止力を強化し、我が国に直接脅威が及
ぶことを防止するとともに、万が一脅威が及ぶ場合には、これ
を排除し、かつ被害を最小化することである。
第2の目標は、日米同盟の強化、域内外のパートナーとの信

頼・協力関係の強化、実際的な安全保障協力の推進により、ア
ジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、我が国に対する直接
的な脅威の発生を予防し、削減することである。
第3の目標は、不断の外交努力や更なる人的貢献により、普

遍的価値やルールに基づく国際秩序の強化、紛争の解決に主導
的な役割を果たし、グローバルな安全保障環境を改善し、平和
で安定し、繁栄する国際社会を構築することである。

Ⅲ　我が国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障上の課題
1　グローバルな安全保障環境と課題
（1）パワーバランスの変化及び技術革新の急速な進展

今世紀に入り、国際社会において、かつてないほどパワー
バランスが変化しており、国際政治の力学にも大きな影響を
与えている。
パワーバランスの変化の担い手は、中国、インド等の新興

国であり、特に中国は、国際社会における存在感をますます
高めている。他方、米国は、国際社会における相対的影響力
は変化しているものの、軍事力や経済力に加え、その価値や
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文化を源としたソフトパワーを有することにより、依然とし
て、世界最大の総合的な国力を有する国である。また、自ら
の安全保障政策及び経済政策上の重点をアジア太平洋地域に
シフトさせる方針（アジア太平洋地域へのリバランス）を明
らかにしている。
こうしたパワーバランスの変化は、国際政治経済の重心の

大西洋から太平洋への移動を促したものの、世界貿易機関
（WTO）の貿易交渉や国連における気候変動交渉の停滞等、
国際社会全体の統治構造（ガバナンス）において、強力な指
導力が失われつつある一因ともなっている。
また、グローバル化の進展や技術革新の急速な進展は、国

家間の相互依存を深める一方、国家と非国家主体との間の相
対的影響力の変化を助長するなど、グローバルな安全保障環
境に複雑な影響を与えている。
主権国家は、引き続き国際社会における主要な主体であ

り、国家間の対立や協調が国際社会の安定を左右する最大の
要因である。しかし、グローバル化の進展により、人、物、
資本、情報等の国境を越えた移動が容易になった結果、国家
以外の主体も、国際社会における意思決定により重要な役割
を果たしつつある。
同時に、グローバル化や技術革新の進展の負の側面とし

て、非国家主体によるテロや犯罪が国家の安全保障を脅かす
状況が拡大しつつある。加えて、こうした脅威が、世界のど
の地域において発生しても、瞬時に地球を回り、我が国の安
全保障にも直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。

（2）大量破壊兵器等の拡散の脅威
我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器使用の

悲惨さを最も良く知る国であり、「核兵器のない世界」を目
指すことは我が国の責務である。
核・生物・化学（NBC）兵器等の大量破壊兵器及びそれ

らの運搬手段となり得る弾道ミサイル等の移転・拡散・性能
向上に係る問題は、依然として我が国や国際社会にとっての
大きな脅威となっている。特に北朝鮮による核・ミサイル開
発問題やイランの核問題は、単にそれぞれの地域の問題とい
うより、国際社会全体の平和と安定に対する重大な脅威であ
る。さらに、従来の抑止が有効に機能しにくい国際テロ組織
を始めとする非国家主体による大量破壊兵器等の取得・使用
についても、引き続き懸念されている。

（3）国際テロの脅威
テロ事件は世界各地で発生しており、国際テロ組織による

テロの脅威は依然として高い。グローバル化の進展により、
国際テロ組織にとって、組織内又は他の組織との間の情報共
有・連携、地理的アクセスの確保や武器の入手等がより容易
になっている。
こうした中、国際テロ組織は、政情が不安定で統治能力が

脆弱な国家・地域を活動や訓練の拠点として利用し、テロを
実行している。加えて、かかる国際組織のイデオロギーに共
鳴した他の組織や個人がテロ実行主体となる例も見られるな
ど、国際テロの拡散・多様化が進んでいる。
また、我が国が一部の国際テロ組織から攻撃対象として名

指しされている上、現に海外において邦人や我が国の権益が
被害を受けるテロが発生しており、我が国及び国民は、国内
外において、国際テロの脅威に直面している。
こうした国際テロについては、実行犯及び被害者の多国籍化
が見られ、国際協力による対処がますます重要になっている。

（4）国際公共財（グローバル・コモンズ）に関するリスク
近年、海洋、宇宙空間、サイバー空間といった国際公共財

（グローバル・コモンズ）に対する自由なアクセス及びその
活用を妨げるリスクが拡散し、深刻化している。
海洋は、国連海洋法条約に代表される海洋に関する国際法

によって規律されているものの、既存の国際法を尊重せずに力
を背景とした一方的な現状変更を図る動きが増加しつつある。
また、宇宙空間やサイバー空間においては、各国間の立場の

違いにより、適用されるべき規範の確立が発展途上にある。
こうしたリスクに効果的に対処するため、適切な国際的

ルール作りを進め、当該ルールを尊重しつつ国際社会が協力
して取り組むことが、経済の発展のみならず安全保障の観点
からも一層重要な課題となっている。
「開かれ安定した海洋」は、世界の平和と繁栄の基盤であ
り、各国は、自ら又は協力して、海賊、不審船、不法投棄、
密輸・密入国、海上災害への対処や危険物の除去といった
様々な課題に取り組み、シーレーンの安定を図っている。
しかし、近年、資源の確保や自国の安全保障の観点から、

各国の利害が衝突する事例が増えており、海洋における衝突
の危険性や、それが更なる不測の事態に発展する危険性も高
まっている。
特に南シナ海においては、領有権をめぐって沿岸国と中国

との間で争いが発生しており、海洋における法の支配、航行
の自由や東南アジア地域の安定に懸念をもたらしている。ま
た、我が国が資源・エネルギーの多くを依存している中東地
域から我が国近海に至るシーレーンは、その沿岸国における
地域紛争及び国際テロ、加えて海賊問題等の諸問題が存在す
るため、その脆弱性が高まっている。こうした問題への取組
を進めることが、シーレーンの安全を維持する上でも重要な
課題となっている。
さらに、北極海では、航路の開通、資源開発等の様々な可

能性の広がりが予測されている。このため、国際的なルール
の下に各国が協力して取り組むことが期待されているが、同
時に、このことが国家間の新たな摩擦の原因となるおそれも
ある。
宇宙空間は、これまでも民生分野で活用されてきている

が、情報収集や警戒監視機能の強化、軍事のための通信手段
の確保等、近年は安全保障上も、その重要性が著しく増大し
ている。
他方、宇宙利用国の増加に伴って宇宙空間の混雑化が進ん

でおり、衛星破壊実験や人工衛星同士の衝突等による宇宙ゴ
ミ（スペースデブリ）の増加、対衛星兵器の開発の動きを始
めとして、持続的かつ安定的な宇宙空間の利用を妨げるリス
クが存在している。
また、情報システムや情報通信ネットワーク等により構成

されたグローバルな空間であるサイバー空間は、社会活動、
経済活動、軍事活動等のあらゆる活動が依拠する場となって
いる。
一方、国家の秘密情報の窃取、基幹的な社会インフラシス

テムの破壊、軍事システムの妨害を意図したサイバー攻撃等
によるリスクが深刻化しつつある。
我が国においても、社会システムを始め、あらゆるものが

ネットワーク化されつつある。このため、情報の自由な流通
による経済成長やイノベーションを推進するために必要な場
であるサイバー空間の防護は、我が国の安全保障を万全とす
るとの観点から、不可欠である。

（5）「人間の安全保障」に関する課題
グローバル化が進み、人、物、資本、情報等が大量かつ短
時間で国境を越えて移動することが可能となり、国際経済活動
が拡大したことにより、国際社会に繁栄がもたらされている。
一方、貧困、格差の拡大、感染症を含む国際保健課題、気

候変動その他の環境問題、食料安全保障、更には内戦、災害
等による人道上の危機といった一国のみでは対応できない地
球規模の問題が、個人の生存と尊厳を脅かす人間の安全保障
上の重要かつ緊急な課題となっている。こうした中、国際社
会が開発分野において達成すべき共通の目標であるミレニア
ム開発目標（MDGs）は、一部の地域、分野において達成が
困難な状況にある。また、今後、途上国の人口増大や経済規
模の拡大によるエネルギー、食料、水資源の需要増大が、新
たな紛争の原因となるおそれもある。
これらの問題は、国際社会の平和と安定に影響をもたらす
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可能性があり、我が国としても、人間の安全保障の理念に立
脚した施策等を推進する必要がある。

（6）リスクを抱えるグローバル経済
グローバル経済においては、世界経済から切り離された自

己完結的な経済は存在し難く、一国の経済危機が世界経済全
体に伝播するリスクが高まっている。こうした傾向は、金融
経済において顕著にみられる。また、分業化を背景に国境を
越えてバリューチェーン・サプライチェーンが構築されてい
る今日においては、実体経済においても同様の傾向が生じて
いる。
このような状況の下で、財政問題の懸念や新興国経済の減

速等も生じており、新興国や開発途上国の一部からは、保護
主義的な動きや新たな貿易ルール作りに消極的な姿勢も見ら
れるようになっている。
さらに、近年、エネルギー分野における技術革新が進展す

る中、資源国による資源ナショナリズムの高揚や、新興国を
中心としたエネルギー・鉱物資源の需要増加とそれに伴う資
源獲得競争の激化等が見られる。また、食料や水について
も、気候変動に伴う地球環境問題の深刻化もあり、世界的な
需給の逼迫や一時的な供給問題発生のリスクが存在する。

2　アジア太平洋地域における安全保障環境と課題
（1）アジア太平洋地域の戦略環境の特性

グローバルなパワーバランスの変化は、国際社会における
アジア太平洋地域の重要性を高め、安全保障面における協力
の機会を提供すると同時に、この地域における問題・緊張も
生み出している。
特に北東アジア地域には、大規模な軍事力を有する国家等

が集中し、核兵器を保有又は核開発を継続する国家等も存在
する一方、安全保障面の地域協力枠組みは十分に制度化され
ていない。域内各国の政治・経済・社会体制の違いは依然と
して大きく、このために各国の安全保障観が多様である点
も、この地域の戦略環境の特性である。
こうした背景の下、パワーバランスの変化に伴い生じる問

題や緊張に加え、領域主権や権益等をめぐり、純然たる平時
でも有事でもない事態、いわばグレーゾーンの事態が生じや
すく、これが更に重大な事態に転じかねないリスクを有して
いる。
一方、アジア太平洋地域においては、域内諸国の二国間交

流と協力の機会の増加がみられるほか、ASEAN地域フォー
ラム（ARF）等の多国間の安全保障対話や二国間・多国間
の共同訓練等も行われ、相互理解の深化と共同対処能力の向
上につながっている。地域の安定を確保するためには、こう
した重層的な取組を一層促進・発展させていくことが重要で
ある。

（2）北朝鮮の軍事力の増強と挑発行為
朝鮮半島においては、韓国と北朝鮮双方の大規模な軍事力

が対峙している。北朝鮮は、現在も深刻な経済困難に直面し
ており、人権状況も全く改善しない一方で、軍事面に資源を
重点的に配分している。
また、北朝鮮は、核兵器を始めとする大量破壊兵器や弾道

ミサイルの能力を増強するとともに、朝鮮半島における軍事
的な挑発行為や我が国に対するものも含め様々な挑発的言動
を繰り返し、地域の緊張を高めている。
特に北朝鮮による米国本土を射程に含む弾道ミサイルの開

発や、核兵器の小型化及び弾道ミサイルへの搭載の試みは、
我が国を含む地域の安全保障に対する脅威を質的に深刻化さ
せるものである。また、大量破壊兵器等の不拡散の観点から
も、国際社会全体にとって深刻な課題となっている。
さらに、金正恩国防委員会第1委員長を中心とする体制確

立が進められる中で、北朝鮮内の情勢も引き続き注視してい
く必要がある。
加えて、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権と国民の生

命・安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決

すべき喫緊の課題である。また、基本的人権の侵害という国
際社会の普遍的問題である。

（3）中国の急速な台頭と様々な領域への積極的進出
中国は、国際的な規範を共有・遵守するとともに、地域や

グローバルな課題に対して、より積極的かつ協調的な役割を
果たすことが期待されている。一方、継続する高い国防費の
伸びを背景に、十分な透明性を欠いた中で、軍事力を広範か
つ急速に強化している。加えて、中国は、東シナ海、南シナ
海等の海空域において、既存の国際法秩序とは相容れない独
自の主張に基づき、力による現状変更の試みとみられる対応
を示している。とりわけ、我が国の尖閣諸島付近の領海侵入
及び領空侵犯を始めとする我が国周辺海空域における活動を
急速に拡大・活発化させるとともに、東シナ海において独自
の「防空識別区」を設定し、公海上空の飛行の自由を妨げる
ような動きを見せている。
こうした中国の対外姿勢、軍事動向等は、その軍事や安全

保障政策に関する透明性の不足とあいまって、我が国を含む
国際社会の懸念事項となっており、中国の動向について慎重
に注視していく必要がある。
また、台湾海峡を挟んだ両岸関係は、近年、経済分野を中

心に結びつきを深めている。一方、両岸の軍事バランスは変
化しており、両岸関係には安定化の動きと潜在的な不安定性
が併存している。

Ⅳ　我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ
国家安全保障の確保のためには、まず我が国自身の能力とそれ

を発揮し得る基盤を強化するとともに、自らが果たすべき役割を
着実に果たしつつ、状況の変化に応じ、自身の能力を適応させて
いくことが必要である。
経済力及び技術力の強化に加え、外交力、防衛力等を強化し、

国家安全保障上の我が国の強靭性を高めることは、アジア太平洋
地域を始めとする国際社会の平和と安定につながるものである。
これは、本戦略における戦略的アプローチの中核をなす。
また、国家安全保障上の課題を克服し、目標を達成するために

は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、日米同盟
を基軸としつつ、各国との協力関係を拡大・深化させるととも
に、我が国が有する多様な資源を有効に活用し、総合的な施策を
推進する必要がある。
こうした観点から、外交政策及び防衛政策を中心とした我が国

がとるべき戦略的アプローチを以下のとおり示す。
1　我が国の能力・役割の強化・拡大
（1）安定した国際環境創出のための外交の強化

国家安全保障の要諦は、安定しかつ見通しがつきやすい国
際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐことである。国際
協調主義に基づく積極的平和主義の下、国際社会の平和と安
定及び繁栄の実現に我が国が一層積極的な役割を果たし、我
が国にとって望ましい国際秩序や安全保障環境を実現してい
く必要がある。
そのために、刻一刻と変化する安全保障環境や国際社会の

潮流を分析する力がまず必要である。その上で、発生する事
象や事件への受け身の対応に追われるのではなく、国際社会
の課題を主導的に設定し、能動的に我が国の国益を増進して
いく力を蓄えなければならない。その中で我が国や我が国国
民の有する様々な力や特性を効果的に活用して、我が国の主
張を国際社会に浸透させ、我が国の立場への支持を集める外
交的な創造力及び交渉力が必要である。また、我が国の魅力
を活かし、国際社会に利益をもたらすソフトパワーの強化や
我が国企業や国民のニーズを感度高く把握し、これらのグ
ローバルな展開をサポートする力の充実が重要である。加え
て国連を始めとする国際機関に対し、邦人職員の増強も含
め、より積極的な貢献を行っていくことが積極的平和主義を
進める我が国の責務である。このような力強い外交を推進し
ていくため、外交実施体制の強化を図っていく。外交の強化
は、国家安全保障の確保を実現するために不可欠である。
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（2）我が国を守り抜く総合的な防衛体制の構築
我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及ぶ場合に

はこれを排除するという、国家安全保障の最終的な担保とな
るのが防衛力であり、これを着実に整備する。
我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の中において、我が

国の平和と安全を確保するため、戦略環境の変化や国力国情
に応じ、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備し、統
合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めるとと
もに、政府機関のみならず地方公共団体や民間部門との間の
連携を深めるなど、武力攻撃事態等から大規模自然災害に至
るあらゆる事態にシームレスに対応するための総合的な体制
を平素から構築していく。
その中核を担う自衛隊の体制整備に当たっては、本戦略を

踏まえ、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画を含む計画
体系の整備を図るとともに、統合的かつ総合的な視点に立っ
て重要となる機能を優先しつつ、各種事態の抑止・対処のた
めの体制を強化する。
加えて、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする

米国の拡大抑止が不可欠であり、その信頼性の維持・強化の
ために、米国と緊密に連携していくとともに、併せて弾道ミ
サイル防衛や国民保護を含む我が国自身の取組により適切に
対応する。

（3）領域保全に関する取組の強化
我が国領域を適切に保全するため、上述した総合的な防衛
体制の構築のほか、領域警備に当たる法執行機関の能力強化
や海洋監視能力の強化を進める。加えて、様々な不測の事態
にシームレスに対応できるよう、関係省庁間の連携を強化する。
また、我が国領域を確実に警備するために必要な課題につ

いて不断の検討を行い、実効的な措置を講ずる。
さらに、国境離島の保全、管理及び振興に積極的に取り組

むとともに、国家安全保障の観点から国境離島、防衛施設周
辺等における土地所有の状況把握に努め、土地利用等の在り
方について検討する。

（4）海洋安全保障の確保
海洋国家として、各国と緊密に連携しつつ、力ではなく、

航行・飛行の自由や安全の確保、国際法にのっとった紛争の
平和的解決を含む法の支配といった基本ルールに基づく秩序
に支えられた「開かれ安定した海洋」の維持・発展に向け、
主導的な役割を発揮する。具体的には、シーレーンにおける
様々な脅威に対して海賊対処等の必要な措置をとり、海上交
通の安全を確保するとともに、各国との海洋安全保障協力を
推進する。
また、これらの取組に重要な我が国の海洋監視能力につい
て、国際的ネットワークの構築に留意しつつ、宇宙の活用も含
めて総合的に強化する。さらに、海洋安全保障に係る二国間・
多国間の共同訓練等の協力の機会の増加と質の向上を図る。
特にペルシャ湾及びホルムズ海峡、紅海及びアデン湾から

インド洋、マラッカ海峡、南シナ海を経て我が国近海に至る
シーレーンは、資源・エネルギーの多くを中東地域からの海
上輸送に依存している我が国にとって重要であることから、
これらのシーレーン沿岸国等の海上保安能力の向上を支援す
るとともに、我が国と戦略的利害を共有するパートナーとの
協力関係を強化する。

（5）サイバーセキュリティの強化
サイバーセキュリティを脅かす不正行為からサイバー空間

を守り、その自由かつ安全な利用を確保する。また、国家の
関与が疑われるものを含むサイバー攻撃から我が国の重要な
社会システムを防護する。このため、国全体として、組織・
分野横断的な取組を総合的に推進し、サイバー空間の防護及
びサイバー攻撃への対応能力の一層の強化を図る。
そこで、平素から、リスクアセスメントに基づくシステム

の設計・構築・運用、事案の発生の把握、被害の拡大防止、
原因の分析究明、類似事案の発生防止等の分野において、官

民の連携を強化する。また、セキュリティ人材層の強化、制
御システムの防護、サプライチェーンリスク問題への対応に
ついても総合的に検討を行い、必要な措置を講ずる。
さらに、国全体としてサイバー防護・対応能力を一層強化

するため、関係機関の連携強化と役割分担の明確化を図ると
ともに、サイバー事象の監査・調査、感知・分析、国際調整
等の機能の向上及びこれらの任務を担う組織の強化を含む各
種施策を推進する。
かかる施策の推進に当たっては、幅広い分野における国際

連携の強化が不可欠である。このため、技術・運用両面にお
ける国際協力の強化のための施策を講ずる。また、関係国と
の情報共有の拡大を図るほか、サイバー防衛協力を推進する。

（6）国際テロ対策の強化
原子力関連施設の安全確保等の国内における国際テロ対策

の徹底はもとより、世界各地で活動する在留邦人等の安全を
確保するため、民間企業が有する危険情報がより効果的かつ
効率的に共有されるような情報交換・協力体制を構築すると
ともに、平素からの国際テロ情勢に関する分析体制や海外に
おける情報収集能力の強化を進めるなど、国際テロ対策を強
化する。

（7）情報機能の強化
国家安全保障に関する政策判断を的確に支えるため、人的

情報、公開情報、電波情報、画像情報等、多様な情報源に関
する情報収集能力を抜本的に強化する。また、各種情報を融
合・処理した地理空間情報の活用も進める。
さらに、高度な能力を有する情報専門家の育成を始めとす

る人的基盤の強化等により、情報分析・集約・共有機能を高
め、政府が保有するあらゆる情報手段を活用した総合的な分
析（オール・ソース・アナリシス）を推進する。
加えて、外交・安全保障政策の司令塔となるNSCに資料・

情報を適時に提供し、政策に適切に反映していくこと等を通
じ、情報サイクルを効果的に稼働させる。
こうした情報機能を支えるため、特定秘密の保護に関する

法律（平成25年法律第108号）の下、政府横断的な情報保全
体制の整備等を通じ、カウンター・インテリジェンス機能を
強化する。

（8）防衛装備・技術協力
平和貢献・国際協力において、自衛隊が携行する重機等の

防衛装備品の活用や被災国等への供与（以下「防衛装備品の
活用等」という。）を通じ、より効果的な協力ができる機会
が増加している。また、防衛装備品の高性能化を実現しつ
つ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際
的主流となっている。こうした中、国際協調主義に基づく積
極的平和主義の観点から、防衛装備品の活用等による平和貢
献・国際協力に一層積極的に関与するとともに、防衛装備品
等の共同開発・生産等に参画することが求められている。
こうした状況を踏まえ、武器輸出三原則等がこれまで果た

してきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の
明確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使
用及び第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武
器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確
な原則を定めることとする。

（9）宇宙空間の安定的利用の確保及び安全保障分野での活用
の推進
宇宙空間の安定的利用を図ることは、国民生活や経済に

とって必要不可欠であるのみならず、国家安全保障において
も重要である。宇宙開発利用を支える科学技術や産業基盤の
維持向上を図るとともに、安全保障上の観点から、宇宙空間
の活用を推進する。
特に情報収集衛星の機能の拡充・強化を図る。また、自衛

隊の部隊の運用、情報の収集・分析、海洋の監視、情報通
信、測位といった分野において、我が国等が保有する各種の
衛星の有効活用を図るとともに、宇宙空間の状況監視体制の
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確立を図る。
また、衛星製造技術等の宇宙開発利用を支える技術を含

め、宇宙開発利用の推進に当たっては、中長期的な観点か
ら、国家安全保障に資するように配意するものとする。

（10）技術力の強化
我が国の高い技術力は、経済力や防衛力の基盤であること

はもとより、国際社会が我が国に強く求める価値ある資源で
もある。このため、デュアル・ユース技術を含め、一層の技
術の振興を促し、我が国の技術力の強化を図る必要がある。
技術力強化のための施策の推進に当たっては、安全保障の

視点から、技術開発関連情報等、科学技術に関する動向を平
素から把握し、産学官の力を結集させて、安全保障分野にお
いても有効に活用するように努めていく。
さらに、我が国が保有する国際的にも優れた省エネルギー

や環境関連の技術等は、国際社会と共に我が国が地球規模課
題に取り組む上で重要な役割を果たすものであり、これらを
外交にも積極的に活用していく。

2　日米同盟の強化
日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、過去60年余に
わたり、我が国の平和と安全及びアジア太平洋地域の平和と安
定に不可欠な役割を果たすとともに、近年では、国際社会の平
和と安定及び繁栄にもより重要な役割を果たしてきた。
日米同盟は、国家安全保障の基軸である。米国にとっても、
韓国、オーストラリア、タイ、フィリピンといった地域諸国と
の同盟のネットワークにおける中核的な要素として、同国のア
ジア太平洋戦略の基盤であり続けてきた。
こうした日米の緊密な同盟関係は、日米両国が自由、民主主
義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値や戦略的
利益を共有していることによって支えられている。また、我が
国が地理的にも、米国のアジア太平洋地域への関与を支える戦
略的に重要な位置にあること等にも支えられている。
上記のような日米同盟を基盤として、日米両国は、首脳・閣
僚レベルを始め、様々なレベルで緊密に連携し、二国間の課題
のみならず、北朝鮮問題を含むアジア太平洋地域情勢や、テロ
対策、大量破壊兵器の不拡散等のグローバルな安全保障上の課
題についても取り組んできている。
また、日米両国は、経済分野においても、後述する環太平洋
パートナーシップ（TPP）協定交渉等を通じて、ルールに基づ
く、透明性が高い形でのアジア太平洋地域の経済的繁栄の実現
を目指している。
このように、日米両国は、二国間のみならず、アジア太平洋
地域を始めとする国際社会全体の平和と安定及び繁栄のために、
多岐にわたる分野で協力関係を不断に強化・拡大させてきた。
また、我が国が上述したとおり安全保障面での取組を強化す
る一方で、米国としても、アジア太平洋地域を重視する国防戦
略の下、同地域におけるプレゼンスの充実、さらには、我が国
を始めとする同盟国等との連携・協力の強化を志向している。
今後、我が国の安全に加え、アジア太平洋地域を始めとする
国際社会の平和と安定及び繁栄の維持・増進を図るためには、
日米安全保障体制の実効性を一層高め、より多面的な日米同盟
を実現していく必要がある。このような認識に立って、我が国
として以下の取組を進める。
（1）幅広い分野における日米間の安全保障・防衛協力の更な

る強化
我が国は、我が国自身の防衛力の強化を通じた抑止力の向

上はもとより、米国による拡大抑止の提供を含む日米同盟の
抑止力により、自国の安全を確保している。
米国との間で、具体的な防衛協力の在り方や、日米の役

割・任務・能力（RMC）の考え方等についての議論を通じ、
本戦略を踏まえた各種政策との整合性を図りつつ、「日米防
衛協力のための指針」の見直しを行う。
また、共同訓練、共同の情報収集・警戒監視・偵察（ISR）

活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共同使用を進めるほ

か、事態対処や中長期的な戦略を含め、各種の運用協力及び
政策調整を緊密に行う。加えて、弾道ミサイル防衛、海洋、
宇宙空間、サイバー空間、大規模災害対応等の幅広い安全保
障分野における協力を強化して、日米同盟の抑止力及び対処
力を向上させていく。
さらに、相互運用性の向上を含む日米同盟の基盤の強化を

図るため、装備・技術面での協力、人的交流等の多面的な取
組を進めていく。

（2）安定的な米軍プレゼンスの確保
日米安全保障体制を維持・強化するためには、アジア太平

洋地域における米軍の最適な兵力態勢の実現に向けた取組に
我が国も主体的に協力するとともに、抑止力を維持・向上さ
せつつ、沖縄を始めとする地元における負担を軽減すること
が重要である。
その一環として、在日米軍駐留経費負担を始めとする様々

な施策を通じ、在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に
支えつつ、在沖縄米海兵隊のグアム移転の推進を始め、在日
米軍再編を日米合意に従って着実に実施するとともに、地元
との関係に留意しつつ、自衛隊及び米軍による施設・区域の
共同使用等を推進する。
また、在日米軍施設・区域の周辺住民の負担を軽減するた

めの措置を着実に実施する。特に沖縄県については、国家安
全保障上極めて重要な位置にあり、米軍の駐留が日米同盟の
抑止力に大きく寄与している一方、在日米軍専用施設・区域
の多くが集中していることを踏まえ、普天間飛行場の移設を
含む負担軽減のための取組に最大限努力していく。

3　国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外交・安全保
障協力の強化
我が国を取り巻く安全保障環境の改善には、上述したように

政治・経済・安全保障の全ての面での日米同盟の強化が不可欠
であるが、これに加え、そのために重要な役割を果たすアジア
太平洋地域内外のパートナーとの信頼・協力関係を以下のよう
に強化する。
（1）韓国、オーストラリア、ASEAN諸国及びインドといっ

た我が国と普遍的価値と戦略的利益を共有する国との協
力関係を、以下のとおり強化する。

－�　隣国であり、地政学的にも我が国の安全保障にとって極
めて重要な韓国と緊密に連携することは、北朝鮮の核・ミ
サイル問題への対応を始めとする地域の平和と安定にとっ
て大きな意義がある。このため、未来志向で重層的な日韓
関係を構築し、安全保障協力基盤の強化を図る。特に日米
韓の三か国協力は、東アジアの平和と安定を実現する上で
鍵となる枠組みであり、北朝鮮の核・ミサイル問題への協
力を含め、これを強化する。さらに、竹島の領有権に関す
る問題については、国際法にのっとり、平和的に紛争を解
決するとの方針に基づき、粘り強く外交努力を行っていく。
－�　地域の重要なパートナーであるオーストラリアとは、普
遍的価値のみならず、戦略的利益や関心も共有する。二国
間の相互補完的な経済関係の強化に加えて、戦略認識の共
有、安全保障協力を着実に進め、戦略的パートナーシップ
を強化する。また、アジア太平洋地域の秩序の形成や国際
社会の平和と安定の維持・強化のための取組において幅広
い協力を推進する。その際、日米豪の三か国協力の枠組み
も適切に活用する。

－�　経済成長及び民主化が進展し、文化的多様性を擁し、我
が国のシーレーンの要衝を占める地域に位置するASEAN
諸国とは、40年以上にわたる伝統的なパートナーシップ
に基づき、政治・安全保障分野を始めあらゆる分野におけ
る協力を深化・発展させる。ASEANがアジア太平洋地域
全体の平和と安定及び繁栄に与える影響を踏まえ、
ASEANの一体性の維持・強化に向けた努力を一層支援す
る。また、南シナ海問題についての中国との行動規範
（COC）の策定に向けた動き等、紛争を力ではなく、法と
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ルールにのっとって解決しようとする関係国の努力を評価
し、効果的かつ法的拘束力を持つ規範が策定されるよう支
援する。

－�　世界最大となることが見込まれている人口と高い経済成
長や潜在的経済力を背景に影響力を増し、我が国のシー
レーンの中央に位置する等地政学的にも重要なインドと
は、二国間で構築された戦略的グローバル・パートナー
シップに基づいて、海洋安全保障を始め幅広い分野で関係
を強化していく。

（2）我が国と中国との安定的な関係は、アジア太平洋地域の
平和と安定に不可欠の要素である。大局的かつ中長期的
見地から、政治・経済・金融・安全保障・文化・人的交
流等あらゆる分野において日中で「戦略的互恵関係」を
構築し、それを強化できるよう取り組んでいく。特に中
国が、地域の平和と安定及び繁栄のために責任ある建設
的な役割を果たし、国際的な行動規範を遵守し、急速に
拡大する国防費を背景とした軍事力の強化に関して開放
性及び透明性を向上させるよう引き続き促していく。そ
の一環として、防衛交流の継続・促進により、中国の軍
事・安全保障政策の透明性の向上を図るとともに、不測
の事態の発生の回避・防止のための枠組みの構築を含め
た取組を推進する。また、中国が、我が国を含む周辺諸
国との間で、独自の主張に基づき、力による現状変更の
試みとみられる対応を示していることについては、我が
国としては、事態をエスカレートさせることなく、中国
側に対して自制を求めつつ、引き続き冷静かつ毅然とし
て対応していく。

（3）北朝鮮問題に関しては、関係国と緊密に連携しつつ、六
者会合共同声明や国連安全保障理事会（安保理）決議に
基づく非核化等に向けた具体的行動を北朝鮮に対して求
めていく。また、日朝関係については、日朝平壌宣言に
基づき、拉致・核・ミサイルといった諸懸案の包括的な
解決に向けて、取り組んでいく。とりわけ、拉致問題に
ついては、この問題の解決なくして北朝鮮との国交正常
化はあり得ないとの基本認識の下、一日も早いすべての
拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相
究明、拉致実行犯の引渡しに向けて、全力を尽くす。

（4）東アジア地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、安
全保障及びエネルギー分野を始めあらゆる分野でロシア
との協力を進め、日露関係を全体として高めていくこと
は、我が国の安全保障を確保する上で極めて重要である。
このような認識の下、アジア太平洋地域の平和と安定に
向けて連携していくとともに、最大の懸案である北方領
土問題については、北方四島の帰属の問題を解決して平
和条約を締結するとの一貫した方針の下、精力的に交渉
を行っていく。

（5）これらの取組に当たっては、APECから始まり、EAS、
ASEAN＋3、ARF、拡大ASEAN国防相会議（ADMM
プラス）、環太平洋パートナーシップ（TPP）といった
機能的かつ重層的に構築された地域協力の枠組み、ある
いは日米韓、日米豪、日米印といった三か国間の枠組み
や、地理的に近接する経済大国である日中韓の枠組みを
積極的に活用する。また、我が国としてこれらの枠組み
の発展に積極的に寄与していく。さらに、将来的には東
アジアにおいてより制度的な安全保障の枠組みができる
よう、我が国としても適切に寄与していく。

（6）モンゴル、中央アジア諸国、南西アジア諸国、太平洋島
嶼国、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、コロンビ
ア、ペルー、チリといったアジア太平洋地域の友好諸国
とアジア太平洋地域の安定の確保に向けて協力する。太
平洋に広大な排他的経済水域と豊富な海洋資源を有する
太平洋島嶼国とは、太平洋・島サミット等を通じ海洋協
力を含む様々な分野で協力を強化する。

（7）国際社会の平和と安定に向けて重要な役割を果たすアジ
ア太平洋地域外の諸国と協力関係を強化する。

－�　欧州は、国際世論形成力、主要な国際的枠組みにおける
規範形成力、そして大きな経済規模を擁しており、英国、
フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポーランドを始
めとする欧州諸国は、我が国と自由、民主主義、基本的人
権の尊重、法の支配といった普遍的価値や市場経済等の原
則を共有し、国際社会の平和と安定及び繁栄に向けて共に
主導的な役割を果たすパートナーである。国際社会のパ
ワーバランスが変化している中で、普遍的価値やルールに
基づく国際秩序を構築し、グローバルな諸課題に効果的に
対処し、平和で繁栄する国際社会を構築するための我が国
の政策を実現していくために、EU、NATO、OSCEとの
協力を含め、欧州との関係を更に強化していく。また、我
が国が民主化に貢献してきた東欧諸国及びバルト諸国並び
にコーカサス諸国と関係を強化する。

－�　ブラジル、メキシコ、トルコ、アルゼンチン、南アフリ
カといった新興国は、国際経済のみならず、国際政治でも
その存在感を増しつつあり、二国間関係にとどまらず、グ
ローバルな課題についての協力を推進する。

－�　中東の安定は、我が国にとって、エネルギーの安定供給
に直結する国家の生存と繁栄に関わる問題である。湾岸諸
国は、我が国にとって最大の原油の供給源であるが、中東
の安定を確保するため、これらの国と資源・エネルギーを
中心とする関係を超えた幅広い分野での経済面、更には政
治・安全保障分野での協力も含めた重層的な協力関係の構
築に取り組む。「アラブの春」に端を発するアラブ諸国の
民主化の問題、シリア情勢、イランの核問題、中東和平、
アフガニスタンの平和構築といった中東の安定に重要な問
題の解決に向けて、我が国として積極的な役割を果たす。
その際、米国、欧州諸国、サウジアラビア、トルコといっ
た中東地域で重要な役割を果たしている国と協調する。

－�　戦略的資源を豊富に有し、経済成長を持続しているアフ
リカは有望な経済フロンティアであると同時に国際社会に
おける発言権を強めており、TICADプロセス等を通じて、
アフリカの発展と平和の定着に引き続き貢献する。また、
国際場裏での協力を推進していく。

4　国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極的寄与
我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、
国際社会の平和と安定のため、積極的な役割を果たしていく。
（1）国連外交の強化

国連は、安保理による国際の平和及び安全の維持・回復の
ための集団安全保障制度を中核として設置されたが、同制度
は当初の想定どおりには十分に機能してきていない。
他方、国連は幅広い諸国が参加する普遍性、専門性に支え

られた正統性という強みを活かして世界の平和と安全のため
に様々な取組を主導している。特に冷戦終結以降、国際の平
和と安全の維持・回復の分野における国連の役割はますます
高まっている。
我が国として、これまで安保理の非常任理事国を幾度も務

めた経験を踏まえ、国連における国際の平和と安全の維持・
回復に向けた取組に更に積極的に寄与していく。
また、国連のPKOや集団安全保障措置及び予防外交や調

停等の外交的手段のみならず、紛争後の緊急人道支援から復
旧復興支援に至るシームレスな支援、平和構築委員会を通じ
た支援等、国連が主導する様々な取組により積極的に寄与し
ていく。
同時に、集団安全保障機能の強化を含め、国連の実効性と

正統性の向上の実現が喫緊の課題であり、常任・非常任双方
の議席拡大及び我が国の常任理事国入りを含む安保理改革の
実現を追求する。

（2）法の支配の強化
法の支配の擁護者として引き続き国際法を誠実に遵守する
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のみならず、国際社会における法の支配の強化に向け、様々
な国際的なルール作りに構想段階から積極的に参画する。そ
の際、公平性、透明性、互恵性を基本とする我が国の理念や
主張を反映させていく。
また、国際司法機関に対する人材・財政面の支援、各国に

対する法制度整備支援等に積極的に取り組む。
特に海洋、宇宙空間及びサイバー空間における法の支配の

実現・強化について、関心を共有する国々との政策協議を進
めつつ、国際規範形成や、各国間の信頼醸成措置に向けた動
きに積極的に関与する。また、開発途上国の能力構築に一層
寄与する。
－�　海洋については、地域的取組その他の取組を推進し、力
ではなく法とルールが支配する海洋秩序を強化することが
国際社会全体の平和と繁栄に不可欠との国際的な共有認識
の形成に向けて主導的役割を発揮する。

－�　宇宙空間については、自由なアクセス及び活用を確保す
ることが重要であるとの考え方に基づき、衛星破壊実験の
防止や衛星衝突の回避を目的とする国際行動規範策定に向
けた努力に積極的に参加し、宇宙空間の安全かつ安定的な
利用の確保を図る。

－�　サイバー空間については、情報の自由な流通の確保を基
本とする考え方の下、その考えを共有する国と連携し、既
存の国際法の適用を前提とした国際的なルール作りに積極
的に参画するとともに、開発途上国への能力構築支援を積
極的に行う。

（3）軍縮・不拡散に係る国際努力の主導
我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、「核兵器のな

い世界」の実現に向けて引き続き積極的に取り組む。
北朝鮮による核開発及び弾道ミサイル開発の進展がもたら

す脅威や、アジア太平洋地域における将来の核戦力バランス
の動向、軍事技術の急速な進展を踏まえ、日米同盟の下での
拡大抑止への信頼性維持と整合性をとりつつ、北朝鮮による
核・ミサイル開発問題やイランの核問題の解決を含む軍縮・
不拡散に向けた国際的取組を主導する。
また、武器や軍事転用可能な資機材、技術等が、懸念国家

等に拡散することを防止するため、国際輸出管理レジームに
おける議論への積極的な参画を含め、関係国と協調しつつ、
安全保障の観点に立った輸出管理の取組を着実に実施する。
さらに、小型武器や対人地雷等の通常兵器に関する国際的な
取組においても、積極的に対応する。

（4）国際平和協力の推進
我が国は20年以上にわたり、国際平和協力のため、カン

ボジア、ゴラン高原、東ティモール、ネパール、南スーダン
等、様々な地域に自衛隊を始めとする要員を派遣し、その実
績は内外から高い評価を得てきた。
今後、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、

我が国に対する国際社会からの評価や期待も踏まえ、PKO
等に一層積極的に協力する。その際、ODA事業との連携を
図るなど活動の効果的な実施に努める。
また、ODAや能力構築支援の更なる戦略的活用やNGOと

の連携を含め、安全保障関連分野でのシームレスな支援を実
施するため、これまでのスキームでは十分対応できない機関
への支援も実施できる体制を整備する。
さらに、これまでの経験を活用した平和構築人材の育成や、
各国PKO要員の育成も政府一体となって積極的に行う。これ
らの取組を行うに当たっては、米国、オーストラリア、欧州
等同分野での経験を有する関係国等とも緊密に連携を図る。

（5）国際テロ対策における国際協力の推進
テロはいかなる理由をもってしても正当化できず、強く非

難されるべきものであり、国際社会が一体となって断固とし
た姿勢を示すことが重要である。
国際テロ情勢や国際テロ対策協力に関する各国との協議や

意見交換、テロリストを厳正に処罰するための国際的な法的

枠組みの強化、テロ対処能力が不十分な開発途上国に対する
支援等に積極的に取り組み、国家安全保障の観点から国際社
会と共に国際テロ対策を推進していく。
また、不法な武器、薬物の取引や誘拐等、組織犯罪の収益

がテロリストの重要な資金源になっており、テロと国際組織
犯罪は密接な関係を有している。こうした認識を踏まえ、国
際組織犯罪を防止し、これと闘うための国際協力・途上国支
援を強化していく。

5　地球規模課題解決のための普遍的価値を通じた協力の強化
国際社会の平和と安定及び繁栄の基盤を強化するため、普遍

的価値の共有、開かれた国際経済システムの強化を図り、貧
困、エネルギー問題、格差の拡大、気候変動、災害、食料問題
といった国際社会の平和と安定の阻害要因となりかねない開発
問題や地球規模課題の解決に向け、ODAの積極的・戦略的活
用を図りつつ、以下の取組を進める。
（1）普遍的価値の共有

自由、民主主義、女性の権利を含む基本的人権の尊重、法
の支配といった普遍的価値を共有する国々との連帯を通じグ
ローバルな課題に貢献する外交を展開する。
1990年代に東欧諸国やASEAN諸国で始まり、2010年代

初頭にアラブ諸国に至った世界における民主化の流れは、グ
ローバル化や市場経済化の急速な進展とあいまって、もはや
不可逆的なものとなっている。
一方、「アラブの春」に見られるように、民主化は必ずし

もスムーズに進んでいるわけではない。我が国は、先進自由
民主主義国家として、人間の安全保障の理念も踏まえつつ、
民主化支援、法制度整備支援及び人権分野での支援にODA
を積極的に活用し、また、人権対話等を通じ国際社会におけ
る人権擁護の潮流の拡大に貢献する。
また、女性に関する外交課題に積極的に取り組む。具体的

には、紛争予防・平和構築における女性の役割拡大や社会進
出促進等について、国際社会と協力していく。

（2）開発問題及び地球規模課題への対応と「人間の安全保障」
の実現
我が国は、これまでODAを活用して、世界の開発問題に

積極的に取り組み、国際社会から高い評価を得てきた。開発
問題への対応はグローバルな安全保障環境の改善にも資する
ものであり、国際協調主義に基づく積極的平和主義の一つの
要素として、今後とも一層強化する必要がある。
こうした点を踏まえるとともに、「人間の安全保障」の実

現に資するため、ODAを戦略的・効果的に活用し、国際機
関やNGOを始めとする多様なステークホルダーと連携を図
りつつ、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向け、貧困
削減、国際保健、教育、水等の分野における取組を強化す
る。
また、新たな国際開発目標（ポスト2015年開発アジェン

ダ）の策定にも主導的役割を果たす。さらに、「人間の安全
保障」の実現について、これまで我が国のイニシアティブと
して国際社会でも主導的な役割を果たしている。今後とも、
国際社会におけるその理念の主流化を一層促す。
我が国は、阪神大震災、東日本大震災を始めとする幾多の

自然災害に見舞われてきた。その教訓・経験を広く共有する
とともに、世界各地において災害が巨大化し、頻発している
ことも踏まえ、防災分野での国際協力を主導し、災害に強い
強靭な社会を世界中に広めていく。

（3）開発途上国の人材育成に対する協力
開発途上国から、将来指導者となることが期待される優秀

な学生や行政官を含む幅広い人材を我が国に招致し、その経
験や知見を学ぶとともに、我が国の制度や技術・ノウハウに
関する教育訓練を提供する。こうした取組により、我が国と
の相互理解を促進し、出身国の持続的な経済・社会発展に役
立てるための人材育成をより一層推進する。
また、人材育成で培ったネットワークの維持・発展を図
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り、協力関係の基盤の拡大と強化に役立てる。
（4）自由貿易体制の維持・強化

開放的でルールに基づいた国際経済システムを拡大し、そ
の中で我が国が主要プレーヤーであり続けることは、世界経
済の発展や我が国の経済的繁栄を確保していく上で不可欠で
ある。
このような観点を踏まえながら、包括的で高い水準の貿易

協定を目指すTPP協定、日EU経済連携協定（EPA）、日中
韓自由貿易協定（FTA）及び東アジア地域包括的経済連携
（RCEP）を始めとする経済連携を推進し、世界経済の成長
に寄与するとともに、その成長を取り込むことによって我が
国の成長につなげていく。
また、こうした取組を通じた、アジア太平洋地域での貿

易・投資面でのルール作りは、この地域の活力と繁栄を強化
するものであり、安全保障面での安定した環境の基礎を強化
する戦略的意義を有する。
このような21世紀型のEPAを結んでいくことにより、新

たな貿易自由化の魅力的な先進事例を示すこととなり、
WTOを基盤とする多角的貿易体制における世界規模の貿易
自由化も促進していくことが期待される。

（5）エネルギー・環境問題への対応
エネルギーを含む資源の安定供給は活力ある我が国の経済

にとって不可欠であり、国家安全保障上の課題である。資源
の安定的かつ安価な供給を確保するため必要な外交的手段を
積極的に活用し、各国の理解を得つつ、供給源の多角化等の
取組を行っていく。
気候変動分野では、国内の排出削減に向けた一層の取組を

行う。優れた環境エネルギー技術や途上国支援等の我が国の
強みをいかした攻めの地球温暖化外交戦略（「Actions� for�
Cool�Earth（ACE：エース）」）を展開する。また、全ての
国が参加する公平かつ実効的な新たな国際枠組み構築に積極
的に関与し、世界全体で排出削減を達成し、気候変動問題の
解決に寄与する。

（6）人と人との交流の強化
人と人との交流は、相手国との相互理解や友好関係を増進

し国家間の関係を確固たるものとさせる。加えて、国際社会
における我が国に対する適切な理解を深め、安定的で友好的
な安全保障環境を整備していく上でも有意義である。
このような観点から、特に双方向の青少年の交流を拡大す

るための施策を実施し、将来にわたって各国との関係を強化
していく。例えば、文化的多様性を残しつつ地域統合が進ん
でいるASEANとは友好協力40周年を迎えたところであり、
今後、交流事業の更なる活性化を通じて、相互理解を一層促
進していく。
また、2020年に開催される東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会といった世界共通の関心を集めるイベントを
活用しつつ、スポーツや文化を媒体とした交流を促進し、個
人レベルでの友好関係を構築し、深めていく。

6　国家安全保障を支える国内基盤の強化と内外における理解促進
国家安全保障を十全に確保するためには、外交力及び防衛力
を中心とする能力の強化に加え、これらの能力が効果的に発揮
されることを支える国内基盤を整備することが不可欠である。
また、国家安全保障を達成するためには、国家安全保障政策
に対する国際社会や国民の広範な理解を得ることが極めて重要
であるとの観点をも踏まえ、以下の取組を進める。
（1）防衛生産・技術基盤の維持・強化

防衛生産・技術基盤は、防衛装備品の研究開発、生産、運
用、維持整備等を通じて防衛力を支える重要な要素である。
限られた資源で防衛力を安定的かつ中長期的に整備、維持及
び運用していくため、防衛装備品の効果的・効率的な取得に
努めるとともに、国際競争力の強化を含めた我が国の防衛生
産・技術基盤を維持・強化していく。

（2）情報発信の強化

国家安全保障政策の推進に当たっては、その考え方につい
て、内外に積極的かつ効果的に発信し、その透明性を高める
ことにより、国民の理解を深めるとともに、諸外国との協力
関係の強化や信頼醸成を図る必要がある。
このため、官邸を司令塔として、政府一体となった統一的

かつ戦略的な情報発信を行うこととし、各種情報技術を最大
限に活用しつつ、多様なメディアを通じ、外国語による発信
の強化等を行う。
また、政府全体として、教育機関や有識者、シンクタンク

等との連携を図りつつ、世界における日本語の普及、戦略的
広報に資する人材の育成等を図る。
世界の安全保障環境が複雑・多様化する中にあっては、各

国の利害が対立する状況も生じ得る。このような認識の下、
客観的な事実を中心とする関連情報を正確かつ効果的に発信
することにより、国際世論の正確な理解を深め、国際社会の
安定に寄与する。

（3）社会的基盤の強化
国家安全保障政策を中長期的観点から支えるためには、国

民一人一人が、地域と世界の平和と安定及び人類の福祉の向
上に寄与することを願いつつ、国家安全保障を身近な問題と
して捉え、その重要性や複雑性を深く認識することが不可欠
である。
そのため、諸外国やその国民に対する敬意を表し、我が国

と郷土を愛する心を養うとともに、領土・主権に関する問題
等の安全保障分野に関する啓発や自衛隊、在日米軍等の活動
の現状への理解を広げる取組、これらの活動の基盤となる防
衛施設周辺の住民の理解と協力を確保するための諸施策等を
推進する。

（4）知的基盤の強化
国家安全保障に関する国民的な議論の充実や質の高い政策

立案に寄与するため、関係省庁職員の派遣等による高等教育
機関における安全保障教育の拡充・高度化、実践的な研究の
実施等を図るとともに、これら機関やシンクタンク等と政府
の交流を深め、知見の共有を促進する。
こうした取組を通じて、現実的かつ建設的に国家安全保障

政策を吟味することができる民間の専門家や行政官の育成を
促進するとともに、国家安全保障に知見を有する人材の層を
厚くする。

	資料15	 平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について

平成25年12月17日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について別紙のとおり定める。
これに伴い、「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱について」

（平成22年12月17日安全保障会議及び閣議決定）は、平成25年度
限りで廃止する。
（別紙）

平成26年度以降に係る防衛計画の大綱
Ⅰ　策定の趣旨
我が国を取り巻く新たな安全保障環境の下、今後の我が国の防

衛の在り方について、「平成25年度の防衛力整備等について」（平
成25年1月25日安全保障会議及び閣議決定）に基づき、「国家安
全保障戦略について」（平成25年12月17日国家安全保障会議及び
閣議決定）を踏まえ、「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱」
として、新たな指針を示す。

Ⅱ　我が国を取り巻く安全保障環境
1　グローバルな安全保障環境においては、国家間の相互依存関
係が一層拡大・深化し、一国・一地域で生じた混乱や安全保障
上の問題が、直ちに国際社会全体が直面する安全保障上の課題
や不安定要因に拡大するリスクが増大している。また、中国、
インド等の更なる発展及び米国の影響力の相対的な変化に伴う

資
料
編

335 平成27年版 防衛白書



パワーバランスの変化により、国際社会の多極化が進行してい
るものの、米国は、依然として世界最大の国力を有しており、
世界の平和と安定のための役割を引き続き果たしていくと考え
られる。
国家間では、地域紛争が引き続き発生していることに加え、
領土や主権、海洋における経済権益等をめぐり、純然たる平時
でも有事でもない事態、いわばグレーゾーンの事態が、増加す
る傾向にある。
大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散については、その防止に
向けた国際社会の取組にもかかわらず、依然として大きな懸念
となっている。また、統治機構が弱体化した国家や破綻国家の
存在は、国際テロの拡大・拡散の温床となっている。これら
は、引き続き差し迫った課題となっている。
海洋においては、各地で海賊行為等が発生していることに加
え、沿岸国が海洋に関する国際法についての独自の主張に基づ
いて自国の権利を一方的に主張し、又は行動する事例が見られ
るようになっており、公海の自由が不当に侵害されるような状
況が生じている。
また、技術革新の急速な進展を背景として、国際公共財とし
ての宇宙空間・サイバー空間といった領域の安定的利用の確保
が、我が国を含む国際社会の安全保障上の重要な課題となって
いる。さらに、精密誘導兵器関連技術、無人化技術、ステルス
技術、ナノテクノロジー等の進歩や拡散が進んでおり、今後の軍
事戦略や戦力バランスに大きな影響を与えるものとなっている。
2　我が国周辺を含むアジア太平洋地域においては、安全保障上
の課題等の解決のため、国家間の協力関係の充実・強化が図ら
れており、特に非伝統的安全保障分野を中心に、問題解決に向
けた具体的かつ実践的な協力・連携の進展が見られる。他方、
領土や主権、海洋における経済権益等をめぐるグレーゾーンの
事態が長期化する傾向が生じており、これらがより重大な事態
に転じる可能性が懸念されている。
北朝鮮は、軍事を重視する体制をとり、大規模な軍事力を展
開している。また、核兵器を始めとする大量破壊兵器やその運
搬手段となり得る弾道ミサイルの開発・配備・拡散等を進行さ
せるとともに、大規模な特殊部隊を保持するなど、非対称的な
軍事能力を引き続き維持・強化している。
さらに、北朝鮮は、朝鮮半島における軍事的な挑発行為や、
我が国を含む関係国に対する挑発的言動を強め、地域の緊張を
高める行為を繰り返してきている。こうした北朝鮮の軍事動向
は、我が国はもとより、地域・国際社会の安全保障にとっても
重大な不安定要因となっており、我が国として、今後も強い関
心を持って注視していく必要がある。
特に、北朝鮮の弾道ミサイル開発は、累次にわたるミサイル
発射により、長射程化や高精度化に資する技術の向上が図られ
ており、新たな段階に入ったと考えられる。また、北朝鮮は、
国際社会からの自制要求を顧みず、核実験を実施しており、核
兵器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能性も排除できな
い。こうした北朝鮮の核・ミサイル開発は、我が国に対するミ
サイル攻撃の示唆等の挑発的言動とあいまって、我が国の安全
に対する重大かつ差し迫った脅威となっている。
中国は、地域と世界においてより協調的な形で積極的な役割
を果たすことが強く期待されている一方、継続的に高い水準で
国防費を増加させ、軍事力を広範かつ急速に強化している。ま
た、中国は、その一環として、周辺地域への他国の軍事力の接
近・展開を阻止し、当該地域での他国の軍事活動を阻害する非
対称的な軍事能力の強化に取り組んでいると見られる。他方、
中国は、このような軍事力の強化の目的や目標を明確にしてお
らず、軍事や安全保障に関する透明性が十分確保されていない。
また、中国は、東シナ海や南シナ海を始めとする海空域等に
おける活動を急速に拡大・活発化させている。特に、海洋にお
ける利害が対立する問題をめぐっては、力を背景とした現状変
更の試み等、高圧的とも言える対応を示しており、我が国周辺
海空域において、我が国領海への断続的な侵入や我が国領空の

侵犯等を行うとともに、独自の主張に基づく「東シナ海防空識
別区」の設定といった公海上空の飛行の自由を妨げるような動
きを含む、不測の事態を招きかねない危険な行為を引き起こし
ている。
これに加えて、中国は、軍の艦艇や航空機による太平洋への

進出を常態化させ、我が国の北方を含む形で活動領域を一層拡
大するなど、より前方の海空域における活動を拡大・活発化さ
せている。
こうした中国の軍事動向等については、我が国として強く懸

念しており、今後も強い関心を持って注視していく必要があ
る。また、地域・国際社会の安全保障上も懸念されるところと
なっている。
ロシアは、軍改革を進展させ、即応態勢の強化とともに新型

装備の導入等を中心とした軍事力の近代化に向けた取組が見ら
れる。また、ロシア軍の活動は、引き続き活発化の傾向にある。
米国は、安全保障を含む戦略の重点をよりアジア太平洋地域

に置くとの方針（アジア太平洋地域へのリバランス）を明確に
し、財政面を始めとする様々な制約がある中でも、地域の安
定・成長のため、同盟国との関係の強化や友好国との協力の拡
大を図りつつ、地域への関与、プレゼンスの維持・強化を進め
ている。また、この地域における力を背景とした現状変更の試
みに対しても、同盟国、友好国等と連携しつつ、これを阻止す
る姿勢を明確にしている。

3　四面環海の我が国は、長い海岸線、本土から離れた多くの島
嶼及び広大な排他的経済水域を有している。海洋国家であり、
資源や食料の多くを海外との貿易に依存する我が国にとって、
法の支配、航行の自由等の基本的ルールに基づく、「開かれ安
定した海洋」の秩序を強化し、海上交通及び航空交通の安全を
確保することが、平和と繁栄の基礎である。
また、我が国は、自然災害が多発することに加え、都市部に

産業・人口・情報基盤が集中するとともに、沿岸部に原子力発
電所等の重要施設が多数存在しているという安全保障上の脆弱
性を抱えている。東日本大震災のような大規模震災が発生した
場合、極めて甚大な被害が生じ、その影響は、国内はもとより
国際社会にも波及し得る。今後、南海トラフ巨大地震や首都直
下型地震が発生する可能性があり、大規模災害等への対処に万
全を期す必要性が増している。

4　以上を踏まえると、冷戦期に懸念されていたような主要国間
の大規模武力紛争の蓋然性は、引き続き低いものと考えられる
が、以上に述べたような、様々な安全保障上の課題や不安定要
因がより顕在化・先鋭化してきており、「平成23年度以降に係
る防衛計画の大綱について」（平成22年12月17日安全保障会議
及び閣議決定）の策定以降、我が国を取り巻く安全保障環境
は、一層厳しさを増している。こうした安全保障上の課題や不
安定要因は、多様かつ広範であり、一国のみでは対応が困難で
ある。こうした中、軍事部門と非軍事部門との連携とともに、
それぞれの安全保障上の課題等への対応に利益を共有する各国
が、地域・国際社会の安定のために協調しつつ積極的に対応す
る必要性が更に増大している。

Ⅲ　我が国の防衛の基本方針
1　基本方針
我が国は、国家安全保障戦略を踏まえ、国際協調主義に基づ

く積極的平和主義の観点から、我が国自身の外交力、防衛力等
を強化し、自らが果たし得る役割の拡大を図るとともに、日米
同盟を基軸として、各国との協力関係を拡大・深化させ、我が
国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を追求しつつ、世
界の平和と安定及び繁栄の確保に、これまで以上に積極的に寄
与していく。
かかる基本理念の下、総合的な防衛体制を構築し、各種事態

の抑止・対処のための体制を強化するとともに、外交政策と密
接な連携を図りながら、日米同盟を強化しつつ、諸外国との二
国間・多国間の安全保障協力を積極的に推進するほか、防衛力
の能力発揮のための基盤の確立を図る。
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この際、我が国は、日本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国
に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本方針に従
い、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、実効性の高い
統合的な防衛力を効率的に整備する。
核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする米国の拡大
抑止は不可欠であり、その信頼性の維持・強化のために米国と
緊密に協力していくとともに、併せて弾道ミサイル防衛や国民
保護を含む我が国自身の取組により適切に対応する。同時に、
長期的課題である核兵器のない世界の実現へ向けて、核軍縮・
不拡散のための取組に積極的・能動的な役割を果たしていく。
2　我が国自身の努力
安全保障政策において、根幹となるのは自らが行う努力であ
るとの認識に基づき、同盟国、友好国その他の関係国（以下
「同盟国等」という。）とも連携しつつ、国家安全保障会議の司
令塔機能の下、平素から国として総力を挙げて主体的に取り組
み、各種事態の抑止に努めるとともに、事態の発生に際して
は、その推移に応じてシームレスに対応する。
（1）総合的な防衛体制の構築

一層厳しさを増す安全保障環境の下、実効性の高い統合的
な防衛力を効率的に整備し、統合運用を基本とする柔軟かつ
即応性の高い運用に努めるとともに、平素から、関係機関が
緊密な連携を確保する。また、各種事態の発生に際しては、
政治の強力なリーダーシップにより、迅速かつ的確に意思決
定を行い、地方公共団体、民間団体等とも連携を図りつつ、
事態の推移に応じ、政府一体となってシームレスに対応し、
国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜く。
また、各種災害への対応や国民の保護のための各種体制を

引き続き整備するとともに、緊急事態において在外邦人等を
迅速に退避させ、その安全を確保するために万全の態勢を整
える。
以上の対応を的確に行うため、関連する各種計画等の体系

化を図りつつ、それらの策定又は見直しを進めるとともに、
シミュレーションや総合的な訓練・演習を拡充し、対処態勢
の実効性を高める。

（2）我が国の防衛力－統合機動防衛力の構築
防衛力は我が国の安全保障の最終的な担保であり、我が国

に直接脅威が及ぶことを未然に防止し、脅威が及ぶ場合には
これを排除するという我が国の意思と能力を表すものである。
今後の防衛力の在り方を検討するに当たっては、我が国を

取り巻く安全保障環境が刻々と変化する中で、防衛力を不断
に見直し、その変化に適応していかなければならない。この
ため、想定される各種事態への対応について、自衛隊全体の
機能・能力に着目した統合運用の観点からの能力評価を実施
し、総合的な観点から特に重視すべき機能・能力を導き出す
ことにより、限られた資源を重点的かつ柔軟に配分していく
必要がある。
また、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す

中、平素の活動に加え、グレーゾーンの事態を含め、自衛隊
の対応が求められる事態が増加しており、かつ、そのような
事態における対応も長期化しつつある。このため、平素か
ら、常時継続的な情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動
（以下「常続監視」という。）を行うとともに、事態の推移に
応じ、訓練・演習を戦略的に実施し、また、安全保障環境に
即した部隊配置と部隊の機動展開を含む対処態勢の構築を迅
速に行うことにより、我が国の防衛意思と高い能力を示し、
事態の深刻化を防止する。また、各種事態が発生した場合に
は、事態に応じ、必要な海上優勢及び航空優勢を確保して実
効的に対処し、被害を最小化することが、国民の生命・財産
と領土・領海・領空を守り抜く上で重要である。
そのため、装備の運用水準を高め、その活動量を増加さ

せ、統合運用による適切な活動を機動的かつ持続的に実施し
ていくことに加え、防衛力をより強靭なものとするため、各
種活動を下支えする防衛力の「質」及び「量」を必要かつ十

分に確保し、抑止力及び対処力を高めていく。
同時に、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場か

ら、我が国の安全保障と密接な関係を有するアジア太平洋地
域の安定化に向け、二国間・多国間の協力関係を強化すると
ともに、防衛力の役割の多様化と増大を踏まえ、グローバル
な安全保障上の課題等への取組として、国際平和協力活動
（国連平和維持活動、人道支援・災害救援等の非伝統的安全
保障問題への対応を始め、国際的な安全保障環境を改善する
ために国際社会が協力して行う活動をいう。以下同じ。）等
をより積極的に実施していく。
以上の観点から、今後の防衛力については、安全保障環境

の変化を踏まえ、特に重視すべき機能・能力についての全体
最適を図るとともに、多様な活動を統合運用によりシームレ
スかつ状況に臨機に対応して機動的に行い得る実効的なもの
としていくことが必要である。このため、幅広い後方支援基
盤の確立に配意しつつ、高度な技術力と情報・指揮通信能力
に支えられ、ハード及びソフト両面における即応性、持続性、
強靱性及び連接性も重視した統合機動防衛力を構築する。

3　日米同盟の強化
日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制は、我が国自身

の努力とあいまって我が国の安全保障の基軸であり、また、日
米安全保障体制を中核とする日米同盟は、我が国のみならず、
アジア太平洋地域、さらには世界全体の安定と繁栄のための
「公共財」として機能している。
米国は、アジア太平洋地域へのリバランス政策に基づき、我

が国を始めとする同盟国等との連携・協力を強化しつつ、当該
地域への関与、プレゼンスの維持・強化を進めている。その一
方で、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増してお
り、日米同盟を強化し、よりバランスのとれた、より実効的な
ものとすることが我が国の安全の確保にとってこれまで以上に
重要となっている。
（1）日米同盟の抑止力及び対処力の強化

米国の我が国及びアジア太平洋地域に対するコミットメン
トを維持・強化し、我が国の安全を確保するため、我が国自
身の能力を強化することを前提として、「日米防衛協力のた
めの指針」の見直しを進め、日米防衛協力を更に強化し、日
米同盟の抑止力及び対処力を強化していく。
同時に、一層厳しさを増す安全保障環境に対応するため、

西太平洋における日米のプレゼンスを高めつつ、グレーゾー
ンの事態における協力を含め、平素から各種事態までのシー
ムレスな協力態勢を構築する。
そのため、共同訓練・演習、共同の情報収集・警戒監視・

偵察（ISR）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共同使用
の拡大を引き続き推進するとともに、弾道ミサイル防衛、計
画検討作業、拡大抑止協議等、事態対処や中長期的な戦略を
含め、各種の運用協力及び政策調整を一層緊密に推進する。

（2）幅広い分野における協力の強化・拡大
海賊対処、能力構築支援、人道支援・災害救援、平和維

持、テロ対策等の分野における協力のほか、海洋・宇宙・サ
イバー分野における協力を強化し、アジア太平洋地域を含む
国際社会の平和と安定に寄与する。
災害対応に関しては、在日米軍施設・区域の存在を含め、

米軍が国民の安全に大いに寄与した東日本大震災における事
例を踏まえつつ、国内外における自衛隊と米軍との連携を一
層強化する。
さらに、情報協力及び情報保全の取組、装備・技術面での

協力等の幅広い分野での協力関係を不断に強化・拡大し、安
定的かつ効果的な同盟関係を構築する。

（3）在日米軍駐留に関する施策の着実な実施
接受国支援を始めとする様々な施策を通じ、在日米軍の円

滑かつ効果的な駐留を安定的に支えるとともに、在日米軍再
編を着実に進め、米軍の抑止力を維持しつつ、地元の負担を
軽減していく。特に、沖縄県については、安全保障上極めて
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重要な位置にあり、米軍の駐留が日米同盟の抑止力に大きく
寄与している一方、在日米軍施設・区域の多くが集中してい
ることを踏まえ、普天間飛行場の移設を含む在沖縄米軍施
設・区域の整理・統合・縮小、負担の分散等により、沖縄の
負担軽減を図っていく。

4　安全保障協力の積極的な推進
（1）アジア太平洋地域における協力

アジア太平洋地域においては、災害救援を始めとする非伝
統的安全保障分野を中心とする具体的な協力関係が進展して
いることに加え、ASEAN地域フォーラム（ARF）、拡大
ASEAN国防相会議（ADMMプラス）、東アジア首脳会議
（EAS）等の多国間枠組みや、ASEANによる地域統合への
取組が進展してきているものの、特に北東アジアにおける安
全保障上の課題等は深刻化している。このため、域内の対立
的な機運や相互の警戒感を軽減するための協調的な各種取組
を更に多層的に推進する。
我が国と共に北東アジアにおける米国のプレゼンスを支え

る立場にある韓国との緊密な連携を推進し、情報保護協定や
物品役務相互提供協定（ACSA）の締結等、今後の連携の基
盤の確立に努める。
また、安全保障上の利益を共有し我が国との安全保障協力

が進展しているオーストラリアとの関係を一層深化させ、国
際平和協力活動等の分野での協力を強化するとともに、共同
訓練等を積極的に行い、相互運用性の向上を図る。
さらに、日米韓・日米豪の三国間の枠組みによる協力関係

を強化し、この地域における米国の同盟国相互の連携を推進
する。
中国の動向は地域の安全保障に大きな影響を与え得るた

め、相互理解の観点から、同国との安全保障対話や交流を推
進するとともに、不測の事態を防止・回避するための信頼醸
成措置の構築を進めていく。なお、同国による我が国周辺海
空域等における活動の急速な拡大・活発化に関しては、冷静
かつ毅然として対応していく。
ロシアに関しては、その軍の活動の意図に関する理解を深

め、信頼関係の増進を図るため、外務・防衛閣僚協議（「2
＋2」）を始めとする安全保障対話、ハイレベル交流及び幅
広い部隊間交流を推進するとともに、地域の安定に資するべ
く、共同訓練・演習を深化させる。
また、東南アジア諸国等の域内パートナー国との関係をよ

り一層強化し、共同訓練・演習や能力構築支援等を積極的に
推進するほか、この地域における災害の多発化・巨大化を踏
まえ、防災面の協力を強化する。インドとは、海洋安全保障
分野を始めとする幅広い分野において、共同訓練・演習、国
際平和協力活動等の共同実施等を通じて関係の強化を図る。
能力構築支援は、今後の安全保障環境の安定化及び二国間

の防衛協力強化に有効な取組であることから、ODAを含む
外交政策との調整を十分に図りつつ、共同訓練・演習、国際
平和協力活動等と連携しながら推進する。また、積極的に能
力構築支援を実施している関係国との連携を強化しつつ、能
力構築支援の対象国及び支援内容を拡充していく。
現在進展しつつある域内の多国間安全保障協力・対話にお

いて、米国やオーストラリアとも連携しながら、域内の協力
関係の構築に主体的に貢献していく。また、多国間共同訓
練・演習に積極的に参加していくとともに、ARF、ADMM
プラス等の多国間枠組みも重視し域内諸国間の信頼醸成の強
化に主要な役割を果たす。

（2）国際社会との協力
グローバルな安全保障上の課題等は、一国のみで対応する

ことが極めて困難である。また、近年、軍事力の役割が多様
化し、紛争の抑止・対処や平和維持のみならず、紛争直後期
の復興支援等の平和構築や国家間の信頼醸成・友好関係の増
進において重要な役割を果たす機会が増大している。
このため、我が国は、平素から、国際社会と連携しつつ、グ

ローバルな安全保障環境の改善のため、各種取組を推進する。
同盟国や安全保障上の利益を共有する関係国及び国際機関

等と平素から協力しつつ、地域紛争、国際テロの拡大・拡
散、破綻国家、大量破壊兵器等の拡散、海洋・宇宙空間・サ
イバー空間を巡る問題を始めとするグローバルな安全保障上
の課題等に対応するため、軍備管理・軍縮、不拡散、能力構
築支援等に関する各種取組を継続・強化する。
その際、特に欧州連合（EU）、北大西洋条約機構（NATO）

及び欧州安全保障協力機構（OSCE）並びに英国及びフラン
スを始めとする欧州諸国との協力を一層強化し、これらの課
題に連携して取り組むとともに、装備・技術面での協力・交
流を推進する。
国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、アジア太平洋

地域の安全保障環境の一層の安定化とグローバルな安全保障
環境の改善のため、防衛・外交当局間の密接な連携を保ちつ
つ、派遣の意義、派遣先国の情勢、我が国との政治・経済的
関係等を総合的に勘案し、国際平和協力業務や国際緊急援助
活動を始めとする国際平和協力活動等を積極的かつ多層的に
推進する。
特に、国際平和協力活動等については、自衛隊の能力を活

用した活動を引き続き積極的に実施するとともに、現地ミッ
ション司令部や国連PKO局等における責任ある職域への自
衛隊員の派遣を拡大する。また、幅広い分野における派遣を
可能にするための各種課題について検討を行い、必要な措置
を講ずる。併せて、自衛隊の経験・知見を活かし、国内及び
諸外国の平和構築のための人材の育成に寄与する。

Ⅳ　防衛力の在り方
1　防衛力の役割
今後の我が国の防衛力については、上記Ⅲ2（2）の防衛力

を構築するとの考え方の下、以下の分野において、求められる
役割を実効的に果たし得るものとし、その役割に十分対応でき
る態勢を保持することとする。
（1）各種事態における実効的な抑止及び対処

各種事態に適時・適切に対応し、国民の生命・財産と領
土・領海・領空を確実に守り抜くため、平素から諸外国の軍
事動向等を把握するとともに、各種兆候を早期に察知するた
め、我が国周辺を広域にわたり常続監視することで、情報優
越を確保する。
このような活動等により、力による現状変更を許容しないと
の我が国の意思を明示し、各種事態の発生を未然に防止する。
一方、グレーゾーンの事態を含む各種事態に対しては、そ

の兆候段階からシームレスかつ機動的に対応し、その長期化
にも持続的に対応し得る態勢を確保する。
また、複数の事態が連続的又は同時並行的に発生する場合

においても、事態に応じ、実効的な対応を行う。
このような取組に際しては、特に以下の点を重視する。

ア　周辺海空域における安全確保
平素から我が国周辺を広域にわたり常続監視するととも

に、領空侵犯に対して即時適切な措置を講じる。また、グ
レーゾーンの事態も含め、我が国の主権を侵害し得る行為
に対して実効的かつ機動的に対応するとともに、当該行為
が長期化・深刻化した場合にも、事態の推移に応じシーム
レスに対応し、我が国周辺海空域の防衛及び安全確保に万
全を期す。

イ　島嶼部に対する攻撃への対応
島嶼部に対する攻撃に対しては、安全保障環境に即して

配置された部隊に加え、侵攻阻止に必要な部隊を速やかに
機動展開し、海上優勢及び航空優勢を確保しつつ、侵略を
阻止・排除し、島嶼への侵攻があった場合には、これを奪
回する。その際、弾道ミサイル、巡航ミサイル等による攻
撃に対して的確に対応する。

ウ　弾道ミサイル攻撃への対応
弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知し、多層的
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な防護態勢により、機動的かつ持続的に対応する。万が一
被害が発生した場合には、これを局限する。また、弾道ミ
サイル攻撃に併せ、同時並行的にゲリラ・特殊部隊による
攻撃が発生した場合には、原子力発電所等の重要施設の防
護並びに侵入した部隊の捜索及び撃破を行う。

エ　宇宙空間及びサイバー空間における対応
宇宙空間及びサイバー空間に関しては、平素から、自衛
隊の効率的な活動を妨げる行為を未然に防止するための常
続監視態勢を構築するとともに、事態発生時には、速やか
に事象を特定し、被害の局限等必要な措置をとりつつ、被
害復旧等を迅速に行う。また、社会全般が宇宙空間及びサ
イバー空間への依存を高めていく傾向等を踏まえ、関係機
関の連携強化と役割分担の明確化を図る中で、自衛隊の能
力を活かし、政府全体としての総合的な取組に寄与する。

オ　大規模災害等への対応
大規模災害等の発生に際しては、所要の部隊を迅速に輸
送・展開し、初動対応に万全を期すとともに、必要に応
じ、対処態勢を長期間にわたり持続する。また、被災住民
や被災した地方公共団体のニーズに丁寧に対応するととも
に、関係機関、地方公共団体及び民間部門と適切に連携・
協力し、人命救助、応急復旧、生活支援等を行う。

（2）アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保障環
境の改善
我が国周辺において、常続監視や訓練・演習等の各種活動

を適時・適切に実施することにより、我が国周辺を含むアジ
ア太平洋地域の安全保障環境の安定を確保する。
また、同盟国等と連携しつつ、二国間・多国間の防衛協

力・交流、共同訓練・演習、能力構築支援等を多層的に推進
し、アジア太平洋地域の域内協力枠組みの構築・強化を含む
安全保障環境の安定化のための取組において枢要な役割を実
効的に果たす。
軍事力の役割が多様化する中、地域紛争、国際テロの拡大・
拡散、破綻国家、大量破壊兵器等の拡散等といったグローバ
ルな安全保障上の課題等に適切に対応するため、軍備管理・
軍縮、不拡散に関する各種取組を強化するとともに、国際平
和協力活動、海賊対処、能力構築支援等の各種活動を積極的
に推進し、グローバルな安全保障環境の改善に取り組む。
以上の取組に際しては、特に以下の点を重視する。

ア　訓練・演習の実施
自衛隊による訓練・演習を適時・適切に実施するととも
に、アジア太平洋地域における二国間・多国間による共同
訓練・演習を推進し、積極的かつ目に見える形で、地域の
安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すとともに、
関係国との協力関係を構築・強化する。

イ　防衛協力・交流の推進
各国及び国際機関との相互理解及び信頼関係の増進は、
安全保障環境の安定化の基礎である。これに加え、人道支
援・災害救援、海洋・宇宙空間・サイバー空間の安定的利
用の確保等、共通の関心を有する幅広い安全保障上の課題
等について協力関係を構築・強化するなど多層的な防衛協
力・交流を更に推進する。

ウ　能力構築支援の推進
自衛隊の能力を活用し、平素から継続的に人材育成や技
術支援等を通じて途上国自身の能力を向上させることによ
り、主としてアジア太平洋地域における安定を積極的・能
動的に創出し、安全保障環境の改善を図る。

エ　海洋安全保障の確保
海洋国家として、平和と繁栄の基礎である「開かれ安定
した海洋」の秩序を強化することは極めて重要であること
から、海上交通の安全確保に万全を期す。また、関係国と
協力して海賊に対応するとともに、この分野における沿岸
国自身の能力向上の支援、我が国周辺以外の海域における
様々な機会を利用した共同訓練・演習の充実等、各種取組

を推進する。
オ　国際平和協力活動の実施
関係機関や非政府組織等と連携しつつ、平和維持から平

和構築まで多様なニーズを有する国際平和協力業務や国際
緊急援助活動を始めとする国際平和協力活動に積極的に取
り組むとともに、より主導的な役割を果たすことを重視す
る。その際、事態に応じて迅速に国外に派遣できるよう即
応態勢を充実するとともに、海外での任務の長期化に備え
て、持続的に対処し得る態勢を強化する。

カ　軍備管理・軍縮及び不拡散の努力への協力
国際連合等が行う軍備管理・軍縮の分野における諸活動

に積極的に関与する。その際、人的貢献を含め、自衛隊の
有する知見の積極的な活用を図る。また、大量破壊兵器及
びその運搬手段となり得るミサイルの拡散や武器及び軍事
転用可能な貨物・技術の拡散は、我が国を含む国際社会の
平和と安定に対する重大な脅威であることから、関係国や
国際機関等と協力しつつ、それらの不拡散のための取組を
推進する。

2　自衛隊の体制整備に当たっての重視事項
（1）基本的考え方

自衛隊は、上記の防衛力の役割を実効的に果たし得る体制
を保持することとし、体制の整備に当たって、今後の防衛力
整備において特に重視すべき機能・能力を明らかにするた
め、想定される各種事態について、統合運用の観点から能力
評価を実施した。
かかる能力評価の結果を踏まえ、南西地域の防衛態勢の強

化を始め、各種事態における実効的な抑止及び対処を実現す
るための前提となる海上優勢及び航空優勢の確実な維持に向
けた防衛力整備を優先することとし、幅広い後方支援基盤の
確立に配意しつつ、機動展開能力の整備も重視する。
一方、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上兵力を動

員した着上陸侵攻のような侵略事態への備えについては、不
確実な将来情勢の変化に対応するための最小限の専門的知見
や技能の維持・継承に必要な範囲に限り保持することとし、
より一層の効率化・合理化を徹底する。

（2）重視すべき機能・能力
効果的な防衛力を効率的に整備する観点から、米軍との相

互運用性にも配意した統合機能の充実に留意しつつ、特に以
下の機能・能力について重点的に強化する。
ア　警戒監視能力
各種事態への実効的な抑止及び対処を確保するため、無

人装備も活用しつつ、我が国周辺海空域において航空機や
艦艇等の目標に対する常続監視を広域にわたって実施する
とともに、情勢の悪化に応じて態勢を柔軟に増強する。

イ　情報機能
各種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応するととも

に、我が国周辺におけるものを始めとする中長期的な軍事
動向等を踏まえた各種対応を行うため、情報の収集・処理
体制及び収集した情報の分析・共有体制を強化する。
この際、人的情報、公開情報、電波情報、画像情報等に

関する収集機能及び無人機による常続監視機能の拡充を図
るほか、画像・地図上において各種情報を融合して高度に
活用するための地理空間情報機能の統合的強化、能力の高
い情報収集・分析要員の統合的かつ体系的な確保・育成の
ための体制の確立等を図る。

ウ　輸送能力
迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保し、所要の部隊

を機動的に展開・移動させるため、平素から民間輸送力と
の連携を図りつつ、海上輸送力及び航空輸送力を含め、統
合輸送能力を強化する。その際、多様な輸送手段の特性に
応じ、役割分担を明確にし、機能の重複の回避を図る。

エ　指揮統制・情報通信能力
全国の部隊を機動的かつ統合的に運用し得る指揮統制の
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体制を確立するため、各自衛隊の主要司令部に所要の陸・
海・空の自衛官を相互に配置し、それぞれの知識及び経験
の活用を可能とするとともに、陸上自衛隊の各方面隊を束
ねる統一司令部の新設と各方面総監部の指揮・管理機能の
効率化・合理化等により、陸上自衛隊の作戦基本部隊（師
団・旅団）等の迅速・柔軟な全国的運用を可能とする。
また、全国的運用を支えるための前提となる情報通信能

力について、島嶼部における基盤通信網や各自衛隊間の
データリンク機能を始めとして、その充実・強化を図る。

オ　島嶼部に対する攻撃への対応
島嶼部への攻撃に対して実効的に対応するための前提と
なる海上優勢及び航空優勢を確実に維持するため、航空機
や艦艇、ミサイル等による攻撃への対処能力を強化する。
また、島嶼部に対する侵攻を可能な限り洋上において阻

止するための統合的な能力を強化するとともに、島嶼への
侵攻があった場合に速やかに上陸・奪回・確保するための
本格的な水陸両用作戦能力を新たに整備する。
さらに、南西地域における事態生起時に自衛隊の部隊が

迅速かつ継続的に対応できるよう、後方支援能力を向上さ
せる。
なお、太平洋側の島嶼部における防空態勢の在り方につ

いても検討を行う。
カ　弾道ミサイル攻撃への対応
北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我が国の弾
道ミサイル対処能力の総合的な向上を図る。
弾道ミサイル防衛システムについては、我が国全域を防

護し得る能力を強化するため、即応態勢、同時対処能力及
び継続的に対処できる能力を強化する。
また、日米間の適切な役割分担に基づき、日米同盟全体

の抑止力の強化のため、我が国自身の抑止・対処能力の強
化を図るよう、弾道ミサイル発射手段等に対する対応能力
の在り方についても検討の上、必要な措置を講ずる。

キ　宇宙空間及びサイバー空間における対応
様々なセンサーを有する各種の人工衛星を活用した情報

収集能力や指揮統制・情報通信能力を強化するほか、宇宙
状況監視の取組等を通じて衛星の抗たん性を高め、各種事
態が発生した際にも継続的に能力を発揮できるよう、効果的
かつ安定的な宇宙空間の利用を確保する。こうした取組に
際しては、国内の関係機関や米国との有機的な連携を図る。
サイバー空間における対応については、自衛隊の効率的
な活動を妨げる行為を防止するため、統合的な常続監視・
対処能力を強化するとともに、専門的な知識・技術を持つ
人材や最新の機材を継続的に強化・確保する。

ク　大規模災害等への対応
南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力災害を
始めとする特殊災害といった各種の災害に際しては、発災
の初期段階における航空機等を活用した空中からの被害情
報の収集、救助活動、応急復旧等の迅速な対応が死活的に
重要であることを踏まえ、十分な規模の部隊を迅速に輸
送・展開するとともに、統合運用を基本としつつ、要員の
ローテーション態勢を整備することで、長期間にわたり、
持続可能な対処態勢を構築する。

ケ　国際平和協力活動等への対応
国際平和協力活動等において人員・部隊の安全を確保し
つつ任務を遂行するために必要な防護能力を強化する。ま
た、アフリカ等の遠隔地での長期間の活動も見据えた輸
送・展開能力及び情報通信能力並びに円滑かつ継続的な活
動実施のための補給・衛生等の体制整備に取り組む。
加えて、国際平和協力活動等を効果的に実施する観点か

ら、海賊対処のために自衛隊がジブチに有する拠点を一層
活用するための方策を検討する。
さらに、活動に必要な情報収集能力を強化するととも

に、任務に応じた適切な能力を有する人材を継続的に派遣

し得る教育・訓練・人事管理体制を強化する。
3　各自衛隊の体制
各自衛隊の体制については、（1）から（3）までのとおり整

備することとする。また、将来の主要な編成、装備等の具体的
規模については、別表のとおりとする。
（1）陸上自衛隊
ア　島嶼部に対する攻撃を始めとする各種事態に即応し、実
効的かつ機動的に対処し得るよう、高い機動力や警戒監視
能力を備え、機動運用を基本とする作戦基本部隊（機動師
団、機動旅団及び機甲師団）を保持するほか、空挺、水陸
両用作戦、特殊作戦、航空輸送、特殊武器防護及び国際平
和協力活動等を有効に実施し得るよう、専門的機能を備え
た機動運用部隊を保持する。
この際、良好な訓練環境を踏まえ、2（2）ウに示す統合

輸送能力により迅速に展開・移動させることを前提とし
て、高い練度を維持した機動運用を基本とする作戦基本部
隊の半数を北海道に保持する。
また、自衛隊配備の空白地域となっている島嶼部への部

隊配備、上記の各種部隊の機動運用、海上自衛隊及び航空
自衛隊との有機的な連携・ネットワーク化の確立等によ
り、島嶼部における防衛態勢の充実・強化を図る。

イ　島嶼部等に対する侵攻を可能な限り洋上において阻止し
得るよう、地対艦誘導弾部隊を保持する。

ウ　（3）エの地対空誘導弾部隊と連携し、作戦部隊及び重要
地域の防空を有効に行い得るよう、地対空誘導弾部隊を　
保持する。

エ　アに示す機動運用を基本とする部隊以外の作戦基本部隊
（師団・旅団）について、戦車及び火砲を中心として部隊
の編成・装備を見直し、効率化・合理化を徹底した上で、
地域の特性に応じて適切に配置する。

（2）海上自衛隊
ア　常続監視や対潜戦等の各種作戦の効果的な遂行による周
辺海域の防衛や海上交通の安全確保及び国際平和協力活動
等を機動的に実施し得るよう、多様な任務への対応能力の
向上と船体のコンパクト化を両立させた新たな護衛艦等に
より増強された護衛艦部隊及び艦載回転翼哨戒機部隊を保
持する。
なお、当該護衛艦部隊は、（3）エの地対空誘導弾部隊と

ともに、弾道ミサイル攻撃から我が国を多層的に防護し得
る機能を備えたイージス・システム搭載護衛艦を保持する。
イ　水中における情報収集・警戒監視を平素から我が国周辺
海域で広域にわたり実施するとともに、周辺海域の哨戒及
び防衛を有効に行い得るよう、増強された潜水艦部隊を保
持する。

ウ　洋上における情報収集・警戒監視を平素から我が国周辺
海域で広域にわたり実施するとともに、周辺海域の哨戒及び
防衛を有効に行い得るよう、固定翼哨戒機部隊を保持する。
エ　アの多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト
化を両立させた新たな護衛艦と連携し、我が国周辺海域の
掃海を有効に行い得るよう、掃海部隊を保持する。

（3）航空自衛隊
ア　我が国周辺のほぼ全空域を常時継続的に警戒監視すると
ともに、我が国に飛来する弾道ミサイルを探知・追尾し得
る地上警戒管制レーダーを備えた警戒管制部隊のほか、グ
レーゾーンの事態等の情勢緊迫時において、長期間にわた
り空中における警戒監視・管制を有効に行い得る増強され
た警戒航空部隊からなる航空警戒管制部隊を保持する。

イ　戦闘機とその支援機能が一体となって我が国の防空等を
総合的な態勢で行い得るよう、能力の高い戦闘機で増強さ
れた戦闘機部隊を保持する。また、戦闘機部隊、警戒航空
部隊等が我が国周辺空域等で各種作戦を持続的に遂行し得
るよう、増強された空中給油・輸送部隊を保持する。

ウ　陸上部隊等の機動展開や国際平和協力活動等を効果的に
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実施し得るよう、航空輸送部隊を保持する。
エ　（1）ウの地対空誘導弾部隊と連携し、重要地域の防空を
実施するほか、（2）アのイージス・システム搭載護衛艦と
ともに、弾道ミサイル攻撃から我が国を多層的に防護し得
る機能を備えた地対空誘導弾部隊を保持する。

Ⅴ　防衛力の能力発揮のための基盤
防衛力に求められる多様な活動を適時・適切に行うためには、
単に主要な編成、装備等を整備するだけでは十分ではなく、防衛
力が最大限効果的に機能するよう、これを下支えする種々の基盤
も併せて強化することが必要不可欠である。その主な事項は、以
下のとおりである。
1　訓練・演習
平素から、訓練・演習を通じ、事態に対処するための各種計
画を不断に検証し、見直すとともに、各自衛隊の戦術技量の向
上のため、訓練・演習の充実・強化に努める。その際、北海道
の良好な訓練環境を一層活用するとともに、関係機関や民間部
門とも連携し、より実践的な訓練・演習を体系的かつ計画的に
実施する。
自衛隊の演習場等に制約がある南西地域において、日米共同
訓練・演習を含む適時・適切な訓練・演習を実施し得るよう、
地元との関係に留意しつつ、米軍施設・区域の自衛隊による共
同使用を進めること等により、良好な訓練環境を確保する。
2　運用基盤
部隊等が迅速に展開し、各種事態に効果的に対応し得るよ
う、その運用基盤である各種支援機能を維持する観点から、駐
屯地・基地等の復旧能力を含めた抗たん性を高める。
また、各自衛隊施設について、その一部が老朽化している現
状等も踏まえ、着実な整備に努めるとともに、各種事態に際し
ての迅速な参集のため、必要な宿舎の整備を進め、即応性を確
保する。
民間空港及び港湾についても事態に応じて早期に自衛隊等の
運用基盤として使用し得るよう、平素からの体制の在り方も含
め、必要な検討を行う。さらに、任務に従事する隊員や留守家
族の不安を軽減するよう、各種家族支援施策を実施する。
必要な弾薬を確保・備蓄するとともに、装備品の維持整備に
万全を期すことにより、装備品の可動率の向上等、装備品の運
用基盤の充実・強化を図る。
3　人事教育
近年、装備品が高度化・複雑化し、任務が多様化・国際化す
る中、技能、経験、体力、士気等の様々な要素を勘案しつつ、
精強性を確保し、厳しい財政事情の下で人材を有効に活用する
観点から、人事制度改革に関する施策を行う。
そのため、各自衛隊の任務や特性を踏まえつつ、適正な階級
構成及び年齢構成を確保するための施策を実施する。
女性自衛官の更なる活用や再任用を含む人材を有効に活用す
るための施策及び栄典・礼遇に関する施策を推進する。また、
統合運用体制を強化するため、教育・訓練の充実、統合幕僚監
部及び関係府省等における勤務等を通じ、広い視野・発想や我
が国の安全保障に関する幅広い経験を有し、政府の一員として
各種事態等に柔軟に即応できる人材を十分に確保する。
社会の少子化・高学歴化に伴う募集環境の悪化を踏まえ、自
衛隊が就職対象として広く意識されるよう、多様な募集施策を
推進する。
さらに、一般の公務員より若年で退職を余儀なくされる自衛
官の生活基盤を確保することは国の責務であることを踏まえ、
地方公共団体や関係機関との連携を強化すること等により、再
就職支援を推進する。
より多様化・長期化する事態における持続的な部隊運用を支
えるため、航空機の操縦等の専門的技能を要するものを含め、
幅広い分野で予備自衛官の活用を進めるとともに、予備自衛官
等の充足向上等のための施策を実施する。
4　衛生
自衛隊員の壮健性を維持し、各種事態や国際平和協力活動等

の多様な任務への対応能力を強化するため、自衛隊病院の拠点
化・高機能化等を進め、防衛医科大学校病院等の運営の改善を
含め効率的かつ質の高い医療体制を確立する。また医官・看護
師・救急救命士等の確保・育成を一層重視する。
このほか、事態対処時における救急救命措置に係る制度改正

を含めた検討を行い、第一線の救護能力の向上や統合機能の充
実の観点を踏まえた迅速な後送態勢の整備を図る。

5　防衛生産・技術基盤
適切な水準の防衛生産・技術基盤は、装備品の生産・運用・

維持整備のみならず、我が国の運用環境に適した装備品の研究
開発にも不可欠であり、潜在的に抑止力の向上にも寄与するも
のである。
一方、厳しい財政事情や、装備品の高度化・複雑化に伴う単

価の上昇等を背景に、各種装備品の調達数量は減少傾向にある。
また、国外において、国境を越えた防衛産業の大規模な再編が
進展した結果、海外企業の競争力が増しつつあるなど、我が国
の防衛生産・技術基盤を取り巻く環境は厳しさを増している。
以上の状況の下、我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化

を早急に図るため、我が国の防衛生産・技術基盤全体の将来ビ
ジョンを示す戦略を策定するとともに、装備品の民間転用等を
推進する。
また、平和貢献・国際協力において、自衛隊が携行する重機

等の防衛装備品の活用や被災国等への供与（以下「防衛装備品
の活用等」という。）を通じ、より効果的な協力ができる機会
が増加している。また、防衛装備品の高性能化を実現しつつ、
費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流
となっている。こうした中、国際協調主義に基づく積極的平和
主義の観点から、防衛装備品の活用等による平和貢献・国際協
力に一層積極的に関与するとともに、防衛装備品等の共同開
発・生産等に参画することが求められている。
こうした状況を踏まえ、武器輸出三原則等がこれまで果たし

てきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明確
化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び
第三国移転に係る適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海
外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定
めることとする。

6　装備品の効率的な取得
研究開発を含め、装備品の効果的・効率的な取得を実現する

ため、プロジェクト・マネージャーの仕組みを制度化し、技術
的視点も含め、装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト
管理を強化するとともに、更なる長期契約の導入の可否や企業
の価格低減インセンティブを引き出すための契約制度の更なる
整備を検討し、ライフサイクルを通じての費用対効果の向上を
図る。
また、民間能力の有効活用等による補給態勢の改革により、

即応性及び対処能力の向上を目指す。さらに、取得プロセスの
透明化及び契約制度の適正化を不断に追求し、装備品を一層厳
正な手続を経て取得するように努める。

7　研究開発
厳しい財政事情の下、自衛隊の運用に係るニーズに合致した

研究開発の優先的な実施を担保するため、研究開発の開始に当
たっては、防衛力整備上の優先順位との整合性を確保する。
また、新たな脅威に対応し、戦略的に重要な分野において技

術的優位性を確保し得るよう、最新の科学技術動向、戦闘様相
の変化、費用対効果、国際共同研究開発の可能性等も踏まえつ
つ、中長期的な視点に基づく研究開発を推進する。
安全保障の観点から、技術開発関連情報等、科学技術に関す

る動向を平素から把握し、産学官の力を結集させて、安全保障
分野においても有効に活用し得るよう、先端技術等の流出を防
ぐための技術管理機能を強化しつつ、大学や研究機関との連携
の充実等により、防衛にも応用可能な民生技術（デュアルユー
ス技術）の積極的な活用に努めるとともに、民生分野への防衛
技術の展開を図る。
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以上の取組の目的を達成するための防衛省の研究開発態勢に
ついて検討する。
8　地域コミュニティーとの連携
各種事態において自衛隊が的確に対処するため、地方公共団
体、警察・消防機関等の関係機関との連携を一層強化する。こ
うした地方公共団体等との緊密な連携は、防衛施設の効果的な
整備及び円滑な運営のみならず、自衛官の募集、再就職支援等
の確保といった観点からも極めて重要である。
このため、防衛施設の整備・運営のための防衛施設周辺対策
事業を引き続き推進するとともに、平素から地方公共団体や地
元住民に対し、防衛省・自衛隊の政策や活動に関する積極的な
広報等の各種施策を行い、その理解及び協力の獲得に努める。
地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティー
の維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、自衛隊の救難機等
による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存在すること
を踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置に当たっては、
地方公共団体や地元住民の理解を得られるよう、地域の特性に
配慮する。同時に、駐屯地・基地等の運営に当たっては、地元
経済への寄与に配慮する。
9　情報発信の強化
自衛隊の任務を効果的に遂行していく上で必要な国内外の理
解を得るため、戦略的な広報活動を強化し、多様な情報媒体を
活用して情報発信の充実に努める。
10　知的基盤の強化
国民の安全保障・危機管理に対する理解を促進するため、教
育機関等における安全保障教育の推進に取り組む。また、防衛
研究所を中心とする防衛省・自衛隊の研究体制を強化するとと
もに、政府内の他の研究教育機関や国内外の大学、シンクタン
ク等との教育・研究交流を含む各種連携を推進する。
11　防衛省改革の推進
文官と自衛官の一体感を醸成するとともに、防衛力整備の全
体最適化、統合運用機能の強化、政策立案・情報発信機能の強
化等を実現するため、防衛省の業務及び組織を不断に見直し、
改革を推進する。

Ⅵ　留意事項
1　本大綱に定める防衛力の在り方は、おおむね10年程度の期
間を念頭に置いたものであり、各種施策・計画の実施過程を通
じ、国家安全保障会議において定期的に体系的な評価を行うと
ともに、統合運用を踏まえた能力評価に基づく検証も実施しつ
つ、適時・適切にこれを発展させていきながら、円滑・迅速・
的確な移行を推進する。
2　評価・検証の中で、情勢に重要な変化が見込まれる場合に
は、その時点における安全保障環境等を勘案して検討を行い、
所要の修正を行う。
3　格段に厳しさを増す財政事情を勘案し、防衛力整備の一層の
効率化・合理化を図り、経費の抑制に努めるとともに、国の他
の諸施策との調和を図りつつ、防衛力全体として円滑に十全な
機能を果たし得るようにする。

（別表）
区分 現状（平成25年度末） 将来

陸上
自衛隊

編成定数
　常備自衛官定員
　即応予備自衛官員数

約15万9千人
約15万1千人

約8千人

15万9千人
15万1千人

8千人

基幹
部隊

機動運用部隊
中央即応集団
1個機甲師団

3個機動師団
4個機動旅団
1個機甲師団

1個空挺団
1個水陸機動団

1個ヘリコプター団

地域配備部隊
8個師団
6個旅団

5個師団
2個旅団

地対艦誘導弾部隊 5個地対艦ミサイル連隊 5個地対艦ミサイル連隊

地対空誘導弾部隊 8個高射特科群／連隊 7個高射特科群／連隊

海上
自衛隊

基幹
部隊

護衛艦部隊

潜水艦部隊
掃海部隊
哨戒機部隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
5個護衛隊
5個潜水隊

1個掃海隊群
9個航空隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
6個護衛隊
6個潜水隊

1個掃海隊群
9個航空隊

主要
装備

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
作戦用航空機

47隻
（6隻）

16隻
約170機

54隻
（8隻）

22隻
約170機

航空
自衛隊

基幹
部隊

航空警戒管制部隊

戦闘機部隊
航空偵察部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊

8個警戒群
20個警戒隊

1個警戒航空隊（2個飛行隊）
12個飛行隊
1個飛行隊
1個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

28個警戒隊

1個警戒航空隊（3個飛行隊）
13個飛行隊

―
2個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

主要
装備

作戦用航空機
　うち戦闘機

約340機
約260機

約360機
約280機

（注）1　戦車および火砲の現状（平成25年度末定数）の規模はそれぞ
れ約700両、約600両／門であるが、将来の規模はそれぞれ
約300両、約300両／門とする。

2　弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装備・基幹部隊について
は、上記の護衛艦（イージス・システム搭載護衛艦）、航空警戒
管制部隊および地対空誘導弾部隊の範囲内で整備することとす
る。

	資料16	 中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）に
ついて

平成25年12月17日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

平成26年度から平成30年度までを対象とする中期防衛力整備計
画について、「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平
成25年12月17日国家安全保障会議及び閣議決定）に従い、別紙の
とおり定める。
（別紙）

中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）
Ⅰ　計画の方針
平成26年度から平成30年度までの防衛力整備に当たっては、

「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成25年12
月17日国家安全保障会議及び閣議決定。以下「25大綱」という。）
に従い、特に重視すべき機能・能力についての全体最適を図ると
ともに、多様な活動を統合運用によりシームレスかつ状況に臨機
に対応して機動的に行い得る実効的な防衛力として統合機動防衛
力を構築する。同時に、幅広い後方支援基盤の確立に配意しつ
つ、高度な技術力と情報・指揮通信能力に支えられ、ハード及び
ソフト両面における即応性、持続性、強靱性及び連接性も重視し
た防衛力とする。このため、自衛隊の体制強化に当たっては、想
定される各種事態への対応について、自衛隊全体の機能・能力に
着目した統合運用の観点からの能力評価等を踏まえ、総合的に導
き出した特に重視すべき機能・能力の整備を優先し、実効性の高
い統合的な防衛力を効率的に整備する。
以上を踏まえ、以下を計画の基本として、防衛力の整備、維持

及び運用を効果的かつ効率的に行うこととする。
1　各種事態における実効的な抑止及び対処並びにアジア太平洋
地域の安定化及びグローバルな安全保障環境の改善といった防
衛力の役割にシームレスかつ機動的に対応し得るよう、統合機
能の更なる充実に留意しつつ、特に、警戒監視能力、情報機
能、輸送能力及び指揮統制・情報通信能力のほか、島嶼部に対
する攻撃への対応、弾道ミサイル攻撃への対応、宇宙空間及び
サイバー空間における対応、大規模災害等への対応並びに国際
平和協力活動（国連平和維持活動、人道支援・災害救援等の非
伝統的安全保障問題への対応を始め、国際的な安全保障環境を
改善するために国際社会が協力して行う活動をいう。以下同
じ。）等への対応のための機能・能力を重視する。また、これ
らの機能・能力の効果的な発揮のための基盤の着実な整備を図
る。

2　その際、南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事態におけ
る実効的な抑止及び対処を実現するための前提となる海上優勢
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及び航空優勢の確実な維持に向けた防衛力の整備を優先するこ
ととし、機動展開能力の整備も重視する。
一方、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上兵力を動員
した着上陸侵攻のような侵略事態への備えについては、不確実
な将来情勢の変化に対応するための最小限の専門的知見や技能
の維持・継承に必要な範囲に限り保持することとし、より一層
の効率化・合理化を徹底する。
3　装備品の取得に当たっては、能力の高い新たな装備品の導入
と既存の装備品の延命や能力向上等を適切に組み合わせること
により、必要かつ十分な「質」及び「量」の防衛力を効率的に
確保する。その際、研究開発を含む装備品のライフサイクルを
通じたプロジェクト管理の強化等によるライフサイクルコスト
の削減に努め、費用対効果の向上を図る。
4　装備品の高度化・複雑化や任務の多様化・国際化の中で、自
衛隊の精強性を確保し、防衛力の根幹をなす人的資源を効果的
に活用する観点から、女性自衛官や予備自衛官等の更なる活用
を含め、人事制度改革に関する施策を推進する。
5　一層厳しさを増す安全保障環境に対応し、米国のアジア太平
洋地域へのリバランスとあいまって、日米同盟の抑止力及び対
処力を強化していくため、「日米防衛協力のための指針」の見
直しを行うなど、幅広い分野における各種の協力や協議を一層
充実させるほか、在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にする
ための取組等を積極的に推進する。
6　格段に厳しさを増す財政事情を勘案し、我が国の他の諸施策
との調和を図りつつ、一層の効率化・合理化を徹底した防衛力
整備に努める。

Ⅱ　基幹部隊の見直し等
1　陸上自衛隊については、我が国を取り巻く安全保障環境の変
化を踏まえ、統合運用の下、作戦基本部隊（機動師団・機動旅
団・機甲師団及び師団・旅団）や各種部隊等の迅速・柔軟な全
国的運用を可能とするため、各方面総監部の指揮・管理機能を
効率化・合理化するとともに、一部の方面総監部の機能を見直
し、陸上総隊を新編する。その際、中央即応集団を廃止し、そ
の隷下部隊を陸上総隊に編入する。
島嶼部に対する攻撃を始めとする各種事態に即応し、実効的
かつ機動的に対処し得るよう、2個師団及び2個旅団について、
高い機動力や警戒監視能力を備え、機動運用を基本とする2個
機動師団及び2個機動旅団に改編する。また、沿岸監視部隊や
初動を担任する警備部隊の新編等により、南西地域の島嶼部の
部隊の態勢を強化する。島嶼への侵攻があった場合、速やかに
上陸・奪回・確保するための本格的な水陸両用作戦能力を新た
に整備するため、連隊規模の複数の水陸両用作戦専門部隊等か
ら構成される水陸機動団を新編する。
また、大規模な陸上兵力を動員した着上陸侵攻のような侵略
事態への備えのより一層の効率化・合理化を徹底しつつ、迅速
かつ柔軟な運用を可能とする観点から、新たに導入する機動戦
闘車を装備する部隊の順次新編と北海道及び九州以外に所在す
る作戦基本部隊が装備する戦車の廃止に向けた事業を着実に進
めるとともに、九州に所在する戦車について、新編する西部方
面隊直轄の戦車部隊に集約する。また、北海道以外に所在する
作戦基本部隊が装備する火砲について、新編する各方面隊直轄
の特科部隊への集約に向けた事業を着実に進める。
2　海上自衛隊については、常時継続的な情報収集・警戒監視・
偵察（ISR）活動（以下「常続監視」という。）や対潜戦等の
各種作戦の効果的な遂行により、周辺海域を防衛し、海上交通
の安全を確保するとともに、国際平和協力活動等を機動的に実
施し得るよう、1隻のヘリコプター搭載護衛艦（DDH）と2隻
のイージス・システム搭載護衛艦（DDG）を中心として構成
される4個の護衛隊群に加え、その他の護衛艦から構成される
5個の護衛隊を保持する。また、潜水艦増勢のために必要な措
置を引き続き講ずる。
3　航空自衛隊については、南西地域における防空態勢の充実の
ため、那覇基地に戦闘機部隊1個飛行隊を移動させる。また、

警戒航空部隊に1個飛行隊を新編し、那覇基地に配備する。
我が国の防空能力の相対的低下を回避し、航空優勢を確実に

維持できるよう、高度な戦術技量の一層効果的な向上のため、
訓練支援機能を有する部隊を統合する。

4　陸上自衛隊の計画期間末の編成定数については、おおむね
15万9千人程度、常備自衛官定数についてはおおむね15万1千
人程度、即応予備自衛官員数についてはおおむね8千人程度を
目途とする。また、海上自衛隊及び航空自衛隊の計画期間中の
常備自衛官定数については、平成25年度末の水準を目途とす
る。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
1　各種事態における実効的な抑止及び対処
（1）周辺海空域における安全確保

広域において常続監視を行い、各種兆候を早期に察知する
態勢を強化するため、イージス・システム搭載護衛艦
（DDG）、汎用護衛艦（DD）、潜水艦、固定翼哨戒機（P-1）
及び哨戒ヘリコプター（SH-60K）の整備並びに既存の護衛
艦、潜水艦、固定翼哨戒機（P-3C）及び哨戒ヘリコプター
（SH-60J）の延命を行うほか、哨戒機能を有する艦載型無人
機について検討の上、必要な措置を講ずる。また、護衛艦部
隊の増勢に向け、多様な任務への対応能力の向上と船体のコ
ンパクト化を両立させた新たな護衛艦を導入する。さらに、
新たな早期警戒管制機又は早期警戒機のほか、固定式警戒管
制レーダーを整備するとともに、引き続き、現有の早期警戒
管制機（E-767）の改善を行う。加えて、広域における常続
監視能力の強化のための共同の部隊の新編に向け、滞空型無
人機を新たに導入する。このほか、海上自衛隊及び航空自衛
隊が担う陸上配備の航空救難機能の航空自衛隊への一元化に
向けた体制整備に着手する。

（2）島嶼部に対する攻撃への対応
（ア）常続監視体制の整備

平素からの常続監視に必要な体制を整備し、各種事態発
生時の迅速な対処を可能とするため、与那国島に陸上自衛
隊の沿岸監視部隊を配備する。また、現有の早期警戒管制
機（E-767）及び早期警戒機（E-2C）の運用状況等を踏ま
え、前記（1）に示すとおり、新たな早期警戒管制機又は
早期警戒機を整備するほか、前記Ⅱ3に示すとおり、警戒
航空部隊に早期警戒機（E-2C）から構成される1個飛行隊
を新編し、那覇基地に配備するとともに、移動式警戒管制
レーダーの展開基盤を南西地域の島嶼部に整備することに
より、隙のない警戒監視態勢を保持する。

（イ）航空優勢の獲得・維持
巡航ミサイル対処能力を含む防空能力の総合的な向上を

図るため、前記Ⅱ3に示すとおり、那覇基地における戦闘
機部隊を1個飛行隊から2個飛行隊に増勢するほか、戦闘
機（F-35A）の整備、戦闘機（F-15）の近代化改修、戦闘
機（F-2）の空対空能力及びネットワーク機能の向上を引
き続き推進するとともに、近代化改修に適さない戦闘機
（F-15）について、能力の高い戦闘機に代替するための検
討を行い、必要な措置を講ずる。また、中距離地対空誘導
弾を引き続き整備するとともに、巡航ミサイルや航空機へ
の対処と弾道ミサイル防衛の双方に対応可能な新たな能力
向上型迎撃ミサイル（PAC-3MSE）を搭載するため、地
対空誘導弾ペトリオットの更なる能力向上を図る。さら
に、新たな空中給油・輸送機を整備するとともに、輸送機
（C-130H）への空中給油機能の付加及び救難ヘリコプター
（UH-60J）の整備を引き続き進める。なお、太平洋側の島
嶼部における防空態勢の在り方についても検討を行う。

（ウ）海上優勢の獲得・維持
常続監視や対潜戦等の各種作戦の効果的な遂行により、

周辺海域を防衛し、海上交通の安全を確保するため、前記
（1）に示すとおり、イージス・システム搭載護衛艦
（DDG）、汎用護衛艦（DD）、潜水艦、固定翼哨戒機（P-1）
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及び哨戒ヘリコプター（SH-60K）の整備並びに既存の護
衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機（P-3C）及び哨戒ヘリコプ
ター（SH-60J）の延命を行うほか、多様な任務への対応
能力の向上と船体のコンパクト化を両立させた新たな護衛
艦を導入する。また、護衛艦部隊が事態に応じた活動を持
続的に行うために必要な多用途ヘリコプター（艦載型）を
新たに導入するとともに、掃海艦、救難飛行艇（US-2）
及び地対艦誘導弾を引き続き整備する。

（エ）迅速な展開・対処能力の向上
迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保し、実効的な対

処能力の向上を図るため、輸送機（C-2）及び輸送ヘリコ
プター（CH-47JA）を引き続き整備する。また、前記（ウ）
に示す多用途ヘリコプター（艦載型）のほか、輸送ヘリコ
プター（CH-47JA）の輸送能力を巡航速度や航続距離等の
観点から補完・強化し得るティルト・ローター機を新たに
導入する。さらに、現有の多用途ヘリコプター（UH-1J）
の後継となる新たな多用途ヘリコプターの在り方について
検討の上、必要な措置を講ずる。こうした航空輸送力の整
備に当たっては、役割分担を明確にし、機能の重複の回避
を図る。
海上から島嶼等に部隊を上陸させるための水陸両用車の

整備や現有の輸送艦の改修等により、輸送・展開能力等を
強化する。また、水陸両用作戦等における指揮統制・大規
模輸送・航空運用能力を兼ね備えた多機能艦艇の在り方に
ついて検討の上、結論を得る。さらに、自衛隊の輸送力と
連携して大規模輸送を効率的に実施できるよう、民間事業
者の資金や知見を利用する手法や予備自衛官の活用も含
め、民間輸送力の積極的な活用について検討の上、必要な
措置を講ずる。
前記Ⅱ1に示す機動運用を基本とする作戦基本部隊（機

動師団・機動旅団）に、航空機等での輸送に適した機動戦
闘車を導入し、各種事態に即応する即応機動連隊を新編す
るとともに、南西地域の島嶼部に初動を担任する警備部隊
を新編等するほか、島嶼部への迅速な部隊展開に向けた機
動展開訓練を実施する。また、精密誘導爆弾の誘導能力及
び地対艦誘導弾を整備するとともに、艦対艦誘導弾につい
て、射程の延伸を始めとする能力向上のための開発を推進
する。

（オ）指揮統制・情報通信体制の整備
統合機能の充実の観点から、全国の部隊を機動的に運用

し、島嶼部を始めとする所要の地域に迅速に集中できる指
揮統制体制を確立するため、各自衛隊の主要司令部に所要
の陸・海・空の自衛官を相互に配置し、それぞれの知見及
び経験の活用を可能とするとともに、前記Ⅱ1に示すとお
り、各方面総監部の指揮・管理機能を効率化・合理化する
とともに、一部の方面総監部の機能を見直し、陸上総隊の
新編を進める。
全国的運用を支えるための前提となる情報通信能力につ

いて、島嶼部における基盤通信網を強化するため、自衛隊
専用回線を与那国島まで延伸するとともに、那覇基地に移
動式多重通信装置を新たに配備する。また、各自衛隊間の
データリンク機能の充実や野外通信システムの能力向上を
図るほか、引き続き、防衛分野での宇宙利用を促進し、高
機能なXバンド衛星通信網を整備するとともに、当該通信
網の一層の充実の必要性について検討の上、必要な措置を
講ずる。

（3）弾道ミサイル攻撃への対応
北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我が国の弾道

ミサイル対処能力の総合的な向上を図る。
弾道ミサイル攻撃に対し、我が国全体を多層的かつ持続的

に防護する体制の強化に向け、イージス・システム搭載護衛
艦（DDG）を整備するとともに、引き続き、現有のイージ
ス・システム搭載護衛艦（DDG）の能力向上を行う。また、

前記（2）（イ）に示すとおり、巡航ミサイルや航空機への対
処と弾道ミサイル防衛の双方に対応可能な新たな能力向上型
迎撃ミサイル（PAC-3MSE）を搭載するため、地対空誘導
弾ペトリオットの更なる能力向上を図る。さらに、弾道ミサ
イルの探知・追尾能力を強化するため、自動警戒管制システ
ムの能力向上や固定式警戒管制レーダー（FPS-7）の整備及
び能力向上を推進する。
弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3ブ

ロックⅡA）に関する日米共同開発を引き続き推進するとと
もに、その生産・配備段階への移行について検討の上、必要
な措置を講ずる。また、日米共同の弾道ミサイル対処態勢の
実効性向上のため共同訓練・演習を行うほか、弾道ミサイル
対処の際の展開基盤の確保に努める。
弾道ミサイル防衛用の新たな装備品も含め、将来の弾道ミ

サイル防衛システム全体の在り方についての検討を行う。ま
た、日米間の適切な役割分担に基づき、日米同盟全体の抑止
力の強化のため、我が国自身の抑止・対処能力の強化を図る
よう、弾道ミサイル発射手段等に対する対応能力の在り方に
ついても検討の上、必要な措置を講ずる。
弾道ミサイル攻撃に併せ、同時並行的にゲリラ・特殊部隊

による攻撃が発生した場合を考慮し、警戒監視態勢の向上、
原子力発電所等の重要施設の防護及び侵入した部隊の捜索・
撃破のため、引き続き、各種監視器材、軽装甲機動車、
NBC偵察車、輸送ヘリコプター（CH-47JA）等を整備する。
また、原子力発電所が多数立地する地域等において、関係機
関と連携して訓練を実施し、連携要領を検証するとともに、
原子力発電所の近傍における展開基盤の在り方について検討
の上、必要な措置を講ずる。

（4）宇宙空間及びサイバー空間における対応
（ア）宇宙利用の推進

様々なセンサーを有する各種の人工衛星を活用した情報
収集能力を引き続き充実させるほか、高機能なXバンド衛
星通信網の着実な整備により、指揮統制・情報通信能力を
強化する。また、各種事態発生時にも継続的にこれらの能
力を利用できるよう、宇宙状況監視に係る取組や人工衛星
の防護に係る研究を積極的に推進し、人工衛星の抗たん性
の向上に努める。その際、国内の関係機関や米国に宇宙に
係る最先端の技術・知見が蓄積されていることを踏まえ、
人材の育成も含め、これらの機関等との協力を進める。

（イ）サイバー攻撃への対応
サイバー攻撃に対する十分なサイバー・セキュリティを

常時確保できるよう、統合機能の充実と資源配分の効率化
に配慮しつつ、自衛隊の各種の指揮統制システムや情報通
信ネットワークの抗たん性の向上、情報収集機能や調査分
析機能の強化、サイバー攻撃対処能力の検証が可能な実戦
的な訓練環境の整備等、所要の態勢整備を行う。その際、
攻撃側が圧倒的に優位であるサイバー空間での対処能力を
確保するため、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる
能力の保有の可能性についても視野に入れる。また、民間
部門との協力、同盟国等との戦略対話や共同演習等を通
じ、サイバー・セキュリティに係る最新のリスク、対応
策、技術動向等を常に把握するよう努める。
サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している中、専門

的知見を備えた優秀な人材の安定的な確保が不可欠である
ことを踏まえ、部内における専門教育課程の拡充、国内外
の高等教育機関等への積極的な派遣、専門性を高める人事
管理の実施等により、優秀な人材を計画的に育成する。
サイバー攻撃に対しては、政府全体として総合的な対処

を行い得るよう、平素から、防衛省・自衛隊の知見や人材
の提供等を通じ、関係府省等との緊密な連携を強化するほ
か、訓練・演習の充実を図る。

（5）大規模災害等への対応
南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力災害を始
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めとする特殊災害といった各種の災害に際しては、十分な規
模の部隊を迅速に輸送・展開して初動対応に万全を期すとと
もに、統合運用を基本としつつ、要員のローテーション態勢
を整備することで、長期間にわたる対処態勢の持続を可能と
する。その際、発災の初期段階における航空機等を活用した
空中からの被害情報の収集や迅速な救助活動が人命を保護す
る上で死活的に重要であり、また、道路啓開等の速やかな応
急復旧活動の実施が民間による円滑な救援物資の輸送等に不
可欠であるといった東日本大震災の教訓を十分に踏まえるも
のとする。また、関係府省、地方公共団体及び民間部門と緊
密に連携・協力しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画の策
定、被災時の代替機能や展開基盤の確保等の各種施策を推進
する。

（6）情報機能の強化
高度な情報機能は、防衛省・自衛隊がその役割を十分に果

たしていくための基礎となるものであり、情報の収集・分
析・共有・保全等の全ての段階において情報能力を総合的に
強化する。
情報収集・分析機能については、安全保障環境の変化に伴

うニーズに柔軟に対応できるよう、情報収集施設の整備や能
力向上、宇宙空間や滞空型無人機の積極的活用等を進め、電
波情報や画像情報を含む多様な情報源に関する情報収集能力
を抜本的に強化する。その際、地理空間情報に関し、画像・
地図上において各種情報を融合して情勢の可視化・将来予測
等を行うなど、その高度な活用を実現するとともに、データ
基盤の統合的かつ効率的な整備を行う。また、防衛駐在官の
新規派遣のための増員を始めとして、人的情報収集機能の強
化に資する措置を講ずるほか、同盟国等との協力や公開情報
の収集態勢の強化等により、海外情報の収集・分析態勢を強
化する。
情報収集・分析に携わる要員については、我が国を取り巻

く安全保障環境が一層厳しさを増す中、政策部門・運用部門
の複雑化・多様化するニーズに情報部門が適時かつ的確に応
えられるよう、能力の高い分析官を確保するための採用方法
及び人事構成の検討、複数の組織にまたがる情報に係る教育
課程の統合・強化、情報部門の要員の政策部門・運用部門へ
の一定期間の配置の着実な実施等を通じ、総合的な情報収
集・分析能力を強化する。
厳しい財政事情の下、より効率的な情報収集を実現するた

め、効果的な収集管理態勢の充実を図るとともに、情報保全
の重要性を踏まえつつ、関係府省を含め、知るべき者の間で
の情報共有を徹底し、高い相乗効果が期待できる総合分析を
推進する。

2　アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保障環境の
改善
国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、アジア太
平洋地域の安定化に向け、二国間・多国間の協力関係を強化
し、訓練・演習等の各種活動を適時・適切に実施するととも
に、グローバルな安全保障上の課題等に適切に対応するため、
国際平和協力活動等をより積極的に実施する。その際、特に以
下を重視する。
（1）訓練・演習の実施

自衛隊による訓練・演習を適時・適切に実施するととも
に、アジア太平洋地域における二国間・多国間による共同訓
練・演習を積極的に推進し、積極的かつ目に見える形で、地
域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すととも
に、関係国との相互運用性の向上と実際的な協力関係の構
築・強化を図る。

（2）防衛協力・交流の推進
各国及び国際機関との相互理解及び信頼関係の増進は安全

保障環境の安定化の基礎として重要である。これに加え、人
道支援・災害救援、海洋安全保障、サイバー空間及び宇宙空
間の安定的利用の確保等、共通の関心を有する安全保障上の

課題等について具体的な協力関係を構築・強化するため、ハ
イレベル交流のみならず、部隊間交流を含む様々なレベルで
二国間・多国間の防衛協力・交流を多層的に推進する。

（3）能力構築支援の推進
自衛隊がこれまでに蓄積してきた能力を有効に活用するこ

とにより、人道支援・災害救援、地雷・不発弾処理、防衛医
学等の分野における支援対象国の軍等の能力を強化し、安全
保障環境の安定化を図るとともに、支援対象国の防衛当局と
の関係強化を推進する。また、能力構築支援を積極的に実施
する米国、豪州等と連携するとともに、政府開発援助（ODA）
を始めとする外交政策との調整を十分に図りつつ、効果的か
つ効率的な能力構築支援の実施に努める。

（4）海洋安全保障の確保
海洋国家である我が国の平和と繁栄の基礎である「開かれ

安定した海洋」の秩序を強化し、海上交通の安全を確保する
ため、同盟国等とより緊密に協力し、ソマリア沖・アデン湾
における海賊に対応するほか、沿岸国自身の能力向上を支援
する。また、インド洋や南シナ海等、我が国周辺以外の海域
においても、様々な機会を利用して、海洋安全保障について
認識を共有する諸外国との共同訓練・演習を充実する。

（5）国際平和協力活動の実施
派遣先で迅速に活動を開始するため、初動態勢や輸送能力

を強化するほか、長期にわたって安定的に活動を持続できる
よう、派遣先での情報収集能力の強化や装備品の耐弾性の向
上等により一層の安全確保に努めるとともに、引き続き、通
信、補給、衛生、家族支援等に係る態勢の充実を図る。ま
た、派遣先でのニーズが高い施設部隊の態勢の充実を図り、
派遣先のニーズに一層即した国際平和協力活動の実施に努め
る。さらに、現地ミッション司令部や国連PKO局への自衛
隊員の派遣を通じ、国際平和協力活動へのより効果的な参画
を実現するとともに、かかる人材を安定的に確保するため、
長期的視点に立った人材育成に取り組む。
国際平和協力センターにおける教育内容を拡充するととも

に、国際平和協力活動等における関係府省や諸外国、非政府
組織等との連携・協力の重要性を踏まえ、同センターにおけ
る教育対象者を自衛隊員以外に拡大するなど、教育面での連
携の充実を図る。
また、国連平和維持活動の実態を踏まえ、我が国の参加の

在り方について引き続き検討する。
（6）軍備管理・軍縮及び不拡散の努力への協力

国際連合等が行う軍備管理・軍縮の分野における諸活動に
協力するため、引き続き、人的貢献を含め積極的に関与す
る。また、大量破壊兵器及びその運搬手段となり得るミサイ
ルの拡散は、我が国を含む国際社会の平和と安定に対する重
大な脅威であることから、関係国や国際機関と協力しつつ、
拡散に対する安全保障構想（PSI）への参画等の不拡散のた
めの取組を推進する。

3　防衛力の能力発揮のための基盤
（1）訓練・演習

各種事態発生時に効果的に対処し、抑止力の実効性を高め
るため、自衛隊の統合訓練・演習や日米の共同訓練・演習を
計画的かつ目に見える形で実施するとともに、これらの訓
練・演習の教訓等を踏まえ、事態に対処するための各種計画
を不断に検証し、見直しを行う。その際、全国の部隊による
北海道の良好な訓練環境の活用を拡大し、効果的な訓練・演
習を行うほか、輸送艦や民間輸送力の積極的な活用や部隊の
機動性の向上を進め、北海道に所在する練度を高めた部隊の
全国への展開を可能とする。また、自衛隊の演習場等に制約
がある南西地域における効果的な訓練・演習の実現のため、
地元との関係に留意しつつ、米軍施設・区域の自衛隊による
共同使用の拡大を図る。このほか、国内外において米海兵隊
を始めとする米軍との共同訓練に積極的に取り組み、本格的
な水陸両用作戦能力の速やかな整備に努める。
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各種事態に国として一体的に対応し得るよう、警察、消
防、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、
国民保護を含め、各種事態のシミュレーションや総合的な訓
練・演習を平素から計画的に実施する。

（2）運用基盤
各種事態発生時に迅速に展開・対処するとともに、対処態

勢を長期間にわたり持続させる上で、駐屯地・基地等が不可
欠の基盤となることを踏まえ、駐屯地・基地等の抗たん性を
高める。特に、滑走路や情報通信基盤の維持、燃料の安定的
供給の確保を始めとして、駐屯地・基地等の各種支援機能を
迅速に復旧させる能力を強化する。また、各種事態発生時に
民間空港・港湾の自衛隊による速やかな使用を可能とするた
め、特に、南西地域における展開基盤の確保に留意しつつ、
各種施策を推進する。さらに、即応性を確保するため、所要
の弾薬や補用部品等を運用上最適な場所に保管するととも
に、駐屯地・基地等の近傍等において必要な宿舎の着実な整
備を進める。このほか、対処態勢の長期にわたる持続を可能
とする観点から、隊員の家族に配慮した各種の家族支援施策
を推進する。
装備品の可動率をより低コストかつ高水準で維持できるよ

う、装備品の可動率の向上を阻む原因に係る調査を行うとと
もに、維持整備に係る成果の達成に応じて対価を支払う新た
な契約方式（PBL：Performance�Based�Logistics）につい
て、より長期の契約が予見可能性を増大させ、費用対効果の
向上につながることを踏まえつつ、その活用の拡大を図る。

（3）人事教育
近年、装備品が高度化・複雑化し、任務が多様化・国際化

する中、技能、経験、体力、士気等の様々な要素を勘案しつ
つ、精強性を維持・向上するとともに、厳しい財政事情の下
で人材を効果的に活用するため、長期的に実行可能な施策を
推進する。
（ア）階級構成及び年齢構成等

各部隊等の特性を踏まえた上で、各自衛隊の任務を最も
適切かつ継続的に遂行できる階級構成を実現するため、所
要の能力を有する幹部・准曹を適正な規模で確保・育成す
るとともに、質の高い士を計画的に確保するための施策を
推進する。
適正な年齢構成を確保するため、60歳定年職域の定年

の在り方を見直すとともに、中途退職制度の積極的な活用
やより適切な士の人事管理等、幹部・准曹・士の各階層に
おいて年齢構成の適正化のための施策を講ずるほか、自衛
官の身分保障に留意しつつ、諸外国の例も参考にしなが
ら、新たな中途退職制度に関する研究を行う。また、航空
機操縦士について、年齢構成の適正化を図るため民間部門
に操縦士として再就職させる施策（以下「割愛」という。）
を実施する。さらに、幹部や准曹の最終昇任率を見直すほ
か、精強性を維持するため、体力的要素にも配慮したより
適切な人事管理を行う。

（イ）人材の有効活用等
一層効果的な人材活用を図るため、女性自衛官の更なる

活用を進めるとともに、高度な知識・技能・経験を有する
隊員について、総合的に精強性の向上に資すると認められ
る場合には、積極的に再任用を行う。
隊員が高い士気と誇りを持って任務を遂行するため、防

衛功労章の拡充を始め、栄典・礼遇に関する施策を推進す
る。
統合運用体制を強化するため、教育・訓練の充実、統合

幕僚監部及び関係府省等における勤務等を通じ、広い視
野・発想や我が国の安全保障に関する幅広い経験を有し、
政府の一員として各種事態等に柔軟に即応できる人材を十
分に確保する。

（ウ）募集及び再就職支援
社会の少子化・高学歴化に伴い募集環境が悪化する中、

優秀な人材を将来にわたり安定的に確保するため、自衛隊
が就職対象として広く意識されるよう、国の防衛や安全保
障に関する理解を促進するための環境整備、時代の変化に
応じた効果的な募集広報、関係府省・地方公共団体等との
連携・協力の強化等を推進する。
一般の公務員より若年で退職を余儀なくされる自衛官の

生活基盤を確保することは国の責務であることを踏まえ、
地方公共団体や関係機関との連携を強化しつつ、退職自衛
官の知識・技能・経験を社会に還元するとの観点から、退
職自衛官の雇用企業等に対するインセンティブを高めるた
めの施策の検討や公的部門における退職自衛官の更なる活
用等を進め、再就職環境の改善を図る。

（エ）予備自衛官等の活用
より多様化・長期化する事態における持続的な部隊運用

を支えるため、即応予備自衛官及び予備自衛官の幅広い分
野での活用を進める。このため、司令部等への勤務も想定
した予備自衛官の任用とその専門的知識・技能に見合った
職務への割当てを進めるとともに、招集訓練を充実させ
る。また、民間輸送力の積極的な活用に向け、艦船の乗組
員としての経験を有する者を含む予備自衛官の活用につい
て検討の上、必要な措置を講ずるほか、割愛により再就職
する航空機操縦士等、専門的技能を要する予備自衛官の任
用を推進する。このほか、多様な事態に応じた招集も含
め、予備自衛官等の在り方について広く検討の上、必要な
措置を講ずる。また、予備自衛官等の充足向上のため、制
度の周知を図るとともに、予備自衛官等本人や雇用企業等
に対するインセンティブを高めるための施策を実施する。

（4）衛生
隊員の壮健性を維持し、各種事態や国際平和協力活動等の

多様な任務に対応し得る衛生機能を強化するため、自衛隊病
院の拠点化・高機能化や病院・医務室間のネットワーク化を
進め、地域医療にも貢献しつつ、防衛医科大学校病院等の運
営の改善も含め効率的かつ質の高い医療体制の確立を図る。
また、医官・看護師・救急救命士等の教育を強化し、より専
門的かつ高度な技能を有する要員の確保に努める。このほ
か、事態対処時における救急救命措置に係る制度改正を含め
た検討を行い、第一線の救護能力の向上や統合機能の充実の
観点を踏まえた迅速な後送態勢の整備を図る。さらに、防衛
医学の教育・研究拠点としての防衛医科大学校の機能を強化
する。

（5）防衛生産・技術基盤
適切な水準の防衛生産・技術基盤は、装備品の生産・運用・
維持整備のみならず、我が国の運用環境に適した装備品の研
究開発にも不可欠であり、潜在的に抑止力の向上にも寄与す
ることを踏まえ、その維持・強化を図るため、我が国の防衛
生産・技術基盤全体の将来ビジョンを示す戦略を策定する。
我が国の防衛生産・技術基盤の技術力の向上や生産性の改

善を図り、国際競争力を強化するとの観点から、我が国とし
て強みを有する技術分野を活かした、米国や英国を始めとす
る諸外国との国際共同開発・生産等の防衛装備・技術協力を
積極的に進める。また、関係府省と連携の上、防衛省・自衛
隊が開発した航空機を始めとする装備品の民間転用を進める。
その際、国際共同開発・生産等や民間転用の推進が製造事

業者と国の双方に裨益するものとなるよう検討の上、これを
推進する。

（6）装備品の効率的な取得
装備品の効果的・効率的な取得を実現するため、プロジェ

クト・マネージャーの仕組みを制度化し、装備品の構想段階
から、研究開発、量産取得、維持整備、能力向上等の段階を
経て、廃棄段階に至るまでそのライフサイクルを通じ、技術
的視点も含め、一貫したプロジェクト管理を強化する。その
際、より適正な取得価格を独自に積算できるよう、過去の契
約実績のデータベース化やそれに基づく価格推算シミュレー
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ション・モデルの整備を行う。また、コスト分析の専門家
等、装備品の取得業務に係る専門的な知識・技能・経験が必
要とされる人材について、民間の知見も活用し、積極的に育
成・配置する。さらに、このようにして分析したライフサイ
クルコストに係る見積と実績との間で一定以上の乖離が生じ
た場合には、仕様や事業計画の見直しを含めた検討を行う制
度を整備する。
取得業務の迅速かつ効率的な実施のため、透明性・公平性

を確保しつつ、随意契約が可能な対象を類型化・明確化し、
その活用を図る。また、各種の装備品の効率的な取得を可能
とする多様な契約を活用し得るよう、企業の価格低減インセ
ンティブを引き出すための契約制度の更なる整備、企業の予
見可能性を高め、コスト低減につながる更なる長期契約の導
入の可否、国際競争力を有する各企業の技術の結集を可能と
する共同企業体の活用といった柔軟な受注体制の構築等につ
いても検討の上、必要な措置を講ずる。

（7）研究開発
厳しい財政事情の下、費用対効果を踏まえつつ、自衛隊の

運用に係るニーズに合致した研究開発を優先的に実施する。
防空能力の向上のため、陸上自衛隊の中距離地対空誘導弾

と航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオットの能力を代替する
ことも視野に入れ、将来地対空誘導弾の技術的検討を進める
ほか、将来戦闘機に関し、国際共同開発の可能性も含め、戦
闘機（F-2）の退役時期までに開発を選択肢として考慮でき
るよう、国内において戦闘機関連技術の蓄積・高度化を図る
ため、実証研究を含む戦略的な検討を推進し、必要な措置を
講ずる。また、警戒監視能力の向上のため、電波情報収集機
の開発のほか、新たな固定式警戒管制レーダーや複数のソー
ナーの同時並行的な利用により探知能力を向上させたソー
ナーの研究を推進する。加えて、大規模災害を含む各種事態
発生時に柔軟な運用が可能な無人装備等の研究を行うほか、
車両、艦船及び航空機といった既存装備品の能力向上に関す
る研究開発を推進する。
新たな脅威に対応し、戦略的に重要な分野において技術的
優位性を確保できるよう、最新の科学技術動向、戦闘様相の
変化、国際共同研究開発の可能性、主要装備品相互の効果的
な統合運用の可能性等を勘案し、先進的な研究を中長期的な
視点に基づいて体系的に行うため、主要な装備品ごとに中長期
的な研究開発の方向性を定める将来装備ビジョンを策定する。
安全保障の視点から、技術開発関連情報等、科学技術に関
する動向を平素から把握し、産学官の力を結集させて、安全
保障分野においても有効に活用し得るよう、先端技術等の流
出を防ぐための技術管理機能を強化しつつ、大学や研究機関
との連携の充実等により、防衛にも応用可能な民生技術
（デュアルユース技術）の積極的な活用に努めるとともに民
生分野への防衛技術の展開を図る。
以上の点を踏まえた効果的・効率的な研究開発を実現する

ため、防衛省・自衛隊の研究開発態勢について改めて検討の
上、必要な措置を講ずる。

（8）地域コミュニティーとの連携
各種事態発生時の実効的な対処や自衛官の募集・再就職支

援等における地方公共団体等との緊密な連携の重要性を踏ま
え、防衛施設とその周辺地域とのより一層の調和を図るた
め、引き続き、防衛施設周辺対策事業を推進するとともに、
防衛省・自衛隊の政策や活動に関する積極的な広報等によ
り、地方公共団体や地元住民の理解及び協力の獲得に努め
る。
地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニ

ティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、自衛隊の
救難機等による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存
在することを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地等の配置・
運営に当たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得られ
るよう、地域の特性に配慮する。その際、中小企業者に関す

る国等の契約の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元
中小企業の受注機会の確保を図るなど、地元経済に寄与する
各種施策を推進する。

（9）情報発信の強化
自衛隊の任務の安定的な遂行には、何より国民や諸外国の

理解と支持が不可欠であることを踏まえ、発信内容の整合性
に留意しつつ、ソーシャルネットワーク等の多様な情報媒体
の更なる活用も含め、積極的かつ効果的な情報発信の充実に
努めるとともに、自衛隊の海外における活動を含む防衛省・
自衛隊の取組について、英語版ホームページの充実等を通
じ、諸外国に対する情報発信を強化する。

（10）知的基盤の強化
国民の安全保障・危機管理に対する理解を促進するため、

安全保障・危機管理の専門家としての職員の論文発表や講師
としての派遣等を通じ、教育機関等における安全保障教育の
推進に寄与する。また、防衛研究所について、市ヶ谷地区へ
の移転による政策立案部門等との連携の促進、米国や豪州を
始めとする諸外国の研究機関との研究交流の推進等により、
防衛省のシンクタンクとしての機能を強化し、防衛省が直面
する政策課題に適時・適切に対応できる組織運営に努める。

（11）防衛省改革の推進
文官と自衛官の一体感を醸成するとともに、防衛力整備の

全体最適化、統合運用機能の強化、政策立案・情報発信機能
の強化等を実現するため、防衛省の業務及び組織を不断に見
直し、改革を推進する。その際、防衛力整備の全体最適化が
図られるよう、統合運用を踏まえた防衛力の能力評価を重視
した防衛力整備の計画体系の確立等を行うとともに、外局の
設置も視野に入れ、装備品取得の効率化・最適化に向けた取
組を行う。また、自衛隊の運用の迅速性・効率性の向上のた
め、実際の部隊運用に関する業務を統合幕僚監部に一元化す
ること等により、内部部局及び統合幕僚監部の間の実態とし
ての業務の重複を解消し、運用企画局の改廃を含めた組織の
見直しを行う。

Ⅳ　日米同盟の強化のための施策
1　日米防衛協力の強化
米国の我が国及びアジア太平洋地域に対するコミットメント

を維持・強化し、我が国の安全を確保するため、我が国自身の
能力を強化することを前提として、「日米防衛協力のための指
針」の見直しを進める。
同時に、共同訓練・演習、共同の情報収集・警戒監視・偵察

（ISR）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共同使用の拡大
を推進するほか、弾道ミサイル防衛、計画検討作業、拡大抑止
協議等の各種の運用協力や政策調整を一層緊密に進める。
また、海賊対処、能力構築支援、人道支援・災害救援、平和

維持、テロ対策等の分野における協力のほか、海洋・宇宙・サ
イバー分野における協力を強化する。
さらに、情報協力及び情報保全の取組、装備・技術面での協

力等の幅広い分野で日米の協力関係を強化・拡大する。
2　在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするための取組
在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするとの観点から、

在日米軍駐留経費を安定的に確保する。
Ⅴ　整備規模
前記Ⅲに示す装備品のうち、主要なものの具体的整備規模は、

別表のとおりとする。おおむね10年程度で25大綱の別表の体制
を構築することを目指し、本計画期間においては、現下の状況に
即応するための防衛力を着実に整備することとする。

Ⅵ　所要経費
1　この計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は、平
成25年度価格でおおむね24兆6，700億円程度を目途とする。

2　本計画期間中、国の他の諸施策との調和を図りつつ、調達改
革等を通じ、一層の効率化・合理化を徹底した防衛力整備に努
め、おおむね7，000億円程度の実質的な財源の確保を図り、
本計画の下で実施される各年度の予算の編成に伴う防衛関係費
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は、おおむね23兆9，700億円程度の枠内とする。
3　この計画については、3年後には、その時点における国際情
勢、情報通信技術を始めとする技術的水準の動向、財政事情等
内外諸情勢を勘案し、必要に応じ見直しを行う。

Ⅶ　留意事項
米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元の負担軽
減を図るための在日米軍の兵力態勢見直し等についての具体的措
置及びSACO（沖縄に関する特別行動委員会）関連事業について
は、着実に実施する。
（別表）

区分 種類 整備規模

陸上自衛隊

機動戦闘車
装甲車
水陸両用車
ティルト・ローター機
輸送ヘリコプター（CH-47JA）
地対艦誘導弾
中距離地対空誘導弾
戦車
火砲（迫撃砲を除く。）

99両
24両
52両
17機
6機

9個中隊
5個中隊

44両
31両

海上自衛隊

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
その他
自衛艦建造計

（トン数）
固定翼哨戒機（P-1）
哨戒ヘリコプター（SH-60K）
多用途ヘリコプター（艦載型）

5隻
（2隻）

5隻
5隻

15隻
（約5.2万トン）

23機
23機
9機

航空自衛隊

新早期警戒（管制）機
戦闘機（F-35A）
戦闘機（F-15）近代化改修
新空中給油・輸送機
輸送機（C-2）
地対空誘導弾ペトリオットの能力向上

（PAC-3 MSE）

4機
28機
26機
3機

10機
2個群及び教育所要

共同の部隊 滞空型無人機 3機

（注）哨戒機能を有する艦載型無人機については、上記の哨戒ヘリコプ
ター（SH-60K）の機数の範囲内で、追加的な整備を行い得るもの
とする。

	資料17	 防衛装備移転三原則

平成26年4月1日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

政府は、これまで防衛装備の海外移転については、昭和42年の
佐藤総理による国会答弁（以下「武器輸出三原則」という。）及び
昭和51年の三木内閣の政府統一見解によって慎重に対処すること
を基本としてきた。このような方針は、我が国が平和国家としての
道を歩む中で一定の役割を果たしてきたが、一方で、共産圏諸国向
けの場合は武器の輸出は認めないとするなど時代にそぐわないもの
となっていた。また、武器輸出三原則の対象地域以外の地域につい
ても武器の輸出を慎むものとした結果、実質的には全ての地域に対
して輸出を認めないこととなったため、政府は、これまで個別の必
要性に応じて例外化措置を重ねてきた。
我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守
防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核
三原則を守るとの基本原則を堅持してきた。他方、現在、我が国を
取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることや我が国が複
雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していることに鑑みれ
ば、国際協調主義の観点からも、より積極的な対応が不可欠となっ
ている。我が国の平和と安全は我が国一国では確保できず、国際社
会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を
果たすことを期待している。これらを踏まえ、我が国は、今後の安
全保障環境の下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、ま
た、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく
積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の
平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に
これまで以上に積極的に寄与していくこととしている。
こうした我が国が掲げる国家安全保障の基本理念を具体的政策と

して実現するとの観点から、「国家安全保障戦略について」（平成25
年12月17日国家安全保障会議及び閣議決定）に基づき、防衛装備
の海外移転に係るこれまでの政府の方針につき改めて検討を行い、
これまでの方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安
全保障環境に適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包
括的に整理し、明確な原則を定めることとした。
防衛装備の適切な海外移転は、国際平和協力、国際緊急援助、人

道支援及び国際テロ・海賊問題への対処や途上国の能力構築といっ
た平和への貢献や国際的な協力（以下「平和貢献・国際協力」とい
う。）の機動的かつ効果的な実施を通じた国際的な平和と安全の維
持の一層積極的な推進に資するものであり、また、同盟国である米
国及びそれ以外の諸国との安全保障・防衛分野における協力の強化
に資するものである。さらに、防衛装備品の高性能化を実現しつ
つ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流
となっていることに鑑み、我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強
化、ひいては我が国の防衛力の向上に資するものである。
他方、防衛装備の流通は、国際社会への安全保障上、社会上、経

済上及び人道上の影響が大きいことから、各国政府が様々な観点を
考慮しつつ責任ある形で防衛装備の移転を管理する必要性が認識さ
れている。
以上を踏まえ、我が国としては、国際連合憲章を遵守するとの平

和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引
き続き堅持しつつ、今後は次の三つの原則に基づき防衛装備の海外
移転の管理を行うこととする。また、武器製造関連設備の海外移転
については、これまでと同様、防衛装備に準じて取り扱うものとす
る。
1　移転を禁止する場合の明確化
次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととす

る。
①当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義
務に違反する場合、

②当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反
する場合、又は

③紛争当事国（武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し
又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置
の対象国をいう。）への移転となる場合

2　移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開
上記1以外の場合は、移転を認め得る場合を次の場合に限定し、

透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的には、防衛装備の
海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、
同盟国たる米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係が
ある諸国（以下「同盟国等」という。）との国際共同開発・生産
の実施、同盟国等との安全保障・防衛分野における協力の強化並
びに装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点
から我が国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向
先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の
安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レ
ジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点において利用可能
な情報に基づいて、総合的に判断する。
また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する

重要な案件については、国家安全保障会議において審議するもの
とする。国家安全保障会議で審議された案件については、行政機
関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）
を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとする。

3　目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
上記2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確

保される場合に限定する。具体的には、原則として目的外使用及
び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付け
ることとする。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のた
め適切と判断される場合、部品等を融通し合う国際的なシステム
に参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等におい
ては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保するこ
とも可能とする。
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以上の方針の運用指針については、国家安全保障会議において
決定し、その決定に従い、経済産業大臣は、外国為替及び外国貿
易法（昭和24年法律第228号）の運用を適切に行う。
本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。

「武器」とは、輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）別表第
1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、
直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の
設計、製造又は使用に係る技術をいう。
政府としては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場か
ら、国際社会の平和と安定のために積極的に寄与していく考えで
あり、防衛装備並びに機微な汎用品及び汎用技術の管理の分野に
おいて、武器貿易条約の早期発効及び国際輸出管理レジームの更
なる強化に向けて、一層積極的に取り組んでいく考えである。

	資料18	 日米防衛協力のための指針（平成27年4月27日）

Ⅰ．防衛協力と指針の目的
平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及
び安全を確保するため、また、アジア太平洋地域及びこれを越え
た地域が安定し、平和で繁栄したものとなるよう、日米両国間の
安全保障及び防衛協力は、次の事項を強調する。
・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応
・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
・政府一体となっての同盟としての取組
・地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力
・日米同盟のグローバルな性質
日米両政府は、日米同盟を継続的に強化する。各政府は、その
国家安全保障政策に基づき、各自の防衛態勢を維持する。日本
は、「国家安全保障戦略」及び「防衛計画の大綱」に基づき防衛
力を保持する。米国は、引き続き、その核戦力を含むあらゆる種
類の能力を通じ、日本に対して拡大抑止を提供する。米国はま
た、引き続き、アジア太平洋地域において即応態勢にある戦力を
前方展開するとともに、それらの戦力を迅速に増強する能力を維
持する。
日米防衛協力のための指針（以下「指針」という。）は、二国
間の安全保障及び防衛協力の実効性を向上させるため、日米両国
の役割及び任務並びに協力及び調整の在り方についての一般的な
大枠及び政策的な方向性を示す。これにより、指針は、平和及び
安全を促進し、紛争を抑止し、経済的な繁栄の基盤を確実なもの
とし、日米同盟の重要性についての国内外の理解を促進する。
Ⅱ．基本的な前提及び考え方
指針並びにその下での行動及び活動は、次の基本的な前提及び
考え方に従う。
A．日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
（日米安全保障条約）及びその関連取極に基づく権利及び義務
並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。
B．日本及び米国により指針の下で行われる全ての行動及び活動
は、紛争の平和的解決及び国家の主権平等に関するものその他
の国際連合憲章の規定並びにその他の関連する国際約束を含む
国際法に合致するものである。
C．日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の
憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全
保障政策の基本的な方針に従って行われる。日本の行動及び活
動は、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って
行われる。
D．指針は、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその
他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、指針
は、いずれの政府にも法的権利又は義務を生じさせるものでは
ない。しかしながら、二国間協力のための実効的な態勢の構築
が指針の目標であることから、日米両政府が、各々の判断に従
い、このような努力の結果を各々の具体的な政策及び措置に適
切な形で反映することが期待される。

Ⅲ．強化された同盟内の調整
指針の下での実効的な二国間協力のため、平時から緊急事態ま

で、日米両政府が緊密な協議並びに政策面及び運用面の的確な調
整を行うことが必要となる。
二国間の安全保障及び防衛協力の成功を確かなものとするた

め、日米両政府は、十分な情報を得て、様々なレベルにおいて調
整を行うことが必要となる。この目標に向かって、日米両政府
は、情報共有を強化し、切れ目のない、実効的な、全ての関係機
関を含む政府全体にわたる同盟内の調整を確保するため、あらゆ
る経路を活用する。この目的のため、日米両政府は、新たな、平
時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置し、運用面の調整を
強化し、共同計画の策定を強化する。
A．同盟調整メカニズム
持続する、及び発生する脅威は、日米両国の平和及び安全に

対し深刻かつ即時の影響を与え得る。日米両政府は、日本の平
和及び安全に影響を与える状況その他の同盟としての対応を必
要とする可能性があるあらゆる状況に切れ目のない形で実効的
に対処するため、同盟調整メカニズムを活用する。このメカニ
ズムは、平時から緊急事態までのあらゆる段階において自衛隊
及び米軍により実施される活動に関連した政策面及び運用面の
調整を強化する。このメカニズムはまた、適時の情報共有並び
に共通の情勢認識の構築及び維持に寄与する。日米両政府は、
実効的な調整を確保するため、必要な手順及び基盤（施設及び
情報通信システムを含む。）を確立するとともに、定期的な訓
練・演習を実施する。
日米両政府は、同盟調整メカニズムにおける調整の手順及び

参加機関の構成の詳細を状況に応じたものとする。この手順の
一環として、平時から、連絡窓口に係る情報が共有され及び保
持される。

B．強化された運用面の調整
柔軟かつ即応性のある指揮・統制のための強化された二国間

の運用面の調整は、日米両国にとって決定的に重要な中核的能
力である。この文脈において、日米両政府は、自衛隊と米軍と
の間の協力を強化するため、運用面の調整機能が併置されるこ
とが引き続き重要であることを認識する。
自衛隊及び米軍は、緊密な情報共有を確保し、平時から緊急

事態までの調整を円滑にし及び国際的な活動を支援するため、
要員の交換を行う。自衛隊及び米軍は、緊密に協力し及び調整
しつつ、各々の指揮系統を通じて行動する。

C．共同計画の策定
日米両政府は、自衛隊及び米軍による整合のとれた運用を円

滑かつ実効的に行うことを確保するため、引き続き、共同計画
を策定し及び更新する。日米両政府は、計画の実効性及び柔
軟、適時かつ適切な対処能力を確保するため、適切な場合に、
運用面及び後方支援面の所要並びにこれを満たす方策をあらか
じめ特定することを含め、関連情報を交換する。
日米両政府は、平時において、日本の平和及び安全に関連す

る緊急事態について、各々の政府の関係機関を含む改良された
共同計画策定メカニズムを通じ、共同計画の策定を行う。共同
計画は、適切な場合に、関係機関からの情報を得つつ策定され
る。日米安全保障協議委員会は、引き続き、方向性の提示、こ
のメカニズムの下での計画の策定に係る進捗の確認及び必要に
応じた指示の発出について責任を有する。日米安全保障協議委
員会は、適切な下部組織により補佐される。
共同計画は、日米両政府双方の計画に適切に反映される。

Ⅳ．日本の平和及び安全の切れ目のない確保
持続する、及び発生する脅威は、日本の平和及び安全に対し深

刻かつ即時の影響を与え得る。この複雑さを増す安全保障環境に
おいて、日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状
況を含め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切
れ目のない形で、日本の平和及び安全を確保するための措置をと
る。この文脈において、日米両政府はまた、パートナーとの更な
る協力を推進する。
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日米両政府は、これらの措置が、各状況に応じた柔軟、適時か
つ実効的な二国間の調整に基づいてとられる必要があること、及
び同盟としての適切な対応のためには省庁間調整が不可欠である
ことを認識する。したがって、日米両政府は、適切な場合に、次
の目的のために政府全体にわたる同盟調整メカニズムを活用する。
・状況を評価すること
・情報を共有すること、及び
・柔軟に選択される抑止措置及び事態の緩和を目的とした行動を
含む同盟としての適切な対応を実施するための方法を立案する
こと
日米両政府はまた、これらの二国間の取組を支えるため、日本
の平和及び安全に影響を与える可能性がある事項に関する適切な
経路を通じた戦略的な情報発信を調整する。
A．平時からの協力措置
日米両政府は、日本の平和及び安全の維持を確保するため、
日米同盟の抑止力及び能力を強化するための、外交努力による
ものを含む広範な分野にわたる協力を推進する。
自衛隊及び米軍は、あらゆるあり得べき状況に備えるため、
相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化する。このため、日米
両政府は、次のものを含むが、これに限られない措置をとる。
1．情報収集、警戒監視及び偵察
日米両政府は、日本の平和及び安全に対する脅威のあらゆ

る兆候を極力早期に特定し並びに情報収集及び分析における
決定的な優越を確保するため、共通の情勢認識を構築し及び
維持しつつ、情報を共有し及び保護する。これには、関係機
関間の調整及び協力の強化を含む。
自衛隊及び米軍は、各々のアセットの能力及び利用可能性

に応じ、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）活動を行う。
これには、日本の平和及び安全に影響を与え得る状況の推移
を常続的に監視することを確保するため、相互に支援する形
で共同のISR活動を行うことを含む。
2．防空及びミサイル防衛
自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル発射及び経空の侵入に対

する抑止及び防衛態勢を維持し及び強化する。日米両政府
は、早期警戒能力、相互運用性、ネットワーク化による監視
範囲及びリアルタイムの情報交換を拡大するため並びに弾道
ミサイル対処能力の総合的な向上を図るため、協力する。さ
らに、日米両政府は、引き続き、挑発的なミサイル発射及び
その他の航空活動に対処するに当たり緊密に調整する。
3．海洋安全保障
日米両政府は、航行の自由を含む国際法に基づく海洋秩序

を維持するための措置に関し、相互に緊密に協力する。自衛
隊及び米軍は、必要に応じて関係機関との調整によるものを
含め、海洋監視情報の共有を更に構築し及び強化しつつ、適
切な場合に、ISR及び訓練・演習を通じた海洋における日米
両国のプレゼンスの維持及び強化等の様々な取組において協
力する。
4．アセット（装備品等）の防護
自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の

防衛に資する活動に現に従事している場合であって適切なと
きは、各々のアセット（装備品等）を相互に防護する。
5．訓練・演習
自衛隊及び米軍は、相互運用性、持続性及び即応性を強化

するため、日本国内外双方において、実効的な二国間及び多
国間の訓練・演習を実施する。適時かつ実践的な訓練・演習
は、抑止を強化する。日米両政府は、これらの活動を支える
ため、訓練場、施設及び関連装備品が利用可能、アクセス可
能かつ現代的なものであることを確保するために協力する。
6．後方支援
日本及び米国は、いかなる段階においても、各々自衛隊及

び米軍に対する後方支援の実施を主体的に行う。自衛隊及び
米軍は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間におけ
る後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府

とアメリカ合衆国政府との間の協定（日米物品役務相互提供
協定）及びその関連取決めに規定する活動について、適切な
場合に、補給、整備、輸送、施設及び衛生を含むが、これら
に限らない後方支援を相互に行う。

7．施設の使用
日米両政府は、自衛隊及び米軍の相互運用性を拡大し並び

に柔軟性及び抗たん性を向上させるため、施設・区域の共同
使用を強化し、施設・区域の安全の確保に当たって協力す
る。日米両政府はまた、緊急事態へ備えることの重要性を認
識し、適切な場合に、民間の空港及び港湾を含む施設の実地
調査の実施に当たって協力する。

B．日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処
同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対

処する。当該事態については地理的に定めることはできない。
この節に示す措置は、当該事態にいまだ至ってない状況におい
て、両国の各々の国内法令に従ってとり得るものを含む。早期
の状況把握及び二国間の行動に関する状況に合わせた断固たる
意思決定は、当該事態の抑止及び緩和に寄与する。
日米両政府は、日本の平和及び安全を確保するため、平時か

らの協力的措置を継続することに加え、外交努力を含むあらゆ
る手段を追求する。日米両政府は、同盟調整メカニズムを活用
しつつ、各々の決定により、次に掲げるものを含むが、これら
に限らない追加的措置をとる。
1．非戦闘員を退避させるための活動
日本国民又は米国国民である非戦闘員を第三国から安全な

地域に退避させる必要がある場合、各政府は、自国民の退避
及び現地当局との関係の処理について責任を有する。日米両
政府は、適切な場合に、日本国民又は米国国民である非戦闘
員の退避を計画するに当たり調整し及び当該非戦闘員の退避
の実施に当たって協力する。これらの退避活動は、輸送手
段、施設等の各国の能力を相互補完的に使用して実施され
る。日米両政府は、各々、第三国の非戦闘員に対して退避に
係る援助を行うことを検討することができる。
日米両政府は、退避者の安全、輸送手段及び施設、通関、

出入国管理及び検疫、安全な地域、衛生等の分野において協
力を実施するため、適切な場合に、同盟調整メカニズムを通
じ初期段階からの調整を行う。日米両政府は、適切な場合
に、訓練・演習の実施によるものを含め、非戦闘員を退避さ
せるための活動における調整を平時から強化する。

2．海洋安全保障
日米両政府は、各々の能力を考慮しつつ、海洋安全保障を

強化するため、緊密に協力する。協力的措置には、情報共有
及び国際連合安全保障理事会決議その他の国際法上の根拠に
基づく船舶の検査を含み得るが、これらに限らない。

3．避難民への対応のための措置
日米両政府は、日本への避難民の流入が発生するおそれが

ある又は実際に始まるような状況に至る場合には、国際法上
の関係する義務に従った人道的な方法で避難民を扱いつつ、
日本の平和及び安全を維持するために協力する。当該避難民
への対応については、日本が主体的に実施する。米国は、日
本からの要請に基づき、適切な支援を行う。

4．捜索・救難
日米両政府は、適切な場合に、捜索・救難活動において協

力し及び相互に支援する。自衛隊は、日本の国内法令に従
い、適切な場合に、関係機関と協力しつつ、米国による戦闘
捜索・救難活動に対して支援を行う。

5．施設・区域の警護
自衛隊及び米軍は、各々の施設・区域を関係当局と協力し

て警護する責任を有する。日本は、米国からの要請に基づ
き、米軍と緊密に協力し及び調整しつつ、日本国内の施設・
区域の追加的な警護を実施する。

6．後方支援
日米両政府は、実効的かつ効率的な活動を可能とするた

資
料
編

350日本の防衛



め、適切な場合に、相互の後方支援（補給、整備、輸送、施
設及び衛生を含むが、これらに限らない。）を強化する。こ
れらには、運用面及び後方支援面の所要の迅速な確認並びに
これを満たす方策の実施を含む。日本政府は、中央政府及び
地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有す
る能力を適切に活用する。日本政府は、自国の国内法令に従
い、適切な場合に、後方支援及び関連支援を行う。
7．施設の使用
日本政府は、日米安全保障条約及びその関連取極に従い、

必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使
用に供する。日米両政府は、施設・区域の共同使用における
協力を強化する。

C．日本に対する武力攻撃への対処行動
日本に対する武力攻撃への共同対処行動は、引き続き、日米
間の安全保障及び防衛協力の中核的要素である。
日本に対する武力攻撃が予測される場合、日米両政府は、日
本の防衛のために必要な準備を行いつつ、武力攻撃を抑止し及
び事態を緩和するための措置をとる。
日本に対する武力攻撃が発生した場合、日米両政府は、極力
早期にこれを排除し及び更なる攻撃を抑止するため、適切な共
同対処行動を実施する。日米両政府はまた、第Ⅳ章に掲げるも
のを含む必要な措置をとる。
1．日本に対する武力攻撃が予測される場合
日本に対する武力攻撃が予測される場合、日米両政府は、

攻撃を抑止し及び事態を緩和するため、包括的かつ強固な政
府一体となっての取組を通じ、情報共有及び政策面の協議を
強化し、外交努力を含むあらゆる手段を追求する。
自衛隊及び米軍は、必要な部隊展開の実施を含め、共同作

戦のための適切な態勢をとる。日本は、米軍の部隊展開を支
援するための基盤を確立し及び維持する。日米両政府による
準備には、施設・区域の共同使用、補給、整備、輸送、施設
及び衛生を含むが、これらに限らない相互の後方支援及び日
本国内の米国の施設・区域の警護の強化を含み得る。
2．日本に対する武力攻撃が発生した場合
a．整合のとれた対処行動のための基本的考え方
外交努力及び抑止にもかかわらず、日本に対する武力攻
撃が発生した場合、日米両国は、迅速に武力攻撃を排除し
及び更なる攻撃を抑止するために協力し、日本の平和及び
安全を回復する。当該整合のとれた行動は、この地域の平
和及び安全の回復に寄与する。
日本は、日本の国民及び領域の防衛を引き続き主体的に

実施し、日本に対する武力攻撃を極力早期に排除するため
直ちに行動する。自衛隊は、日本及びその周辺海空域並び
に海空域の接近経路における防勢作戦を主体的に実施す
る。米国は、日本と緊密に調整し、適切な支援を行う。米
軍は、日本を防衛するため、自衛隊を支援し及び補完す
る。米国は、日本の防衛を支援し並びに平和及び安全を回
復するような方法で、この地域の環境を形成するための行
動をとる。
日米両政府は、日本を防衛するためには国力の全ての手

段が必要となることを認識し、同盟調整メカニズムを通じ
て行動を調整するため、各々の指揮系統を活用しつつ、
各々政府一体となっての取組を進める。
米国は、日本に駐留する兵力を含む前方展開兵力を運用

し、所要に応じその他のあらゆる地域からの増援兵力を投
入する。日本は、これらの部隊展開を円滑にするために必
要な基盤を確立し及び維持する。
日米両政府は、日本に対する武力攻撃への対処におい

て、各々米軍又は自衛隊及びその施設を防護するための適
切な行動をとる。

b．作戦構想
ⅰ．空域を防衛するための作戦
自衛隊及び米軍は、日本の上空及び周辺空域を防衛す

るため、共同作戦を実施する。
自衛隊は、航空優勢を確保しつつ、防空作戦を主体的

に実施する。このため、自衛隊は、航空機及び巡航ミサ
イルによる攻撃に対する防衛を含むが、これに限られな
い必要な行動をとる。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作

戦を実施する。
ⅱ．弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦
自衛隊及び米軍は、日本に対する弾道ミサイル攻撃に

対処するため、共同作戦を実施する。
自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル発射を早期に探知す

るため、リアルタイムの情報交換を行う。弾道ミサイル
攻撃の兆候がある場合、自衛隊及び米軍は、日本に向け
られた弾道ミサイル攻撃に対して防衛し、弾道ミサイル
防衛作戦に従事する部隊を防護するための実効的な態勢
を維持する。
自衛隊は、日本を防衛するため、弾道ミサイル防衛作

戦を主体的に実施する。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作

戦を実施する。
ⅲ．海域を防衛するための作戦
自衛隊及び米軍は、日本の周辺海域を防衛し及び海上

交通の安全を確保するため、共同作戦を実施する。
自衛隊は、日本における主要な港湾及び海峡の防備、

日本周辺海域における艦船の防護並びにその他の関連す
る作戦を主体的に実施する。このため、自衛隊は、沿岸
防衛、対水上戦、対潜戦、機雷戦、対空戦及び航空阻止
を含むが、これに限られない必要な行動をとる。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作

戦を実施する。
自衛隊及び米軍は、当該武力攻撃に関与している敵に

支援を行う船舶活動の阻止において協力する。
こうした活動の実効性は、関係機関間の情報共有その

他の形態の協力を通じて強化される。
ⅳ．陸上攻撃に対処するための作戦
自衛隊及び米軍は、日本に対する陸上攻撃に対処する

ため、陸、海、空又は水陸両用部隊を用いて、共同作戦
を実施する。
自衛隊は、島嶼に対するものを含む陸上攻撃を阻止

し、排除するための作戦を主体的に実施する。必要が生
じた場合、自衛隊は島嶼を奪回するための作戦を実施す
る。このため、自衛隊は、着上陸侵攻を阻止し排除する
ための作戦、水陸両用作戦及び迅速な部隊展開を含む
が、これに限られない必要な行動をとる。
自衛隊はまた、関係機関と協力しつつ、潜入を伴うも

のを含め、日本における特殊作戦部隊による攻撃等の不
正規型の攻撃を主体的に撃破する。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作

戦を実施する。
ⅴ．領域横断的な作戦
自衛隊及び米軍は、日本に対する武力攻撃を排除し及

び更なる攻撃を抑止するため、領域横断的な共同作戦を
実施する。これらの作戦は、複数の領域を横断して同時
に効果を達成することを目的とする。
領域横断的な協力の例には、次に示す行動を含む。
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協力し

つつ、各々のISR態勢を強化し、情報共有を促進し及び
各々のISRアセットを防護する。
米軍は、自衛隊を支援し及び補完するため、打撃力の

使用を伴う作戦を実施することができる。米軍がそのよ
うな作戦を実施する場合、自衛隊は、必要に応じ、支援
を行うことができる。これらの作戦は、適切な場合に、
緊密な二国間調整に基づいて実施される。
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日米両政府は、第Ⅵ章に示す二国間協力に従い、宇宙及
びサイバー空間における脅威に対処するために協力する。
自衛隊及び米軍の特殊作戦部隊は、作戦実施中、適切

に協力する。
c．作戦支援活動
日米両政府は、共同作戦を支援するため、次の活動にお

いて協力する。
ⅰ．通信電子活動
日米両政府は、適切な場合に、通信電子能力の効果的
な活用を確保するため、相互に支援する。
自衛隊及び米軍は、共通の状況認識の下での共同作戦

のため、自衛隊と米軍との間の効果的な通信を確保し、
共通作戦状況図を維持する。

ⅱ．捜索・救難
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協力し
つつ、戦闘捜索・救難活動を含む捜索・救難活動におい
て、協力し及び相互に支援する。

ⅲ．後方支援
作戦上各々の後方支援能力の補完が必要となる場合、
自衛隊及び米軍は、各々の能力及び利用可能性に基づ
き、柔軟かつ適時の後方支援を相互に行う。
日米両政府は、支援を行うため、中央政府及び地方公

共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する
能力を適切に活用する。

iv．施設の使用
日本政府は、必要に応じ、日米安全保障条約及びその
関連取極に従い、施設の追加提供を行う。日米両政府
は、施設・区域の共同使用における協力を強化する。

ⅴ．CBRN（化学・生物・放射線・核）防護
日本政府は、日本国内でのCBRN事案及び攻撃に引
き続き主体的に対処する。米国は、日本における米軍の
任務遂行能力を主体的に維持し回復する。日本からの要
請に基づき、米国は、日本の防護を確実にするため、
CBRN事案及び攻撃の予防並びに対処関連活動におい
て、適切に日本を支援する。

D．日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動
日米両国が、各々、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処
するため、主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及
び国内法に従い、武力の行使を伴う行動をとることを決定する
場合であって、日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき、
日米両国は、当該武力攻撃への対処及び更なる攻撃の抑止にお
いて緊密に協力する。共同対処は、政府全体にわたる同盟調整
メカニズムを通じて調整される。
日米両国は、当該武力攻撃への対処行動をとっている他国と
適切に協力する。
自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が
発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由
及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の
行使を伴う適切な作戦を実施する。
協力して行う作戦の例は、次に概要を示すとおりである。
1．アセットの防護
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、アセットの防護におい

て協力する。当該協力には、非戦闘員の退避のための活動又
は弾道ミサイル防衛等の作戦に従事しているアセットの防護
を含むが、これに限らない。
2．捜索・救難
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協力しつ

つ、戦闘捜索・救難活動を含む捜索・救難活動において、協
力し及び支援を行う。
3．海上作戦
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、海上交通の安全を確保
することを目的とするものを含む機雷掃海において協力する。

自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協力しつ
つ、艦船を防護するための護衛作戦において協力する。
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協力しつ

つ、当該武力攻撃に関与している敵に支援を行う船舶活動の
阻止において協力する。

4．弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦
自衛隊及び米軍は、各々の能力に基づき、適切な場合に、
弾道ミサイルの迎撃において協力する。日米両政府は、弾道
ミサイル発射の早期探知を確実に行うため、情報交換を行う。
5．後方支援
作戦上各々の後方支援能力の補完が必要となる場合、自衛

隊及び米軍は、各々の能力及び利用可能性に基づき、柔軟か
つ適時に後方支援を相互に行う。
日米両政府は、支援を行うため、中央政府及び地方公共団

体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適
切に活用する。

E．日本における大規模災害への対処における協力
日本において大規模災害が発生した場合、日本は主体的に当

該災害に対処する。自衛隊は、関係機関、地方公共団体及び民
間主体と協力しつつ、災害救援活動を実施する。日本における
大規模災害からの迅速な復旧が日本の平和及び安全の確保に不
可欠であること、及び当該災害が日本における米軍の活動に影
響を与える可能性があることを認識し、米国は、自国の基準に
従い、日本の活動に対する適切な支援を行う。当該支援には、
捜索・救難、輸送、補給、衛生、状況把握及び評価並びにその
他の専門的能力を含み得る。日米両政府は、適切な場合に、同
盟調整メカニズムを通じて活動を調整する。
日米両政府は、日本における人道支援・災害救援活動に際し

ての米軍による協力の実効性を高めるため、情報共有によるも
のを含め、緊密に協力する。さらに、米軍は、災害関連訓練に
参加することができ、これにより、大規模災害への対処に当
たっての相互理解が深まる。

Ⅴ．地域の及びグローバルな平和と安全のための協力
相互の関係を深める世界において、日米両国は、アジア太平洋

地域及びこれを越えた地域の平和、安全、安定及び経済的な繁栄
の基盤を提供するため、パートナーと協力しつつ、主導的役割を
果たす。半世紀をはるかに上回る間、日米両国は、世界の様々な
地域における課題に対して実効的な解決策を実行するため協力し
てきた。
日米両政府の各々がアジア太平洋地域及びこれを越えた地域の

平和及び安全のための国際的な活動に参加することを決定する場
合、自衛隊及び米軍を含む日米両政府は、適切なときは、次に示
す活動等において、相互に及びパートナーと緊密に協力する。こ
の協力はまた、日米両国の平和及び安全に寄与する。
A．国際的な活動における協力
日米両政府は、各々の判断に基づき、国際的な活動に参加す

る。共に活動を行う場合、自衛隊及び米軍は、実行可能な限り
最大限協力する。
日米両政府は、適切な場合に、同盟調整メカニズムを通じ、

当該活動の調整を行うことができ、また、これらの活動におい
て三か国及び多国間の協力を追求する。自衛隊及び米軍は、円
滑かつ実効的な協力のため、適切な場合に、手順及びベストプ
ラクティスを共有する。日米両政府は、引き続き、この指針に
必ずしも明示的には含まれない広範な事項について協力する一
方で、地域的及び国際的な活動における日米両政府による一般
的な協力分野は次のものを含む。
1．平和維持活動
日米両政府が国際連合憲章に従って国際連合により権限を

与えられた平和維持活動に参加する場合、日米両政府は、適
切なときは、自衛隊と米軍との間の相互運用性を最大限に活
用するため、緊密に協力する。日米両政府はまた、適切な場
合に、同じ任務に従事する国際連合その他の要員に対する後
方支援の提供及び保護において協力することができる。
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2．国際的な人道支援・災害救援
日米両政府が、大規模な人道災害及び自然災害の発生を受

けた関係国政府又は国際機関からの要請に応じて、国際的な
人道支援・災害救援活動を実施する場合、日米両政府は、適
切なときは、参加する自衛隊と米軍との間の相互運用性を最
大限に活用しつつ、相互に支援を行うため緊密に協力する。
協力して行う活動の例には、相互の後方支援、運用面の調
整、計画策定及び実施を含み得る。
3．海洋安全保障
日米両政府が海洋安全保障のための活動を実施する場合、

日米両政府は、適切なときは、緊密に協力する。協力して行
う活動の例には、海賊対処、機雷掃海等の安全な海上交通の
ための取組、大量破壊兵器の不拡散のための取組及びテロ対
策活動のための取組を含み得る。
4．パートナーの能力構築支援
パートナーとの積極的な協力は、地域及び国際の平和及び

安全の維持及び強化に寄与する。変化する安全保障上の課題
に対処するためのパートナーの能力を強化することを目的と
して、日米両政府は、適切な場合に、各々の能力及び経験を
最大限に活用することにより、能力構築支援活動において協
力する。協力して行う活動の例には、海洋安全保障、防衛医
学、防衛組織の構築、人道支援・災害救援又は平和維持活動
のための部隊の即応性の向上を含み得る。
5．非戦闘員を退避させるための活動
非戦闘員の退避のために国際的な行動が必要となる状況に

おいて、日米両政府は、適切な場合に、日本国民及び米国国
民を含む非戦闘員の安全を確保するため、外交努力を含むあ
らゆる手段を活用する。
6．情報収集、警戒監視及び偵察
日米両政府が国際的な活動に参加する場合、自衛隊及び米

軍は、各々のアセットの能力及び利用可能性に基づき、適切
なときは、ISR活動において協力する。
7．訓練・演習
自衛隊及び米軍は、国際的な活動の実効性を強化するた

め、適切な場合に、共同訓練・演習を実施し及びこれに参加
し、相互運用性、持続性及び即応性を強化する。また、日米
両政府は、引き続き、同盟との相互運用性の強化並びに共通
の戦術、技術及び手順の構築に寄与するため、訓練・演習に
おいてパートナーと協力する機会を追求する。
8．後方支援
日米両政府は、国際的な活動に参加する場合、相互に後方

支援を行うために協力する。日本政府は、自国の国内法令に
従い、適切な場合に、後方支援を行う。

B．三か国及び多国間協力
日米両政府は、三か国及び多国間の安全保障及び防衛協力を
推進し及び強化する。特に、日米両政府は、地域の及び他の
パートナー並びに国際機関と協力するための取組を強化し、並
びにそのための更なる機会を追求する。
日米両政府はまた、国際法及び国際的な基準に基づく協力を
推進すべく、地域及び国際機関を強化するために協力する。

Ⅵ．宇宙及びサイバー空間に関する協力
A．宇宙に関する協力
日米両政府は、宇宙空間の安全保障の側面を認識し、責任あ
る、平和的かつ安全な宇宙の利用を確実なものとするための両
政府の連携を維持し及び強化する。
当該取組の一環として、日米両政府は、各々の宇宙システム
の抗たん性を確保し及び宇宙状況監視に係る協力を強化する。
日米両政府は、能力を確立し向上させるため、適切な場合に、
相互に支援し、宇宙空間の安全及び安定に影響を与え、その利
用を妨げ得る行動や事象についての情報を共有する。日米両政
府はまた、宇宙システムに対して発生する脅威に対応するため
に情報を共有し、また、海洋監視並びに宇宙システムの能力及
び抗たん性を強化する宇宙関係の装備・技術（ホステッド・ペ

イロードを含む。）における協力の機会を追求する。
自衛隊及び米軍は、各々の任務を実効的かつ効率的に達成す

るため、宇宙の利用に当たって、引き続き、早期警戒、ISR、
測位、航法及びタイミング、宇宙状況監視、気象観測、指揮、
統制及び通信並びに任務保証のために不可欠な関係する宇宙シ
ステムの抗たん性の確保等の分野において協力し、かつ政府一
体となっての取組に寄与する。各々の宇宙システムが脅威にさ
らされた場合、自衛隊及び米軍は、適切なときは、危険の軽減
及び被害の回避において協力する。被害が発生した場合、自衛
隊及び米軍は、適切なときは、関係能力の再構築において協力
する。

B．サイバー空間に関する協力
日米両政府は、サイバー空間の安全かつ安定的な利用の確保

に資するため、適切な場合に、サイバー空間における脅威及び
脆弱性に関する情報を適時かつ適切な方法で共有する。また、
日米両政府は、適切な場合に、訓練及び教育に関するベストプ
ラクティスの交換を含め、サイバー空間における各種能力の向
上に関する情報を共有する。日米両政府は、適切な場合に、民
間との情報共有によるものを含め、自衛隊及び米軍が任務を達
成する上で依拠する重要インフラ及びサービスを防護するため
に協力する。
自衛隊及び米軍は、次の措置をとる。

・各々のネットワーク及びシステムを監視する態勢を維持する
こと

・サイバーセキュリティに関する知見を共有し、教育交流を行
うこと

・任務保証を達成するために各々のネットワーク及びシステム
の抗たん性を確保すること

・サイバーセキュリティを向上させるための政府一体となって
の取組に寄与すること

・平時から緊急事態までのいかなる状況においてもサイバーセ
キュリティのための実効的な協力を確実に行うため、共同演
習を実施すること
自衛隊及び日本における米軍が利用する重要インフラ及び

サービスに対するものを含め、日本に対するサイバー事案が発
生した場合、日本は主体的に対処し、緊密な二国間調整に基づ
き、米国は日本に対し適切な支援を行う。日米両政府はまた、
関連情報を迅速かつ適切に共有する。日本が武力攻撃を受けて
いる場合に発生するものを含め、日本の安全に影響を与える深
刻なサイバー事案が発生した場合、日米両政府は、緊密に協議
し、適切な協力行動をとり対処する。

Ⅶ．日米共同の取組
日米両政府は、二国間協力の実効性を更に向上させるため、安

全保障及び防衛協力の基盤として、次の分野を発展させ及び強化
する。
A．防衛装備・技術協力
日米両政府は、相互運用性を強化し、効率的な取得及び整備

を推進するため、次の取組を行う。
・装備品の共同研究、開発、生産、試験評価並びに共通装備品
の構成品及び役務の相互提供において協力する。

・相互の効率性及び即応性のため、共通装備品の修理及び整備
の基盤を強化する。

・効率的な取得、相互運用性及び防衛装備・技術協力を強化す
るため、互恵的な防衛調達を促進する。

・防衛装備・技術に関するパートナーとの協力の機会を探求す
る。

B．情報協力・情報保全
・日米両政府は、共通の情勢認識が不可欠であることを認識
し、国家戦略レベルを含むあらゆるレベルにおける情報協力
及び情報共有を強化する。

・日米両政府は、緊密な情報協力及び情報共有を可能とするた
め、引き続き、秘密情報の保護に関連した政策、慣行及び手
続の強化における協力を推進する。
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・日米両政府はまた、情報共有に関してパートナーとの協力の
機会を探求する。

C．教育・研究交流
日米両政府は、安全保障及び防衛に関する知的協力の重要性
を認識し、関係機関の構成員の交流を深め、各々の研究・教育
機関間の意思疎通を強化する。そのような取組は、安全保障・
防衛当局者が知識を共有し協力を強化するための恒久的な基盤
となる。

Ⅷ．見直しのための手順
日米安全保障協議委員会は、適切な下部組織の補佐を得て、こ
の指針が変化する情況に照らして適切なものであるか否かを定期
的に評価する。日米同盟関係に関連する諸情勢に変化が生じ、そ
の時の状況を踏まえて必要と認める場合には、日米両政府は、適
時かつ適切な形でこの指針を更新する。

	資料19	 再編の実施のための日米ロードマップ（仮訳）
� （ワシントンDC、平成18年5月1日）

概観
2005年10月29日、日米安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、
その文書「日米同盟：未来のための変革と再編」において、在日米
軍及び関連する自衛隊の再編に関する勧告を承認した。その文書に
おいて、閣僚は、それぞれの事務当局に対して、「これらの個別的
かつ相互に関連する具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日
程を含めた計画を2006年3月までに作成するよう」指示した。この
作業は完了し、この文書に反映されている。
再編案の最終取りまとめ
個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これらの再編
を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍
のプレゼンスが確保されることとなる。
これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用
は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。米国政府
は、これらの案の実施により生ずる運用上の費用を負担する。両政
府は、再編に関連する費用を、地元の負担を軽減しつつ抑止力を維
持するという、2005年10月29日の日米安全保障協議委員会文書に
おけるコミットメントに従って負担する。
実施に関する主な詳細
1　沖縄における再編
（a）普天間飛行場代替施設
●日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野古岬とこ
れに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、
V字型に配置される2本の滑走路はそれぞれ1600メートル
の長さを有し、2つの100メートルのオーバーランを有す
る。各滑走路の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて
1800メートルとなる（別添の2006年4月28日付概念図参
照）。この施設は、合意された運用上の能力を確保すると
ともに、安全性、騒音及び環境への影響という問題に対処
するものである。

●合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施設をキャ
ンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブ
の施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行わ
れる。

●普天間飛行場代替施設の建設は、2014年までの完成が目
標とされる。

●普天間飛行場代替施設への移設は、同施設が完全に運用上
の能力を備えた時に実施される。

●普天間飛行場の能力を代替することに関連する、航空自衛
隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使用のための施設整
備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に、必
要に応じて、行われる。

●民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、
二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の
返還を実現するために適切な措置がとられる。

●普天間飛行場代替施設の工法は、原則として、埋立てとな

る。
●米国政府は、この施設から戦闘機を運用する計画を有して
いない。

（b）兵力削減とグアムへの移転
●約8000名の第3海兵機動展開部隊の要員と、その家族約
9000名は、部隊の一体性を維持するような形で2014年ま
でに沖縄からグアムに移転する。移転する部隊は、第3海
兵機動展開部隊の指揮部隊、第3海兵師団司令部、第3海
兵後方群（戦務支援群から改称）司令部、第1海兵航空団
司令部及び第12海兵連隊司令部を含む。

●対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハ
ンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区
といった施設から移転する。

●沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘
支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素か
ら構成される。

●第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び
インフラの整備費算定額102.7億ドルのうち、日本は、こ
れらの兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の
強い希望を認識しつつ、これらの兵力の移転が可能となる
よう、グアムにおける施設及びインフラ整備のため、�28億
ドルの直接的な財政支援を含め、60.9億ドル（2008米会計
年度の価格）を提供する。米国は、グアムへの移転のため
の施設及びインフラ整備費の残りを負担する。これは、
2008米会計年度の価格で算定して、財政支出31.8億ドル
と道路のための約10億ドルから成る。

（c）土地の返還及び施設の共同使用
●普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及び
グアムへの第3海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖
縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当
規模の土地の返還が可能となる。

●双方は、2007年3月までに、統合のための詳細な計画を作
成する。この計画においては、以下の6つの候補施設につ
いて、全面的又は部分的な返還が検討される。
○キャンプ桑江：全面返還。
○キャンプ瑞慶覧：部分返還及び残りの施設とインフラの
可能な限りの統合。

○普天間飛行場：全面返還（上記の普天間飛行場代替施設
の項を参照）。

○牧港補給地区：全面返還。
○那覇港湾施設：全面返還（浦添に建設される新たな施設
（追加的な集積場を含む。）に移設）。
○陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム：全面返還。

●返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残
る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設され
る。これらの移設は、対象施設の返還前に実施される。

●SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、
SACOによる移設・返還計画については、再評価が必要と
なる可能性がある。

●キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用される。
施設整備を必要としない共同使用は、2006年から可能と
なる。

●航空自衛隊は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍と
の共同訓練のために嘉手納飛行場を使用する。

（d）再編案間の関係
●全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編案は、相
互に結びついている。

●特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第3海兵機動
展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了
に懸かっている。

●沖縄からグアムへの第3海兵機動展開部隊の移転は、（1）
普天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、（2）
グアムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本
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の資金的貢献に懸かっている。
2　米陸軍司令部能力の改善
●キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008米会計年度までに改
編される。その後、陸上自衛隊中央即応集団司令部が、2012
年度（以下、日本国の会計年度）までにキャンプ座間に移転
する。自衛隊のヘリコプターは、キャンプ座間のキャス
ナー・ヘリポートに出入りすることができる。
●在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその
他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設され
る。
●この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補給廠の効
率的かつ効果的な使用のための以下の措置が実施される。
○相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため（約15ヘ
クタール）、また、道路及び地下を通る線路のため（約2
ヘクタール）に返還される。影響を受ける住宅は相模原住
宅地区に移設される。

○相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分（約35ヘ
クタール）は、緊急時や訓練目的に必要である時を除き、
地元の使用に供される。

○キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部（1.1ヘク
タール）は、影響を受ける住宅のキャンプ座間内での移設
後に、日本国政府に返還される。チャペル・ヒル住宅地区
における、あり得べき追加的な土地返還に関する更なる協
議は、適切に行われる。

3　横田飛行場及び空域
●航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010年度に横
田飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画
は、施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。
●横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛
に関する調整を併置して行う機能を含む。日本国政府及び米
国政府は、自らが必要とする装備やシステムにつきそれぞれ
資金負担するとともに、双方は、共用する装備やシステムの
適切な資金負担について調整する。
●軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空
機の航行を円滑化するため、以下の措置が追求される。
○民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既
存の手続について情報提供するプログラムを2006年度に
立ち上げる。

○横田空域の一部について、2008年9月までに管制業務を日
本に返還する。返還される空域は、2006年10月までに特
定される。

○横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないとき
に管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するため
の手続を2006年度に作成する。

○日本における空域の使用に関する、民間及び（日本及び米
国の）軍事上の所要の将来の在り方を満たすような、関連
空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括
的に検討する一環として、横田空域全体のあり得べき返還
に必要な条件を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進
入管制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米軍と
日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。
この検討は2009年度に完了する。

●日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共
同使用の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始か
ら12か月以内に終了する。
○この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全
及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理
解の下で行われる。

○両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その上で軍民
共同使用に関する適切な決定を行う。

4　厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐
●第5空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐は、
F／A-18、EA-6B、E-2C及びC-2航空機から構成され、（1）

必要な施設が完成し、（2）訓練空域及び岩国レーダー進入管
制空域の調整が行われた後、2014年までに完了する。

●厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要を考慮し
つつ、厚木飛行場において、海上自衛隊EP-3、OP-3、UP-3
飛行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な
施設が整備される。

●KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設
とともに、岩国飛行場を拠点とする。航空機は、訓練及び運
用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にロー
テーションで展開する。KC-130航空機の展開を支援するた
め、鹿屋基地において必要な施設が整備される。

●海兵隊CH-53Dヘリは、第3海兵機動展開部隊の要員が沖縄か
らグアムに移転する際に、岩国飛行場からグアムに移転する。
●訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、自衛隊及
び民間航空機（隣接する空域内のものを含む）の訓練及び運
用上の所要を安全に満たすよう、合同委員会を通じて、調整
される。

●恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を行うため
の二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施設を2009年7月又
はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする。
●将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる。

5　ミサイル防衛
●双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサイル防衛
能力を向上させることに応じて、緊密な連携が継続される。

●新たな米軍のXバンド・レーダー・システムの最適な展開地
として航空自衛隊車力分屯基地が選定された。レーダーが運
用可能となる2006年夏までに、必要な措置や米側の資金負
担による施設改修が行われる。

●米国政府は、Xバンド・レーダーのデータを日本国政府と共
有する。

●米軍のパトリオットPAC-3能力が、日本における既存の米
軍施設・区域に展開され、可能な限り早い時期に運用可能と
なる。

6　訓練移転
●双方は、2007年度からの共同訓練に関する年間計画を作成
する。必要に応じて、2006年度における補足的な計画が作
成され得る。

●当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の3つ
の米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城
及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練に参加する。
双方は、将来の共同訓練・演習のための自衛隊施設の使用拡
大に向けて取り組む。

●日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛
隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する。

●移転される訓練については、施設や訓練の所要を考慮して、
在日米軍が現在得ることのできる訓練の質を低下させること
はない。

●一般に、共同訓練は、1回につき1～5機の航空機が1～7日
間参加するものから始め、いずれ、6～12機の航空機が8～
14日間参加するものへと発展させる。

●共同使用の条件が合同委員会合意で定められている自衛隊施
設については、共同訓練の回数に関する制限を撤廃する。各
自衛隊施設の共同使用の合計日数及び1回の訓練の期間に関
する制限は維持される。

●日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されること
に留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する。

（別添概念図省略）

	資料20	 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表（仮訳）
	 （平成24年4月27日）

日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表（概要）
前文
（1）2006年5月の「再編のロードマップ」に定められた計画の
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調整を決定。
（2）海兵隊の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ず
る嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設
に関する進展から切り離すことを決定。

（3）米海兵隊の新しい態勢に加え、日本の防衛態勢の強化及び
日米間の動的防衛協力の推進により、日米同盟全体の抑止力が
強化される旨確認。

1．グアムと沖縄における部隊構成（人数は定員）
（1）米国は、海兵空地任務部隊（MAGTF）を沖縄、グアム、
ハワイに置くとともに、豪州へのローテーション展開を構築す
る。

（2）約9000人の海兵隊員が沖縄から日本国外に移転。
（3）沖縄における海兵隊の最終的なプレゼンスは「再編ロード
マップ」の水準と一致。

（4）グアムにおける海兵隊は約5000人となる。
（5）海兵隊のグアム移転に係る米国政府による暫定的な費用見
積りは、86億ドル。日本側の財政的コミットメントは、2009
年のグアム協定の真水（2008米会計年度ドルで28億ドルが限
度）となる。他の形態での財政支援（出融資）は利用しない。
次項2.（2）の協力で貢献する場合もこのコミットメントの
内数。

2．地域の平和、安定及び繁栄を促進するための新たなイニシア
ティブ
（1）アジア太平洋地域の平和、安定及び繁栄を促進する重要性
を確認。日本政府はODAの戦略的な活用（例：沿岸国への巡
視船の提供等）を含む様々な措置をとる。

（2）日米両政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦において日
米が共同使用する訓練場の整備に向けた協力を検討し、2012
年末までに協力分野を特定。

3．沖縄における土地返還
（1）　①手続後の速やかな返還が可能な区域

：キャンプ瑞慶覧の一部（西普天間住宅地区、及び施
設技術部地区内の倉庫地区の一部）、牧港補給地区
の一部（北側進入路、第5ゲート付近）

②県内移設後に返還が可能な区域
：牧港補給地区の一部（倉庫地区の大半を含む）、
キャンプ瑞慶覧の一部（インダストリアル・コリ
ドー等）、キャンプ桑江、那覇港湾施設、陸軍貯油
施設第1桑江タンク・ファーム

③海兵隊の国外移転後に返還が可能な区域
：キャンプ瑞慶覧の一部、牧港補給地区の残余

（2）沖縄に残る施設・区域の統合計画を日米が共同で2012年末
までに作成。

4．普天間代替施設と普天間飛行場
（1）現行の移設案が唯一の有効な解決策であることを再確認。
（2）代替施設が完全に運用可能となるまでの間、普天間飛行場
を安全に運用し、環境を保全するために必要となる補修事業に
ついて、日米が相互に貢献。

（以上）
共同発表の全文（仮訳）については、防衛省ホームページをご参

照ください。（http://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/kyougi/
js20120427_j.html）

	資料21	 日米協議（閣僚級）の実績（12（平成24）年以降）

年 月 日 会議／場所 出 席 者 概要・成果など
12.8.3 日米防衛相会談

／ワシントン
森本防衛大臣
パネッタ国防長官

・指針について今後研究・議論していくことの重要性につき一致
・日米の「動的防衛協力」の検討を加速させることで合意
・装備・技術協力、BMDなどについて意見交換
・米軍再編に関する「2＋2」共同発表の合意実現に努力することで一致
・オスプレイについて意見交換

12.9.17 日米防衛相会談
／東京

森本防衛大臣
パネッタ国防長官

・日米の「動的防衛協力」について、日米間の連携などを確認
・指針に関する研究・議論の重要性につき再確認
・Xバンドレーダー（TPY-2レーダー）を含めた日米間の調整を継続することで一致
・オスプレイについて意見交換
・米軍再編に関する「2＋2」共同発表の合意実現に全力で取り組むことを再確認

13.4.29 日米防衛相会談
／ワシントン

小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・日米の協力関係を新たな段階に高めていくことの重要性につき一致
・米側より、尖閣諸島に日米安保条約第5条が適用されること、同諸島をめぐる現状変更を試みる力による一方的

な行為に反対する旨発言
・指針見直しの前提となる戦略環境認識に関する議論の進展を歓迎し、引き続き精力的に議論することで一致
・ISR作業部会が設置され、共同の警戒監視活動など平素からの協力に関する検討の進展を確認
・TPY-2レーダーのわが国への早期配備に向けた作業を加速化することで一致
・在日米軍の再編を着実に進めることで一致

13.8.28 日米防衛相会談
／ブルネイ

小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・尖閣諸島に関する米国の立場を再確認
・サイバー・セキュリティ分野における日米防衛協力の一層の促進の重要性につき確認
・指針見直しの前提となる戦略環境認識に関する議論の進展を歓迎し、引き続き精力的に議論することで一致
・在日米軍の再編を着実に進めることで一致
・HH-60ヘリコプターの墜落事故を受け、日本側より公共の安全への配慮、安全対策、事故原因の究明などについ

て要請。米側より周辺地域の安全性を最大限確保していく旨発言
・オスプレイの安全な運用について意見交換

13.10.3 日米防衛相会談
／東京

小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・尖閣諸島に関する米国の立場を再確認
・日米豪、日米韓の三か国の協力を進展させることを確認
・両国防衛当局間における「サイバー防衛政策ワーキンググループ」の設置を歓迎
・指針見直しについて精力的に議論することで一致
・TPY-2レーダーの早期配備に向けた作業を加速化することで一致
・在日米軍の再編を着実に進めることで一致
・オスプレイの安全な運用について意見交換

13.10.3 日米安全保障協議
委員会（「2＋2」）
／東京

小野寺防衛大臣
岸田外務大臣
ヘーゲル国防長官
ケリー国務長官

・同盟をよりバランスのとれた、より実効的なものとし、日米が十全なパートナーとなることを決意
・日本側による、NSC設置やNSSの策定準備、安全保障の法的基盤の再検討、防衛予算の増額、防衛大綱の見直

し、防衛力の強化の取組を米側が歓迎
・指針見直し作業を2014年末までに完了させるようSDC（防衛協力小委員会）に指示
・サイバー・宇宙分野を含む安全保障・防衛面での二国間の協力の強化につき一致
・日米豪、日米韓の三か国間協力など地域における協力を強化することで一致
・キャンプ・シュワブ辺野古崎地区への移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である

ことを確認
・2009年のグアム協定の改正議定書への署名を発表
・P-8、グローバル・ホークなどより高度な能力を日本国内に配備・展開することの重要性を確認

14.4.6 日米防衛相会談
／東京

小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・尖閣諸島に関する米国の立場を再確認
・東シナ海などにおける力を背景とした現状変更の試みに反対することで一致
・日米豪、日米韓の三か国の協力を進展させ、東南アジア諸国との協力を今後強化することで一致
・指針見直しをはじめとする幅広い日米間の防衛協力を着実に進め、日米同盟の抑止力および対処能力を強化する

ことで一致
・米側より2017年までに弾道ミサイル防衛機能を備えたイージス艦2隻を日本へ追加配備する計画に言及
・防衛装備移転三原則の趣旨を説明し、米側がこのような取組を歓迎
・沖縄の負担軽減の取組につき具体的な協力を一層進展させることを確認
・米軍再編をめぐる進展を改めて歓迎
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年 月 日 会議／場所 出 席 者 概要・成果など
14.5.31 日米防衛相会談

／シンガポール
小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・東シナ海などにおける力を背景とした現状変更の試みに反対することで一致
・日本側よりグローバル・ホークの三沢飛行場の一時展開や、TPY-2レーダーの追加配備を歓迎
・東南アジア諸国との協力を引き続き強化することで一致
・日本側より日本の安全保障政策にかかる国内での議論について説明。米側より日本側のこうした取組を歓迎し、

支持すると発言
・指針見直しをはじめとする幅広い日米間の防衛協力を着実に進め、日米同盟の抑止力および対処能力を強化する

ことで一致
・米軍再編を早期かつ着実に進めることで一致
・普天間飛行場代替施設の建設工事など、在日米軍の再編を早期かつ着実に進めることで一致
・沖縄の負担軽減の取組につき具体的な協力を進展させることを確認

14.7.11 日米防衛相会談
／ワシントン

小野寺防衛大臣
ヘーゲル国防長官

・尖閣諸島に関する米国の立場を確認
・東シナ海等における力を背景とした現状変更の試みに反対することで一致
・日米二国間の緊密な連携に加えて、日米韓、日米豪といった三か国間の協力を進展させていくことで一致
・日本側から、新たな安全保障法制の整備に関する閣議決定の趣旨を説明し、米側がこのような取組を歓迎・支持
・指針の見直し作業に関して、しかるべきタイミングで中間報告を行うことで一致
・防衛装備移転三原則を踏まえ、二国間の装備・技術協力を更に深化させていくことで一致
・普天間飛行場のキャンプ・シュワブへの移設を含め、在日米軍の再編を早期かつ着実に進めることで一致
・KC-130飛行隊の普天間飛行場から岩国飛行場への移駐を歓迎
・日本側から、普天間飛行場における外来機の飛来による騒音等の問題を提起し、米側としても沖縄における米軍

のプレゼンスの影響を緩和する措置の検討にコミットしているとの立場を表明
15.4.8 日米防衛相会談

／東京
中谷防衛大臣
カーター国防長官

・尖閣諸島に関する米国の立場を確認
・引き続き、東シナ海を含めいかなる地域においても力による現状変更の試みに反対することで一致
・指針の見直し作業を通じて日米同盟を更に強化していくとの強い意思を確認
・日本側から、安全保障法制の整備に係る検討状況を説明し、米側はこうした取組を歓迎・支持
・宇宙・サイバー空間の安定的利用に対するリスクが日米共通の安全保障上の課題となっていることを踏まえ、そ

れぞれの事務当局に対して、宇宙に関する防衛当局間の協力の新たな枠組みを検討するよう指示
・F-35戦闘機の整備拠点（リージョナル・デポ）を日本に設置する米国の決定といった日米共通の整備基盤構築に

向けた取組の進展を歓迎するとともに、二国間の装備・技術協力を更に深化させていくことで一致
・キャンプ・シュワブへの移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認
・日本側から、沖縄の負担軽減について引き続きの協力を要請し、米側より沖縄における米軍のプレゼンスの影響

を緩和する措置の検討にコミットしているとの立場を表明
15.4.27 日米安全保障協議

委 員 会（「2＋2」）
／ニューヨーク

中谷防衛大臣
岸田外務大臣
カーター国防長官
ケリー国務長官

・新ガイドラインを発表、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことを確認
・尖閣諸島に関する米国の立場を再確認（共同発表でも明記）
・昨今の南シナ海情勢を含め、「法の支配」の重要性について認識を共有し、一方的な現状変更の試みは放置できず、

国際社会と連携して様々な取組を推進していくことで一致
・キャンプ・シュワブへの移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認
・日本側から、沖縄の負担軽減について協力を要請し、米側からも負担軽減に対するコミットメントあり
・環境補足協定について、可能な限り迅速に同協定に付随する文書の交渉を継続する意図を確認

15.4.28 日米防衛相会談
／ワシントン

中谷防衛大臣
カーター国防長官

・南シナ海情勢について意見交換し、東南アジア諸国との協力を引き続き強化させていくことで一致
・日米韓防衛協力を更に進展させていくことで一致
・新ガイドラインが日米同盟の抑止力と対処力を強化するものであること及び新ガイドラインを直ちに実施してい

くことの重要性を確認
・日本側から、安全保障法制の整備について説明し、米側は、日本のこうした取組を歓迎・支持
・宇宙に関する両国防衛当局間における協力の枠組みとなる「宇宙協力ワーキンググループ」が設置されたことを

歓迎
・キャンプ・シュワブへの移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認
・日本側から、沖縄の負担軽減の重要性について説明した上で協力を要請し、米側から、沖縄の基地統合に係る二

国間の計画の実現などの努力を継続していく旨発言
・互恵的な防衛調達のための枠組みの早期合意を目指すとともに、装備・技術協力を更に深化させていくことで一

致
15.5.30 日米防衛相会談

／シンガポール
中谷防衛大臣
カーター国防長官

・東シナ海、南シナ海等における力を背景とした現状変更の試みに反対することで一致
・日米韓、日米豪といった三か国間の防衛協力を更に進展させていくことで一致
・地域の平和と安定に寄与するとの観点から、東南アジア諸国との協力を引き続き強化させていくことで一致
・日本側から、平和安全法制が先般閣議決定され、国会での審議が始まった旨説明。今般の法制が新ガイドライン

の実効性の確保につながることを確認
・新しい同盟調整メカニズムの設置、共同計画の策定、物品役務相互提供協定の迅速な交渉といった、新ガイドラ

インの実効性確保のための取組を引き続きしっかりと進めていくことを確認
・「サイバー防衛政策ワーキンググループ」におけるこれまでの検討の成果がとりまとめられたことを歓迎し、サイ

バー空間に関する日米協力を一層強化していくことで一致
・日本側から、一日も早い普天間飛行場の返還とキャンプ・シュワブへの移設に向けて引き続き全力で取組んでい

る旨説明するとともに、キャンプ・シュワブへの移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解
決策である旨発言

・日本側から、沖縄の負担軽減の重要性について説明した上で協力を要請し、米側から、沖縄の負担軽減について
引き続き協力していく旨発言

・日本側から、2017年からのCV-22オスプレイの日本への配備について、日米同盟の抑止力・対処力を向上させ、
アジア太平洋地域の安定に資するものであるとして国民に説明をしているところであるが、ハワイで事故が発生
したこともあり、今回の事故に係るものを含め、安全性の確保の観点から必要な情報提供を要請。米側からは、
必要な情報提供を行っていく、既に配備されているMV-22を含め、オスプレイの安全な運用を改めて徹底する旨
発言
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	資料22	 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表（仮訳）
	 （平成25年10月3日）

＜より力強い同盟とより大きな責任の共有に向けて＞
（概要）

Ⅰ．概観
（1）日米同盟の戦略的な構想
●よりバランスのとれた、より実効的な同盟とし、日米が十全
なパートナーとなることを決意。
●民主主義等の両国が共有する価値を反映。地域の平和・安
全・安定・経済的な繁栄を促進。
●基礎となる取組：①日米防衛協力のための指針（ガイドライ
ン）の見直し、②安保・防衛協力の拡大、③在日米軍再編を
支える新たな措置。

（2）米国のアジア太平洋地域重視の取組の継続、在日米軍再編
へのコミットメントを改めて表明。

（3）日本の安全保障政策
●国際社会が直面する課題への対処に一層積極的に貢献。
●日米同盟の枠組みにおける日本の役割を拡大するため、米国
との緊密な調整を継続。
●具体的な取組：①国家安全保障会議（NSC）設置及び国家安
全保障戦略（NSS）策定の準備、②集団的自衛権の行使に関
する事項を含む安全保障の法的基盤の再検討、③防衛予算の
増額、④防衛大綱の見直し、⑤防衛力の強化、⑥地域への貢
献の拡大。
●米国はこれらの取組を歓迎し、日本と緊密に連携していくと
のコミットメントを改めて表明。

（4）地域情勢認識
●平和と安全に対する脅威及び国際的な規範への挑戦：①北朝
鮮の核・ミサイル計画や人道上の懸念、②海洋における力に
よる安定を損ねる行動、③宇宙及びサイバー空間におけるか
く乱をもたらす活動、④大量破壊兵器の拡散、等。中国に対
し、地域の安定及び繁栄において責任ある建設的な役割を果
たし、国際的な行動規範を遵守し、急速に拡大する軍事面で
の資源の投入を伴う軍事上の近代化に関する開放性・透明性
を向上させるよう引き続き促していく。

Ⅱ．二国間の安全保障及び防衛協力
（1）日米防衛協力のための指針
●1997年の日米防衛協力のための指針（ガイドライン）を見
直し。
●目的：①日米防衛協力の中核的要素である日本に対する武力
攻撃への対処能力の確保、②同盟のグローバルな性質を反映
する協力範囲の拡大、③地域のパートナーとのより緊密な安
全保障協力の促進、④協議・調整メカニズムの強化、⑤相互
の能力強化に基づく適切な役割分担の提示、⑥効果的・効率
的・シームレスな対応を確保するための緊急事態における防
衛協力の指針となる概念の評価、⑦同盟強化を可能とする追
加的な方策の探求、を含む。
●2014年末までに防衛協力小委員会（SDC）の作業を完了さ
せるよう指示。

（2）BMD協力：2基目のTPY-2レーダーの配備先として、経ヶ
岬分屯基地を選定する意図を確認。

（3）サイバー空間における協力：民間部門との緊密な調整の必
要性。政府一体となっての取組を促進。サイバー防衛政策作業
部会の実施要領の署名を歓迎。

（4）宇宙における協力：日米宇宙状況監視（SSA）協力取極の
締結、宇宙航空研究開発機構（JAXA）による米国へのSSA
情報提供の早期実現を歓迎。

（5）共同ISR（情報収集・警戒監視・偵察）：防衛当局間のISR
作業部会の設置を歓迎。

（6）施設の共同使用：南西諸島等における自衛隊の態勢強化等
のため、共同使用作業部会の取組を歓迎。共同使用の進展は、
地元とのより堅固な関係を構築し、同盟の抑止力を強化。

（7）計画検討：二国間の作業の進展を歓迎し、精緻化への取組

を再確認。
（8）防衛装備・技術協力：装備・技術協力の議論と役割・任
務・能力に関する対話の連携を歓迎。
武器輸出三原則等の検討が行われているところ、F-35製造

への日本企業の参画等の連携を通じ、協力は深化。
（9）拡大抑止協議：拡大抑止協議の成果に満足の意をもって留
意。同協議を定期的に開催。

（10）情報保全：情報保全の法的枠組みの構築における日本の真
剣な取組を歓迎。

（11）共同訓練・演習：沖縄県外の訓練を増加させるため様々な機
会を活用することを決定。これには、オスプレイの沖縄での駐留・
訓練時間の削減につながる日本本土等での運用への参加を含む。

（12）在日米軍駐留経費負担（HNS）：HNSの重要性を確認。
Ⅲ．地域への関与
（1）能力構築：能力構築における連携を決定。日本の政府開発
援助の戦略的な活用を歓迎。

（2）海洋安全保障：海洋安全保障及び海賊対策で更に協力する
意図を確認。

（3）人道支援・災害救援：二国間の協力を拡大。三か国間及び
多国間の協力を促進することを奨励。

（4）三か国間協力：豪州及び韓国との定期的な三か国間の対話
の成功に留意。

（5）多国間協力：経済・安保協力を促進する枠組みを強化する
取組の重要性に留意。

Ⅳ．在日米軍再編
（1）沖縄における再編
●土地の返還：2013年4月の統合計画に基づく土地の返還に関
する進展を歓迎。

●普天間飛行場の移設：キャンプ・シュワブ辺野古崎地区への
移設が普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の
解決策であることを確認。両政府の強いコミットメントを再
確認。米国は、2013年3月の日本政府による沖縄県への公有
水面埋立承認願書の提出を含む最近の進展を歓迎。

●ホテル・ホテル訓練区域：2013年11月末までに、同区域の一
部における使用制限の一部解除について原則的取決めを作成
するよう指示。その他のあり得べき措置について協議を継続。
●環境：返還前の土地の利用計画策定の円滑化を目的として、
2013年11月末までに、返還予定の米軍施設及び区域への立
入りの枠組みに実質的に了解することを決定。

（2）岩国
●KC-130飛行隊の普天間飛行場から岩国飛行場への移駐に関
する協議の加速化を確認。

●海上自衛隊が岩国飛行場に維持されることを確認。
●第5空母航空団の岩国飛行場への移駐が、2017年頃までに完
了することを認識。

（3）グアム
●在沖縄米海兵隊の日本国外への移転の重要性（沖縄への影響
の軽減、米軍の前方プレゼンスの維持、グアムの戦略的な拠
点としての発展の促進）を確認。

●2009年のグアム協定の改正議定書への署名を発表。
●グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場の整備に対す
る日本国の資金提供の重要性に留意。この資金提供は、米海
兵隊のグアム移転を支え、自衛隊及び米軍による訓練場の共
同使用を可能とし、同盟にとり有益。

●訓練場を含む施設及び基盤の整備に関する費用の内訳を示す
作業を完了。

●2020年代の前半に沖縄からグアムへの米海兵隊部隊の移転
が開始することを公表。

（4）高度な能力
●より高度な能力を日本国内に配備・展開することの重要性を
確認：①MV-22、②P-8（2013年12月以降）、③グローバ
ル・ホーク（2014年春以降）、④F-35B（2017年）。

（了）
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共同発表の全文（仮訳）については、防衛省ホームページをご参
照ください。（http://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/kyougi/
js20131003_j.html）

	資料23	 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表（仮訳）
	 （平成27年4月27日）

変化する安全保障環境のためのより力強い同盟
新たな日米防衛協力のための指針

1．概観
2015年4月27日、ニューヨークにおいて、岸田文雄外務大臣、
中谷元防衛大臣、ジョン・ケリー国務長官及びアシュトン・カー
ター国防長官は、日米安全保障協議委員会（SCC）を開催した。
変化する安全保障環境に鑑み、閣僚は、日本の安全並びに国際の
平和及び安全の維持に対する同盟のコミットメントを再確認し
た。
閣僚は、見直し後の新たな「日米防衛協力のための指針」（以
下「指針」という。）の了承及び発出を公表した。この指針は、
日米両国の役割及び任務を更新し、21世紀において新たに発生
している安全保障上の課題に対処するための、よりバランスのと
れた、より実効的な同盟を促進するものである。閣僚は、様々な
地域の及びグローバルな課題、二国間の安全保障及び防衛協力を
多様な分野において強化するためのイニシアティブ、地域協力の
強化の推進並びに在日米軍の再編の前進について議論した。
2015年の米国国家安全保障戦略において明記されているとお
り、米国はアジア太平洋地域へのリバランスを積極的に実施して
いる。核及び通常戦力を含むあらゆる種類の米国の軍事力によ
る、日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメントがこの
取組の中心にある。日本は、この地域における米国の関与を高く
評価する。この文脈において、閣僚は、地域の平和、安全及び繁
栄の推進における日米同盟の不可欠な役割を再確認した。
日本が国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の政策を継続
する中で、米国は、日本の最近の重要な成果を歓迎し、支持す
る。これらの成果には、切れ目のない安全保障法制の整備のため
の2014年7月1日の日本政府の閣議決定、国家安全保障会議の設
置、防衛装備移転三原則、特定秘密保護法、サイバーセキュリ
ティ基本法、新「宇宙基本計画」及び開発協力大綱が含まれる。
閣僚は、新たな指針並びに日米各国の安全保障及び防衛政策に
よって強化された日米同盟が、アジア太平洋地域の平和及び安全
の礎として、また、より平和で安定した国際安全保障環境を推進
するための基盤として役割を果たし続けることを確認した。
閣僚はまた、尖閣諸島が日本の施政の下にある領域であり、し
たがって日米安全保障条約第5条の下でのコミットメントの範囲
に含まれること、及び同諸島に対する日本の施政を損なおうとす
るいかなる一方的な行動にも反対することを再確認した。
2．新たな日米防衛協力のための指針
1978年11月27日に初めて了承され、1997年9月23日に見直し
が行われた指針は、日米両国の役割及び任務並びに協力及び調整
の在り方についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示してき
た。2013年10月3日に東京で開催されたSCCにおいて、閣僚は、
変化する安全保障環境に関する見解を共有し、防衛協力小委員会
（SDC）に対し、紛争を抑止し並びに平和及び安全を促進する上
で同盟が引き続き不可欠な役割を果たすことを確保するため、
1997年の指針の変更に関する勧告を作成するよう指示した。
本日、SCCは、SDCが勧告した新たな指針を了承した。これ
により、2013年10月に閣僚から示された指針の見直しの目的が
達成される。1997年の指針に代わる新たな指針は、日米両国の
役割及び任務についての一般的な大枠及び政策的な方向性を更新
するとともに、同盟を現代に適合したものとし、また、平時から
緊急事態までのあらゆる段階における抑止力及び対処力を強化す
ることで、より力強い同盟とより大きな責任の共有のための戦略
的な構想を明らかにする。
新たな指針と切れ目のない安全保障法制を整備するための日本
の取組との整合性を確保することの重要性を認識し、閣僚は、当

該法制が、新たな指針の下での二国間の取組をより実効的なもの
とすることを認識した。米国は、日本の「積極的平和主義」の政
策及び2014年7月の閣議決定を反映する当該法制を整備するため
に現在行われている取組を歓迎し、支持する。
指針の中核は、引き続き、日本の平和及び安全に対する揺るぎ

ないコミットメントである。新たな指針は、日米両政府が、二国
間協力を次の様々な分野にもわたって拡大しつつ、切れ目のな
い、力強い、柔軟かつ実効的な同盟としての対応を通じてそのコ
ミットメントを果たすための能力を強化し続けるための方法及び
手段を詳述する。
同盟調整メカニズム：新たな指針の下で、日米両国は、平時か

ら緊急事態までのあらゆる段階における切れ目のない対応を可能
とする、平時から利用可能な、政府全体にわたる同盟内の調整の
ためのメカニズムを設置する。
地域的な及びグローバルな協力：新たな指針は、同盟が、適切

な場合に、日本の国内法令に従った方法により、平和維持活動、
海洋安全保障及び後方支援等の国際的な安全保障上の取組に対し
て一層大きな貢献を行うことを可能とする。閣僚は、地域の及び
他のパートナー並びに国際機関と協力することの重要性を改めて
表明した。
新たな戦略的な協力：変化する世界は現代的な同盟を必要とし

ており、新たな指針は、日米両国が、宇宙及びサイバー空間にお
いて、また、領域を横断する形で効果をもたらすことを意図した
活動を行うに当たり、協力を行うための基盤を構築する。
人道支援・災害救援：新たな指針は、日本及び世界各地におけ

る大規模災害への対処における二国間協力の実効性を一層向上さ
せるために日米両政府が協働し得る方法を示す。
力強い基盤：新たな指針はまた、防衛装備・技術協力、情報協

力・情報保全及び教育・研究交流を含む、二国間協力のあらゆる
側面に貢献する取組及び活動を示す。
閣僚は、新たな指針の下での共同の取組に着手するとの意図を

確認した。この文脈において、SCCは、SDCに対し、平時から
利用可能な同盟調整メカニズムの設置及び共同計画策定メカニズ
ムの改良並びにこれによる共同計画の策定の強化を含め、新たな
指針を実施するよう指示した。閣僚はまた、新たな指針が展望す
る後方支援に係る相互協力を実施するための物品役務相互提供協
定を迅速に交渉するとの意図を表明した。

3．二国間の安全保障及び防衛協力
閣僚は、様々な分野における二国間の安全保障及び防衛協力を

強化することによって同盟の抑止力及び対処力を強化するための
現在も見られる進捗について、満足の意をもって留意する。閣僚
は、
・最も現代的かつ高度な米国の能力を日本に配備することの戦略
的重要性を確認した。当該配備は同盟の抑止力を強化し、日本
及びアジア太平洋地域の安全に寄与する。この文脈において、
閣僚は、米海軍によるP-8哨戒機の嘉手納飛行場への配備、米
空軍によるグローバル・ホーク無人機の三沢飛行場へのロー
テーション展開、改良された輸送揚陸艦であるグリーン・ベイ
の配備及び2017年に米海兵隊F-35Bを日本に配備するとの米
国の計画を歓迎した。さらに、閣僚は、2017年までに横須賀
海軍施設にイージス艦を追加配備するとの米国の計画、及び本
年後半に空母ジョージ・ワシントンをより高度な空母ロナル
ド・レーガンに交代させることを歓迎した。

・核及び通常戦力についての議論を通じたものを含め、日本に対
する米国の防衛上のコミットメントの信頼性を強化する日米拡
大抑止協議を通じた取組を継続することを決意した。

・弾道ミサイル防衛（BMD）能力の向上における協力を維持す
ること、特に2014年12月のAN/TPY-2レーダー（Xバンド・
レーダー）システムの経ヶ岬への配備及び2017年までに予定
されている2隻のBMD駆逐艦の日本への追加配備の重要性を
強調した。これらのアセットは、連携の下で運用され、日米両
国の防衛に直接的に寄与する。

・宇宙安全保障、特に、政府一体となっての取組である宇宙に関
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する包括的日米対話及び安全保障分野における日米宇宙協議を
通じた、抗たん性及び能力向上分野における協力の強化を強調
した。閣僚はまた、宇宙航空研究開発機構による宇宙状況監視
（SSA）情報の米国への提供及び両国の防衛当局間で宇宙に関
連した事項を議論するための新たな枠組みの設置による協力の
強化を強調した。
・サイバー空間に係る諸課題に関する協力、特に、政府一体と
なっての取組である日米サイバー対話及び日米サイバー防衛政
策作業部会を通じた、脅威情報の共有及び任務保証並びに重要
インフラ防護分野における協力での継続的な進展を求めた。
・情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）協力の強化、特に米空軍
によるグローバル・ホーク無人機の三沢飛行場へのローテー
ション展開及び日本による高度なISR基盤の調達計画を賞賛し
た。
・日本の新たな防衛装備移転三原則、及びF-35の地域における
整備・修理・オーバーホール・アップグレード能力の日本での
確立に係る最近の米国の決定に示された、後方支援及び防衛装
備協力の拡大を賞賛した。閣僚は、高度な能力に係る共同研
究・開発を促進する日米装備・技術定期協議（S&TF）と同
盟の役割・任務・能力（RMC）に関する対話の連携を通じた
防衛装備協力の強化を強調した。
・情報保全に関する日米協議を通じた継続的な進展及び日本の特
定秘密保護法の施行により示された、情報保全協力の強化の重
要性を確認した。この法律により、日本政府は、平時及び緊急
事態における機微な情報の安全な交換を円滑にするために必要
な政策、慣行及び手続を整備した。
さらに、閣僚は、在日米軍駐留経費負担が、複雑さを増す安全
保障環境において日本の平和及び安全に資するものである前方展
開した在日米軍のプレゼンスに対する日本の継続的な支援を示し
てきたことを確認した。閣僚は、2011年6月のSCC文書に示す
現行の在日米軍駐留経費負担のコミットメントが2016年3月に終
了することに留意し、適切な水準の在日米軍駐留経費負担を行う
将来の取決めに関する協議を開始する意図を表明した。
共同の活動の範囲が拡大していることを認識し、閣僚は、同盟
管理プロセスの効率性及び実効性を強化する適切な二国間協議の
枠組みを可及的速やかに検討するとの意図を確認した。
4．地域的及び国際的な協力
日米同盟がアジア太平洋地域の平和及び安全の礎であり、ま
た、より平和で安定した国際安全保障環境を推進するための基盤
であることを認識し、閣僚は、次の分野における最近の進展を強
調した。
・2013年11月のフィリピンにおける台風への対処における緊密
な調整に示された、人道支援・災害救援活動における協力の強
化。
・沿岸巡視船の提供及びその他の海洋安全保障能力の構築のため
の取組によるものを含め、特に東南アジアでのパートナーに対
する能力構築における継続的かつ緊密な連携。
・特に韓国及び豪州並びに東南アジア諸国連合等の主要なパート
ナーとの三か国及び多国間協力の拡大。閣僚は、北朝鮮による
核及びミサイルの脅威に関する韓国との三者間情報共有取決め
の最近の署名を強調し、この枠組みを将来に向けた三か国協力
の拡大のための基盤として活用していくことを決意した。閣僚
はまた、日米豪安全保障・防衛協力会合を通じ、東南アジアに
おける能力構築のための活動並びに安全保障及び防衛に係る事
項について、豪州とのより緊密な協力を追求するとの意図を確
認した。

5．在日米軍再編
閣僚は、在日米軍の再編の過程を通じて訓練能力を含む運用能
力を確保しつつ、在日米軍の再編に係る既存の取決めを可能な限
り速やかに実施することに対する日米両政府の継続的なコミット
メントを再確認した。閣僚は、地元への米軍の影響を軽減しつ
つ、将来の課題及び脅威に効果的に対処するための能力を強化す
ることで抑止力が強化される強固かつ柔軟な兵力態勢を維持する

ことに対するコミットメントを強調した。この文脈で、閣僚は、
普天間飛行場から岩国飛行場へのKC-130飛行隊の移駐を歓迎し、
訓練場及び施設の整備等の取組を通じた、沖縄県外の場所への移
転を含む、航空機訓練移転を継続することに対するコミットメン
トを確認した。
この取組の重要な要素として、閣僚は、普天間飛行場の代替施

設（FRF）をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接
する水域に建設することが、運用上、政治上、財政上及び戦略上
の懸念に対処し、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための
唯一の解決策であることを再確認した。閣僚は、この計画に対す
る日米両政府の揺るぎないコミットメントを再確認し、同計画の
完了及び長期にわたり望まれてきた普天間飛行場の日本への返還
を達成するとの強い決意を強調した。米国は、FRF建設事業の
着実かつ継続的な進展を歓迎する。
閣僚はまた、2006年の「ロードマップ」及び2013年4月の統

合計画に基づく嘉手納飛行場以南の土地の返還の重要性を再確認
し、同計画の実施に引き続き取り組むとの日米両政府の決意を改
めて表明し、2016年春までに同計画が更新されることを期待し
た。閣僚は、この計画に従ってこれまでに完了した土地の返還の
うち最も重要な本年3月31日のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区
の計画どおりの返還を強調した。
閣僚は、日米両政府が、改正されたグアム協定に基づき、沖縄

からグアムを含む日本国外の場所への米海兵隊の要員の移転を着
実に実施していることを確認した。
閣僚は、環境保護のための協力を強化することへのコミットメン

トを再確認し、環境上の課題について更なる取組を行うことの重
要性を確認した。この目的のため、閣僚は、環境の管理の分野に
おける協力に関する補足協定についての進展を歓迎し、可能な限
り迅速に同協定に付随する文書の交渉を継続する意図を確認した。
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	資料24	 主な日米共同訓練の実績（平成26年度）
統合訓練

訓　練　名 期　間 場　所 日　本　側 米　国　側 備　考

日米共同統合演習
（実動演習）

26.11.8
～11.19

我が国周辺海空域、
自衛隊・米軍基地等

各幕僚監部、情報本部、各方面隊、
中央即応集団、自衛艦隊、
航空総隊、航空支援集団　など
 約30,700名

在日米軍司令部、在日米陸軍、
第7艦隊、太平洋空軍、第3海
兵機動展開部隊　など
 約10,000名

連携要領の演練

陸上自衛隊

訓　練　名 期　間 場　所 日　本　側 米　国　側 備　考

日米共同方面隊指揮所
演習（YS-66）

26.6.17
～6.28 ハワイ州フォート・シャフター 東部方面隊、陸上幕僚監部など

 約130名
第1軍団、太平洋陸軍司令部など
 約100名 連携要領の演練

米国における米陸軍と
の実動訓練

26.8.29
～9.28 ワシントン州ヤキマ演習場 第12旅団

 約350名

第2-2ストライカー旅団戦闘団
第4-23歩兵大隊基幹
 約300名

連携要領の演練

国内における米海兵隊
との実動訓練その1

26.12.1
～12.12

大矢野原演習場、
高遊原駐屯地

第8師団
 約250名

第3海兵師団第9海兵連隊第2
海兵大隊基幹
 約250名

連携要領の演練

日米共同方面隊指揮所
演習（YS-67）

26.12.2
～12.15 朝霞駐屯地　など 東部方面隊　など

 約4,500名

第1軍団、太平洋陸軍司令部、
在日米陸軍、ⅢMEFなど
 約2,000名

連携要領の演練

国内における米陸軍と
の実動訓練その1

26.10.27
～11.7 北海道大演習場 第7師団

 約900名
第7師団第2-2旅団
 約850名 連携要領の演練

米国における米海兵隊
との実動訓練

27.1.19
～3.7

カリフォルニア州キャンプ
ペンデルトン　など

西部方面普通科連隊　など
 約270名

第1海兵機動展開部隊
 約500名 連携要領の演練

国内における米海兵隊
との実動訓練その2

27.1.28
～2.8 岩手山演習場、岩手駐屯地 第9師団

 約250名

第3海兵師団第4海兵連隊第1
大隊
 約270名

連携要領の演練

国内における米陸軍と
の実動訓練その2

27.2.9
～2.22 矢臼別演習場 第5旅団

 約150名

第4-25歩兵旅団戦闘団第1-501
歩兵大隊
 約50名

連携要領の演練

海上自衛隊

訓　練　名 期　間 場　所 日　本　側 米　国　側 備　考

掃海特別訓練 26.7.18
～7.30 陸奥湾 艦艇 22隻

航空機 13機

艦艇 1隻
航空機 2機
水中処分員 約8名

掃海訓練

対潜特別訓練 26.8.20
～8.24 沖縄周辺海域 艦艇 2隻

航空機 数機
艦艇 4隻
航空機 数機 対潜訓練

衛生特別訓練 26.10.8 各部隊および米海軍
横須賀病院管理エリア

横須賀地方隊　など
 約100名

米海軍横須賀病院　など
 約350名 衛生訓練

掃海特別訓練 26.11.20
～11.30 日向灘 艦艇 23隻

航空機 3機 水中処分員 約6名 掃海訓練

基地警備特別訓練 26.12.8
～12.12

米海軍横須賀基地および
横須賀港

横須賀地方隊　など
 約170名

米海軍横須賀基地憲兵隊
 約40名

基地警備における
連携要領　など

対潜特別訓練 27.2.8
～2.16

四国沖から九州南方に至る
海域

艦艇 7隻
航空機 数機 艦艇 1隻 対潜訓練

BMD特別訓練 27.2.24
～2.27

米海軍横須賀基地および
佐世保基地内等

自衛艦隊司令部
艦艇 2隻　など

第7艦隊司令部
艦艇　など BMD訓練

日米共同指揮所演習 27.3.2
～3.12 米海軍大学校 海幕　など

 約30名
在日米海軍司令部　など
 約40名 調整要領の演練など

航空自衛隊

訓　練　名 期　間 場　所 日　本　側 米　国　側 備　考

防空戦闘訓練 26.4.4 沖縄周辺空域 航空機 6機 航空機 6機 共同対処能力の向上
戦術技量の向上

防空戦闘訓練
空中受油訓練 26.5.30 沖縄周辺空域 航空機 10機 航空機 11機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上

防空戦闘訓練
空中受油訓練 26.6.5 小松沖空域 航空機 10機 航空機 1機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上

戦闘機戦闘訓練
空対地射爆撃訓練

26.6.12
～6.24

三沢東方空域、秋田西方空
域および三沢対地射爆撃場 航空機 6機 航空機 10機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上

防空戦闘訓練
空中給油訓練
戦術空輸訓練

26.6.17
～6.28

米国アラスカ州エレメンドル
フ・リチャードソン統合基地
および米国アイルソン空軍基
地ならびに同周辺空域　など

航空機 12機 航空機 － 共同対処能力の向上
戦術技量の向上

戦闘機戦闘訓練 26.10.18
～10.31

四国沖空域および
九州西方空域 航空機 12機 航空機 12機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上

戦闘機戦闘訓練 26.11.7
～11.20 小松沖空域 航空機 16機 航空機 8機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上

戦闘機戦闘訓練 27.3.9
～3.21 百里沖空域 航空機 8機 航空機 5機 共同対処能力の向上

戦術技量の向上
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	資料25	 日米共同研究・開発プロジェクト

項　　目 概　　要
共同研究・開発実施
のための政府間取極
の締結時期

終了時期

ダクテッドロケット・エンジン、先進鋼技術、戦闘車両用セラミック・エンジン、アイセーフ・レーザーレー
ダー、射出座席、先進ハイブリッド推進技術、浅海域音響技術、弾道ミサイル防衛技術、野戦砲用高安全性発
射薬、P-3Cの後継機の搭載電子機器、ソフトウェア無線機、先進船体材料・構造技術、艦載型対空レーダ、
艦載型戦闘指揮システム、携帯型化学剤自動検知器、航空燃料およびそれらのエンジン排気にさらされる者へ
の影響、航空機器への応用のための画像ジャイロ

終了している

弾道ミサイル防衛用能力
向上型迎撃ミサイル 将来の弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの開発 2006年6月 継続中

ハイブリッド電気駆動 車両をモーターにより電気駆動化し、かつ、その動力電源をエンジンとバッテリー
の2系統で供給する技術に関する研究 2012年11月 継続中

高速多胴船の最適化 高速航走性能を有し、動揺を抑え、かつ排水量に比して広い甲板面積を確保できる
艦艇用の高速多胴船（特に三胴船）の設計を目指した研究 2014年3月 継続中

	資料26	 在日米軍駐留経費負担の概要

区　分 概　要 根　拠

提供施設整備費
（注） 昭和54年度から、施設・区域内に隊舎、家族住宅、環境関連施設などを日本側の負担で建設し、米軍に提供 地位協定の範囲内

労務費

昭和53年度から福利費などを、昭和54年度から国家公務員の給与条件に相当する部分を超える給与を日本側が負担
（格差給、語学手当および退職手当のうち国家公務員を上回る部分については、激変緩和措置を設け平成20年度に廃止） 地位協定の範囲内

昭和62年度から調整手当など8手当を日本側が負担 特別協定
（昭和62年度）

平成3年度から、基本給などを日本側が負担（段階的に負担の増大を図り、平成8年度以降は、上限労働者数23,055
人の範囲内で全額を負担）

特別協定
（平成3年度）

日本が負担する上限労働者数を特別協定の期間中に23,055人から22,625人に段階的に削減 特別協定
（平成23年度）

光熱水料等

平成3年度から電気、ガス、水道、下水道および燃料（暖房、調理、給湯用）を日本側が負担（段階的に負担の増大
を図り、平成7年度以降は、上限調達量の範囲内で全額を負担）

特別協定
（平成3年度）

平成13年度から、上限調達量について、特別協定（平成8年度）の上限調達量から施設・区域外の米軍住宅分を差し
引いた上で、さらに10％引き下げ

特別協定
（平成13年度）

平成20年度から、金額に相当する燃料などの負担となり、平成20年度については平成19年度予算額と同額の約253
億円に相当する燃料などを、平成21、22年度については平成19年度予算額から1.5％減額し、約249億円に相当す
る燃料などを負担

特別協定
（平成20年度）

249億円を各年度の負担の上限としつつ、新たに日米間の負担の割合を定め、かつ、特別協定の期間中に、日本側の
負担割合を現在の約76％から72％に段階的に削減

特別協定
（平成23年度）

訓練移転費 平成8年度から、日本側の要請による訓練移転にともない追加的に必要となる経費を日本側が負担 特別協定
（平成8年度）

（注）提供施設整備については、案件採択基準を次のとおり策定し、効率的な実施に努めている。①在日米軍の駐留基盤整備に寄与する施設（隊舎、家族住
宅など）については、必要性、緊急性などを勘案しつつ着実な整備を図る。②レクリエーション、娯楽施設などの福利厚生施設については、必要性を
特に精査し、娯楽性・収益性が高いと認められるもの（ショッピングセンターなど）の新規採択を控える。
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	資料28	 SACO最終報告（仮訳）
（平成8年12月2日）

沖縄に関する特別行動委員会（SACO）は、平成7年11月に、日
本国政府及び米国政府によって設置された。両国政府は、沖縄県民
の負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するために、
SACOのプロセスに着手した。

この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセスの付託事
項及び指針が日米両国政府により定められた。すなわち、日米双方
は、日米安全保障条約及び関連取極の下におけるそれぞれの義務と
の両立を図りつつ、沖縄県における米軍の施設及び区域を整理、統
合、縮小し、また、沖縄県における米軍の運用の方法を調整する方
策について、SACOが日米安全保障協議委員会（SCC）に対し勧告
を作成することを決定した。このようなSACOの作業は、1年で完

了するものとされた。
平成8年4月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要なイニシ

アティブを含むSACO中間報告を承認し、SACOに対し、平成8年
11月までに具体的な実施スケジュールを付した計画を完成し、勧
告するよう指示した。

SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ綿密な協
議を行い、中間報告に盛り込まれた勧告を実施するための具体的な
計画及び措置をとりまとめた。

本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長官及びモ
ンデール大使は、このSACO最終報告を承認した。この最終報告
に盛り込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会
に対する米軍活動の影響を軽減することとなろう。同時に、これら
の措置は、安全及び部隊の防護の必要性に応えつつ、在日米軍の能

	資料27	 23事案の概要
（2015.3.31現在）

施　設　名 範　　囲 面積
（ha）

種　　別
備　　考

安保協 軍転協 県知事 米軍

［返　還　済］

陸 軍 貯 油 施 設 	 1.浦添・宜野湾市間のパイプライン 4 ◎ 平.2.12.31.返還

キ ャ ン プ 瑞 慶 覧
	 2.地下通信用マンホール等部分（登川） 0.1 ◎ 平.3.9.30.返還

	20.泡瀬ゴルフ場 47 ◎ 平.22.7.31.返還

北 部 訓 練 場
	 3.国頭村（伊部岳）地区、東村（高江）地区 480 ◎

平.5.3.31.返還
	 4.県道名護国頭線以南の一部 （256） ◎

キャンプ・シュワブ 	 5.国道329号沿いの一部（辺野古） 1 ◎ 平.5.3.31.返還

牧港補給地区補助施設 	 6.全部 0.1 ◎ 平.5.3.31.返還

那 覇 冷 凍 倉 庫 	 7.全部 建物 ◎ 平.5.3.31.返還

砂 辺 倉 庫 	 8.全部 0.3 ◎ 平.5.6.30.返還

八 重 岳 通 信 所 	 9.南側（名護市）および北側（本部町） 19 ◎ 平.6.9.30.返還

恩 納 通 信 所
	10.全部 62 ◎

平.7.11.30.返還
	11.東側部分 （26） ◎

嘉 手 納 飛 行 場 	12.南側の一部（桃原） 2 ◎ 平.8.1.31.返還

知 花 サ イ ト 	13.全部 0.1 ◎ 平.8.12.31.返還

キャンプ・ハンセン 	14.金武町内の一部（金武） 3 ◎ 平.8.12.31.返還

嘉 手 納 弾 薬 庫 地 区

	（22.	国道58号沿い東側部分（喜納～比謝）、南西
隅部分（山中エリア）） 74 ○ 平.11.3.25.返還

	15.嘉手納バイパス（国道58号西側） 3 ○ ◎ 平.11.3.25.返還

	（22.ごみ焼却施設用地部分（倉浜）） 9 ○ 平.17.3.31.返還

	（22.陸上自衛隊継続使用部分） 58 ○ 平.18.10.31.返還

ト リ イ 通 信 施 設 	16.嘉手納バイパス 4 ◎ 平.11.3.31.返還

工 兵 隊 事 務 所 	17.全部 4 ◎ 平.14.9.30.返還

キ ャ ン プ 桑 江

	（19.東側部分の南側） 2 ○ ○ 平.6.12.31.返還

	18.北側部分（伊平） 38 ◎
平.15.3.31.返還

	（18.国道58号沿い） （5） ○

16施設、19事案 811 6 7 3 3

［返還合意後、返還未了事案］

キ ャ ン プ 桑 江 	19.東側部分の北側（桑江） 0.5 ◎ 平.13.12.21.返還合意

普 天 間 飛 行 場 	21.東側沿いの土地（中原～宜野湾） 4 ◎ 平.8.3.28.返還合意

嘉 手 納 弾 薬 庫 地 区 	22.旧東恩納弾薬庫部分 43 ◎ 平.8.3.28.返還合意

キャンプ・ハンセン 	23.東シナ海側斜面の一部（名護市） 162 ◎ 平.25.9.5.返還合意

4施設、4事案 210 3 1 0 0

合　　　計 17施設、23事案 1,021 9 8 3 3

（注）1　面積欄の（　）内の数字は、直上の範囲と重複しているもので内数である。
２　種別欄の○印は、事案に含まれる範囲が、別の事案と重複する部分の項目を便宜的に表示しているもの。
３　範囲欄の番号は、事案（計23事案）の区別のため、便宜的に表示したもの。
４　種別欄中の「安保協」は、第15回および第16回日米安全保障協議委員会会合で了承された沖縄県における施設・区域の整理統合計画のうち90
（平成2）年6月当時までに返還が実施されていない事案、「軍転協」は、沖縄県知事が会長を務める沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会の返還
要望事案、「県知事」は、当時の西銘沖縄県知事が米国政府に対し行った施設・区域の返還要望事案、「米軍」は、米側が沖縄における施設・区域
のうち返還可能とした事案である。
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力及び即応態勢を十分に維持することとなろう。沖縄県における米
軍の施設及び区域の総面積（共同使用の施設及び区域を除く。）の
約21パーセント（約5,002ヘクタール）が返還される。

SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあたり、一
年間にわたるSACOのプロセスの成功裡の結実を歓迎し、また、
SACO最終報告の計画及び措置の着実かつ迅速な実施を確保するた
めに共同の努力を継続するとの堅い決意を強調した。このような理
解の下、SCCは、各案件を実現するための具体的な条件を取り扱
う実施段階における両国間の主たる調整の場として、日米合同委員
会を指定した。地域社会との所要の調整が行われる。

また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題に対応し、
米軍と日本の地域社会との間の相互理解を深めるために、あらゆる
努力を行うとの両国政府のコミットメントを再確認した。これに関
連して、SCCは、主として日米合同委員会における調整を通じ、
これらの目的のための努力を維持すべきことに合意した。

SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レベル協議
（SSC）が、前記の日米合同委員会における調整を監督し、適宜指
針を与えることに合意した。また、SCCは、SSCに対し、最重要
課題の一つとして沖縄に関連する問題に真剣に取り組み、この課題
につき定期的にSCCに報告するよう指示した。

平成8年4月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、国際情勢、
防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議、両国間の政策調整並
びにより平和的で安定的なアジア太平洋地域の安全保障情勢に向け
た努力の重要性を強調した。SCCは、SSCに対し、これらの目的
を追求し、同時に、沖縄に関連する問題に取り組むよう指示した。
土地の返還
－普天間飛行場　付属文書のとおり
－北部訓練場

以下の条件の下で、平成14年度末までを目途に、北部訓練場
の過半（約3,987ヘクタール）を返還し、また、特定の貯水池

（約159ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。
・北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平成

9年度末までを目途に、土地（約38ヘクタール）及び水域（約
121ヘクタール）を提供する。

・ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練場の残余
の部分に移設する。

－安波訓練場
北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提供された

後に、平成9年度末までを目途に、安波訓練場（約480ヘクター
ル）についての米軍の共同使用を解除し、また、水域（約7,895
ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。

－ギンバル訓練場
ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移設され、

また、その他の施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平
成9年度末までを目途に、ギンバル訓練場（約60ヘクタール）を
返還する。

－楚辺通信所
アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセンに移設さ

れた後に、平成12年度末までを目途に、楚辺通信所（約53ヘク
タール）を返還する。

－読谷補助飛行場
パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転され、また、

楚辺通信所が移設された後に、平成12年度末までを目途に、読
谷補助飛行場（約191ヘクタール）を返還する。

－キャンプ桑江
海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余

の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の施設及び区域に
移設された後に、平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江の
大部分（約99ヘクタール）を返還する。

－瀬名波通信施設
アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信施設に移設された

後に、平成12年度末までを目途に、瀬名波通信施設（約61ヘク
タール）を返還する。ただし、マイクロ・ウェーブ塔部分（約

0.1ヘクタール）は、保持される。
－牧港補給地区

国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧
港補給地区の残余の部分に移設された後に、同国道に隣接する土
地（約3ヘクタール）を返還する。

－那覇港湾施設
浦添埠頭地区（約35ヘクタール）への移設と関連して、那覇

港湾施設（約57ヘクタール）の返還を加速化するため最大限の
努力を共同で継続する。

－住宅統合（キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧）
平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶

覧の米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び区域内の住宅地区
の土地の一部を返還する。（キャンプ瑞慶覧については約83ヘク
タール、さらにキャンプ桑江については35ヘクタールが、それ
ぞれ住宅統合により返還される。このキャンプ桑江についての土
地面積は、上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。）

訓練及び運用の方法の調整
－県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練

平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、
危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射
撃訓練を取り止める。

－パラシュート降下訓練
パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。

－公道における行軍
公道における行軍は既に取り止められている。

騒音軽減イニシアティヴの実施
－嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置

平成8年3月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場
及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意は、
既に実施されている。

－KC-130ハーキュリーズ航空機及びAV-8ハリアー航空機の移駐
現在普天間飛行場に配備されている12機のKC-130航空機を、

適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場
から米国への14機のAV-8航空機の移駐は完了した。

－嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の運用の移転
嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍

駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施
スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場にお
ける追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定され
る。嘉手納飛行場におけるMC-130航空機を平成8年12月末まで
に海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。

－嘉手納飛行場における遮音壁
平成9年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音

壁を建設する。
－普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限

米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限
り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用を制限する。

地位協定の運用の改善
－事故報告

平成8年12月2日に発表された米軍航空機事故の調査報告書の
提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を実施する。

さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環として、米軍の
部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主要な事故につき、日
本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保
されるようあらゆる努力が払われる。

－日米合同委員会合意の公表
日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。

－米軍の施設及び区域への立入
平成8年12月2日に日米合同委員会により発表された米軍の施

設及び区域への立入に関する新しい手続を実施する。
－米軍の公用車両の表示

米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を実施す
る。全ての非戦闘用米軍車両には平成9年1月までに、その他の
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全ての米軍車両には平成9年10月までに、ナンバー・プレートが
取り付けられる。

－任意自動車保険
任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さらに、米側

は、自己の発意により、平成9年1月から、地位協定の下にある
全ての人員を任意自動車保険に加入させることを決定した。

－請求に対する支払い
次の方法により、地位協定第18条6項の下の請求に関する支払

い手続を改善するよう共同の努力を行う。
・前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、

速やかに処理し、また、評価する。前払いは、米国の法令に
よって認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。

・米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当
局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融資を提供するとの
新たな制度が、平成9年度末までに導入される。

・米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない
過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将来そのような事例
が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋め
るため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。

－検疫手続
12月2日に日米合同委員会により発表された更改された合意を

実施する。
－キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去

キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適
用されている手続と同等のものである米海兵隊の不発弾除去手続
を引き続き実施する。

－日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力
を継続する。

普天間飛行場に関するSACO最終報告（仮訳）
（この文書は、SACO最終報告の不可分の一部をなすものである。）

（東京、平成8年12月2日）
1．はじめに
（a）平成8年12月2日に開催された日米安全保障協議委員会

（SCC）において、池田外務大臣、久間防衛庁長官、ペリー国
防長官及びモンデール大使は、平成8年4月15日の沖縄に関す
る特別行動委員会（SACO）中間報告及び同年9月19日の
SACO現状報告に対するコミットメントを再確認した。両政府
は、SACO中間報告を踏まえ、普天間飛行場の重要な軍事的機
能及び能力を維持しつつ、同飛行場の返還及び同飛行場に所在
する部隊・装備等の沖縄県における他の米軍施設及び区域への
移転について適切な方策を決定するための作業を行ってきた。
SACO現状報告は、普天間に関する特別作業班に対し、3つの
具体的代替案、すなわち（1）ヘリポートの嘉手納飛行場への
集約、（2）キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、並
びに（3）海上施設の開発及び建設について検討するよう求め
た。

（b）平成8年12月2日、SCCは、海上施設案を追求するとの
SACOの勧告を承認した。海上施設は、他の2案に比べて、米
軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の
質にも配意するとの観点から、最善の選択であると判断され
る。さらに、海上施設は、軍事施設として使用する間は固定施
設として機能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去
可能なものである。

（c）SCCは、日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）の監督
の下に置かれ、技術専門家のチームにより支援される日米の作
業班（普天間実施委員会（FIG：Futenma Implementation 
Group）と称する。）を設置する。FIGは、日米合同委員会と
ともに作業を進め、遅くとも平成9年12月までに実施計画を作
成する。この実施計画についてSCCの承認を得た上で、FIG
は、日米合同委員会と協力しつつ、設計、建設、試験並びに部
隊・装備等の移転について監督する。このプロセスを通じ、
FIGはその作業の現状について定期的にSSCに報告する。

2．SCCの決定
（a）海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコプター運

用機能の殆どを吸収する。この施設の長さは約1,500メートル
とし、計器飛行への対応能力を備えた滑走路（長さ約1,300
メートル）、航空機の運用のための直接支援、並びに司令部、
整備、後方支援、厚生機能及び基地業務支援等の間接支援基盤
を含む普天間飛行場における飛行活動の大半を支援するものと
する。海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を
支援するよう設計され、短距離で離発着できる航空機の運用を
も支援する能力を有する。

（b）岩国飛行場に12機のKC-130航空機を移駐する。これらの
航空機及びその任務の支援のための関連基盤を確保すべく、同
飛行場に追加施設を建設する。

（c）現在の普天間飛行場における航空機、整備及び後方支援に
係る活動であって、海上施設又は岩国飛行場に移転されないも
のを支援するための施設については、嘉手納飛行場において追
加的に整備を行う。

（d）危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急時にお
ける使用について研究を行う。この研究は、普天間飛行場から
海上施設への機能移転により、現有の運用上の柔軟性が低下す
ることから必要となるものである。

（e）今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能に
なった後、普天間飛行場を返還する。

3．準拠すべき方針
（a）普天間飛行場の重要な軍事的機能及び能力は今後も維持す

ることとし、人員及び装備の移転、並びに施設の移設が完了す
るまでの間も、現行水準の即応性を保ちつつ活動を継続する。

（b）普天間飛行場の運用及び活動は、最大限可能な限り、海上
施設に移転する。海上施設の滑走路が短いため同施設では対応
できない運用上の能力及び緊急事態対処計画の柔軟性（戦略空
輸、後方支援、緊急代替飛行場機能及び緊急時中継機能等）
は、他の施設によって十分に支援されなければならない。運
用、経費又は生活条件の観点から海上施設に設置することが不
可能な施設があれば、現存の米軍施設及び区域内に設置する。

（c）海上施設は、沖縄本島の東海岸沖に建設するものとし、桟
橋又はコーズウェイ（連絡路）により陸地と接続することが考
えられる。建設場所の選定においては、運用上の所要、空域又
は海上交通路における衝突の回避、漁船の出入、環境との調
和、経済への影響、騒音規制、残存性、保安、並びに他の米国
の軍事施設又は住宅地区への人員アクセスについての利便性及
び受入可能性を考慮する。

（d）海上施設の設計においては、荒天や海象に対する上部構造
物、航空機、装備及び人員の残存性、海上施設及び当該施設に
所在するあらゆる装備についての腐食対策・予防措置、安全
性、並びに上部構造物の保安を確保するため、十分な対策を盛
り込むこととする。支援には、信頼性があり、かつ、安定的な
燃料供給、電気、真水その他のユーティリティ及び消耗資材を
含めるものとする。さらに、海上施設は、短期間の緊急事態対
処活動において十分な独立的活動能力を有するものとする。

（e）日本政府は、日米安全保障条約及び地位協定に基づき、海
上施設その他の移転施設を米軍の使用に供するものとする。ま
た、日米両政府は、海上施設の設計及び取得に係る決定に際
し、ライフ・サイクル・コストに係るあらゆる側面について十
分な考慮を払うものとする。

（f）日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、建設場所
及び実施日程を含めこの計画の進捗状況について継続的に明ら
かにしていくものとする。

4．ありうべき海上施設の工法
日本政府の技術者等からなる「技術支援グループ」（TSG）は、

政府部外の大学教授その他の専門家からなる「技術アドバイザ
リー・グループ」（TAG）の助言を得つつ、本件について検討を
行ってきた。この検討の結果、次の3つの工法がいずれも技術的
に実現可能とされた。
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（a）杭式桟橋方式（浮体工法）：海底に固定した多数の鋼管によ
り上部構造物を支持する方式。

（b）箱（ポンツーン）方式：鋼製の箱形ユニットからなる上部
構造物を防波堤内の静かな海域に設置する方式。

（c）半潜水（セミサブ）方式：潜没状態にある下部構造物の浮
力により上部構造物を波の影響を受けない高さに支持する方
式。

5．今後の段取り
（a）FIGは、SCCに対し海上施設の建設のための候補水域を可

能な限り早期に勧告するとともに、遅くとも平成9年12月まで

に詳細な実施計画を作成する。この計画の作成に当たり、構想
の具体化・運用所要の明確化、技術的性能諸元及び工法、現地
調査、環境分析、並びに最終的な構想の確定及び建設地の選定
という項目についての作業を完了することとする。

（b）FIGは、施設移設先において、運用上の能力を確保するた
め、施設の設計、建設、所要施設等の設置、実用試験及び新施
設への運用の移転を含む段階及び日程を定めるものとする。

（c）FIGは、定期的な見直しを行うとともに、重要な節目にお
いて海上施設計画の実現可能性について所要の決定を行うもの
とする。

	資料29	 SACO最終報告の主な進捗状況

施設名（事案名） 進捗状況

安
あ

波
は

訓練場［全面］ ・98（平成10）年12月、全面返還（共同使用の解除）

ギンバル訓練場［全面］
・08（平成20）年1月、ヘリコプター着陸帯を金武ブルー・ビーチ訓練場へ、その他の施設をキャンプ・ハンセンへ移設後、返
還することで日米合同委員会合意
・11（平成23）年7月、全面返還（約60ha）

楚
そ

辺
べ

通信所［全面］

・99（平成11）年4月、アンテナなどの通信設備を含む通信システムなどのキャンプ・ハンセンへの移設後、返還すること	
で日米合同委員会合意
・06（平成18）年6月、駐留軍用地特措法適用土地（約236m2）返還
・06（平成18）年12月、残余部分（約53ha）返還〔楚辺通信所全面返還（約53ha）〕

読
よみ

谷
たん

補助飛行場［全面］
・02（平成14）年10月、楚辺通信所の移設後、返還することで日米合同委員会合意
・06（平成18）年7月、一部返還（約138ha）
・06（平成18）年12月、残余部分（約53ha）返還〔読谷補助飛行場全面返還（約191ha）〕

瀬
せ

名
な

波
は

通信施設［大部分］

・02（平成14）年3月、アンテナ施設などを含む通信システムなどのトリイ通信施設への移設後、大部分返還することで日米
合同委員会合意
・06（平成18）年9月、一部返還（マイクロ・ウェーブ塔部分を除く約61ha）
・06（平成18）年10月、マイクロ・ウェーブ塔部分の財産をトリイ通信施設へ統合

北部訓練場［過半］

・99（平成11）年4月、7か所のヘリコプター着陸帯を移設などの後、返還することで日米合同委員会合意
・98（平成10）年12月～00（同12）年3月、環境調査（過年度調査）
・02（平成14）年11月～04（同16）年3月、環境調査（継続環境調査）
・06（平成18）年2月、99（同11）年4月の合意の変更（ヘリコプター着陸帯を7か所から6か所に、造成規模を直径75mか
ら45mに変更）について日米合同委員会合意
・07（平成19）年2～3月、環境影響評価図書の公表・閲覧
・07（平成19）年3月、ヘリコプター着陸帯（6か所のうち3か所）の建設の実施について日米合同委員会合意
・08（平成20）年1月、ヘリコプター着陸帯（残り3か所）の建設の実施について日米合同委員会合意
・15（平成27）年1月、ヘリコプター着陸他（2か所）提供

普
ふ

天
てん

間
ま

飛行場
［全面］→［全面］※

※	06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載

キャンプ桑
くわ

江
え

［大部分］→［全面］※

・02（平成14）年7月、青少年センター提供
・03（平成15）年3月、北側部分（約38ha）返還
・05（平成17）年1月、海軍病院及び関連施設の移設・整備について日米合同委員会合意
・06（平成18）年12月、海軍病院の建設の実施について日米合同委員会合意
・08（平成20）年2月、海軍病院の附帯施設（ヘリコプター着陸帯など）の建設の実施について日米合同委員会合意
・08（平成20）年12月、海軍病院の附帯施設（ユーティリティ）の建設の実施について日米合同委員会合意
・09（平成21）年5月、海軍病院の関連施設（独身下士官宿舎など）の建設の実施について日米合同委員会合意
・09（平成21）年10月、海軍病院の関連施設（第1水タンク施設）の建設の実施について日米合同委員会合意
・10（平成22）年10月、海軍病院の関連施設（第2水タンク施設）の建設の実施について日米合同委員会合意
・11（平成23）年9月、海軍病院の関連施設（独身将校宿舎、血液保存施設等）の建設の実施について日米合同委員会合意
※06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載

牧
まき

港
みなと

補給地区
［部分］→［全面］※

※06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載

那覇港湾施設
［全面］→［全面］※ ※06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載

住宅統合
キャンプ瑞

ず

慶
け

覧
らん

［部分］→［部分］※

第一段階　ゴルフレンジ地区
・99（平成11）年4月、住宅などの移設・整備について日米合同委員会合意
・02（平成14）年7月、高層住宅2棟提供
・06（平成18）年7月、アンダーパス提供
第二段階　サダ地区
・02（平成14）年2月、住宅などの移設・整備について日米合同委員会合意
・05（平成17）年9月、高層住宅2棟、低層住宅38棟など提供
第三段階　北

ちゃ

谷
たん

東地区
・04（平成16）年3月、住宅などの移設・整備について日米合同委員会合意
・08（平成20）年6月、低層住宅35棟など提供

住宅統合
キャンプ瑞

ず

慶
け

覧
らん

［部分］→［部分］※

第四段階　普天間地区・アッパープラザ地区
・05（平成17）年3月、住宅などの移設・整備について日米合同委員会合意
・10（平成22）年2月、普天間地区・アッパープラザ地区に整備した低層住宅24棟など提供
※06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、キャンプ瑞慶覧は部分返還と記載

県道104号線越え
実弾砲兵射撃訓練 ・97（平成9）年度、本土の5演習場に移転
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	資料30	 嘉手納以南　施設・区域の返還時期（見込み）
施設・区域の返還時期（見込み）一覧表

必要な手続の完了後に速やかに返還可能となる区域

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の西普天間住宅地区 返還済

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の北側進入路 返還済

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の第5ゲート付近の区域 2014年度またはその後

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の施設技術部地区内の倉庫地区の一部 2019年度またはその後1

沖縄において代替施設が提供され次第、返還可能となる区域

キャンプ桑江（キャンプ・レスター） 2025年度またはその後

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）のロウワー・プラザ住宅地区 2024年度またはその後

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の喜舎場住宅地区の一部 2024年度またはその後

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）のインダストリアル・コリドー 2024年度またはその後2、3

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の倉庫地区の大半を含む部分 2025年度またはその後

那覇港湾施設 2028年度またはその後

陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム 2022年度またはその後

普天間飛行場 2022年度またはその後

米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移転するにともない、返還可能となる区域

キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の追加的な部分 －

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の残余の部分 2024年度またはその後4

（注）1　白比川沿岸区域も同時期に返還可能
２　この区域にある海兵隊の後方支援部隊の一部は日本国外の場所への移転が予想されている。移転のおおよその返還時期への影響を最小限に抑える

取組を行うが、移転の進展に応じて移設手順が変更されることがある。
３　インダストリアル・コリドー南側部分に隣接する地区も同時期に返還可能
４　米海兵隊の日本国外の場所への移転に関する計画は、決定されていない。移転の進展に応じて移設手段が変更されることがある。

	資料31	 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄から
グアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ
合衆国政府との間の協定

※漢数字は、数字に置き換えた。
（平成21年2月17日署名）

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、
1960年1月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合

衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく日米安全保障体制
が共通の安全保障上の目標を達成するための基礎であることを確認
し、

2006年5月1日の日米安全保障協議委員会の会合において、関係
閣僚が、安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロード
マップ」（以下「ロードマップ」という。）に記載された再編案の実
施が同盟関係における協力において新たな段階をもたらすものであ
り、かつ、沖縄県を含む地域社会の負担を軽減し、もって安全保障
上の同盟関係に対する国民の支持を高める基礎を提供するものであ
ると認識したことを想起し、

グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要であっ
て、その駐留がアジア太平洋地域における安全保障についての合衆
国の約束に保証を与え、かつ、この地域における抑止力を強化する
ものであると両政府が認識していることを強調し、

ロードマップにおいて、沖縄における再編との関係で兵力の削減
及びグアムへの移転の重要性が強調され、並びに第3海兵機動展開
部隊の要員約8千人及びその家族約9千人が部隊としての一体性を
維持するような方法で2014年までに沖縄からグアムに移転するこ
とが記載されていることを再確認し、また、このような移転が嘉手
納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を実現するも
のであることを認識し、

ロードマップにおいて、合衆国海兵隊CH-53Dヘリコプターは第
3海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に海兵隊
岩国飛行場からグアムに移転し、KC-130飛行隊はその司令部、整
備のための施設及び家族のための施設と共に海兵隊岩国飛行場を本
拠とし、並びにその航空機は訓練又は運用のために海上自衛隊鹿屋
基地及びグアムに交替で定期的に展開することが記載されているこ
とを想起し、

ロードマップにおいて、第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転
のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額102億7千万合衆
国ドル（10,270,000,000ドル）のうち、日本国は、沖縄県の住民が
同部隊の移転が速やかに実現されることを強く希望していることを
認識して、同部隊の移転を可能とするようグアムにおける施設及び
基盤を整備するため、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ド
ル（2,800,000,000ドル）の直接的に提供する資金を含む60億9千万

施設名（事案名） 進捗状況

パラシュート降下訓練 ・00（平成12）年7月以降、伊
い

江
え

島
じま

補助飛行場において移転訓練を実施

嘉
か

手
で

納
な

飛行場における
遮音壁の設置

・00（平成12）年7月、提供

嘉手納飛行場における
海軍駐機場の移転

・08（平成20）年9月、洗機施設提供
・09（平成21）年2月、海軍駐機場の移転について日米合同委員会合意
・10（平成22）年10月、敷地造成、駐機場・誘導路などの建設の実施について日米合同委員会合意
・11（平成23）年4月、駐車場およびユーティリティの建設の実施について日米合同委員会合意

KC-130航空機の移駐※

※06（平成18）年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設	
および家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とし、航空機は、訓練および運用のため、海自鹿屋基地およびグアムに定期
的にローテーションで展開と記載
※14（平成26）年8月、15機全機の普天間飛行場から岩国飛行場への移駐を完了資
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合衆国ドル（6,090,000,000ドル）を提供することが記載されている
ことを再確認し、

また、合衆国は、グアムへの移転のための施設及び基盤の整備に
係る費用の残額、すなわち、合衆国の2008会計年度ドルで算定し
て31億8千万合衆国ドル（3,180,000,000ドル）の財政支出に道路の
整備のための約10億合衆国ドル（1,000,000,000ドル）を加えた額を
拠出することがロードマップに記載されていることを再確認し、

ロードマップにおいて、その全体が一括の再編案となっている中
で、沖縄に関連する再編案は、相互に関連していること、すなわ
ち、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還は、
第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移
転を完了することにかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアム
への移転は、（1）普天間飛行場の代替施設の完成に向けての具体的
な進展並びに（2）グアムにおいて

必要となる施設及び基盤の整備に対する日本国の資金面での貢献
にかかっていることが記載されていることを想起して、

次のとおり協定した。

第一条
1　日本国政府は、第九条1の規定に従い、アメリカ合衆国政府に

対し、第3海兵機動展開部隊の要員約8千人及びその家族約9千
人の沖縄からグアムへの移転（以下「移転」という。）のための
費用の一部として、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ド
ル（2,800,000,000ドル）の額を限度として資金の提供を行う。

2　日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提
供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府が決定
し、及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取
極（以下「別途の取極」という。）に記載する。

第二条
アメリカ合衆国政府は、第九条2の規定に従い、グアムにおける

施設及び基盤を整備する同政府の事業への資金の拠出を含む移転の
ために必要な措置をとる。

第三条
移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完

成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている。日本
国政府は、アメリカ合衆国政府との緊密な協力により、ロードマッ
プに記載された普天間飛行場の代替施設を完成する意図を有する。

第四条
アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から

生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する移転のため
の事業にのみ使用する。

第五条
アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転

のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、
公平かつ衡平に取り扱われることを確保する。

第六条
日本国政府は日本国防衛省を実施当局に指定し、アメリカ合衆国

政府はアメリカ合衆国国防省を実施当局に指定する。両政府は、実
施当局が従うべき実施のための指針及び次条 1（a）に規定する個
別の事業について専門家間で協議を行う。そのような協議を通じ
て、アメリカ合衆国政府は、日本国政府が当該事業の実施に適切な
方法で関与することを確保する。

第七条
1（a）日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出

される個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取極に
記載する。

（b）アメリカ合衆国政府は、日本国政府が資金の提供を行う合

衆国財務省勘定を維持する。アメリカ合衆国政府は、当該勘
定の下に日本国の各会計年度において日本国が提供する資金
のための小勘定を開設し、及び維持する。

2　日本国が提供した資金及び個別の事業に支払うことが契約上約
束された当該資金から生じた利子は、前条に規定する実施当局の
間で合意される指数を用いた計算方法に基づき、合衆国の2008
会計年度ドルで28億合衆国ドル（2,800,000,000ドル）の額を限度
として日本国が提供すべき資金の総額に繰り入れられる。

3（a）（b）に規定する場合を除くほか、日本国の同一の会計年
度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別
の事業に係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金
に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、日本
国政府に対し、当該未使用残額を返還する。契約の終了は、
更なる財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解
除する文書の受領によって証明されるものとする。

（b）アメリカ合衆国政府は、未使用残額を、日本国政府の実施
当局の同意を得て、日本国の同一の会計年度において日本国
の提供した資金が拠出された他の個別の事業のために使用す
ることができる。

4（a）（b）に規定する場合を除くほか、日本国の提供した資金
が拠出された最後の個別の事業に係るすべての契約の終了
後、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、日本国が提
供した資金から生じた利子を返還する。契約の終了は、更な
る財政上及び契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除す
る文書の受領によって証明されるものとする。

（b）アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金から生じた
利子を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の提供
した資金が拠出された事業のために使用することができる。

5　アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎月、合衆国財務
省勘定（日本国が提供した資金に関係するすべての小勘定を含
む。）における取引に関する報告書を提出する。

第八条
アメリカ合衆国政府は、同政府が日本国の提供した資金が拠出さ

れた施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変更を検討す
る場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分
に考慮に入れて適切な措置をとる。

第九条
1　第一条1に規定する日本国の資金の提供は、第二条に規定する

措置においてアメリカ合衆国政府による資金の拠出があることを
条件とする。

2　第二条に規定する合衆国の措置は、（1）移転のための資金が利
用可能であること、（2）ロードマップに記載された普天間飛行場
の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があ
ること及び（3）ロードマップに記載された日本国の資金面での
貢献があることを条件とする。

第十条
両政府は、この協定の実施に関して相互に協議する。

第十一条
この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法

上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承
認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。

	資料32	 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄から
グアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ
合衆国政府との間の協定を改正する議定書

※漢数字は、数字に置き換えた。
（平成25年10月3日署名）

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、2009年2月17日に東京
で署名された第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄から
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グアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府と
の間の協定（以下「協定」という。）に鑑み両政府がとるべき更な
る措置に関して協議することを特に公表した2012年4月27日付の
日米安全保障協議委員会の共同発表を想起し、

協定を改正することを希望して、
次のとおり協定した。

第一条
協定前文中第5段落から第9段落までを削り、第4段落の次に次

の6段落を加える。
日米安全保障協議委員会が2012年4月27日付の共同発表（以下

「共同発表」という。）においてロードマップにその概要が示された
計画を調整することを決定し、並びにその調整の一部として、第3
海兵機動展開部隊の要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果生
ずる嘉手納飛行場以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施
設に関する進展から切り離すことを決定したことを想起し、

共同発表において、合計約9千人の第3海兵機動展開部隊の要員
がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転することが確認さ
れたことを認識し、

共同発表において、第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のた
めの施設及び基盤の整備に係る費用の暫定的な見積額である合衆国
の2012会計年度ドルで86億合衆国ドル（8,600,000,000ドル）のう
ち、日本国は、沖縄県の住民が同部隊の移転が可能な限り速やかに
完了することを強く希望していることを認識して、同部隊の移転を
可能とするようグアム及び北マリアナ諸島連邦における施設及び基
盤を整備するため、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル

（2,800,000,000ドル）（合衆国の2012会計年度ドルで31億2,188万
7,855合衆国ドル（3,121,887,855ドル））の額を限度として直接的に
資金を提供することが確認されたことを再確認し、また、共同発表
において、合衆国が第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のため
の残余の費用を拠出し、及びいかなる追加の費用も拠出することが
確認されたことを再確認し、

共同発表において、両政府は日本国の自衛隊及び合衆国軍隊が共
同で使用する施設としてグアム及び北マリアナ諸島連邦における訓
練場を整備することについての協力を検討することが公表されたこ
とを想起し、

ロードマップにその概要が示された計画であって調整されたも
の、共同発表並びに2013年4月に公表された沖縄における施設及び
区域に関する統合計画の下で、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の
統合並びに土地の返還の一部は、第3海兵機動展開部隊の要員及び
その家族の沖縄からの移転にかかっており、

並びに同部隊の沖縄からグアムへの移転は、グアムにおいて必要
となる施設及び基盤の整備に対して日本国が直接的に提供する資金
並びにアメリカ合衆国政府による必要な措置にかかっていることを
想起して、

第二条
協定第一条1中「第3海兵機動展開部隊の要員約8千人及びその

家族約9千人」を「第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族」に
改める。

第三条
協定第二条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北

マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改める。

第四条
協定第三条を削る。

第五条
協定第四条中「グアムにおける施設及び基盤」を「グアム及び北

マリアナ諸島連邦における施設及び基盤」に改め、同条に後段とし
て次のように加える。

当該施設には、グアム及び北マリアナ諸島連邦における訓練場を

含めることができる。

第六条
協定第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。

第四条
アメリカ合衆国政府は、グアム及び北マリアナ諸島連邦におけ

る訓練場（その整備に対して日本国が提供した資金及び当該資金
から生じた利子が拠出されたものを含む。）を使用するための日
本国政府による要請を、合理的なアクセスを認める意図をもって
好意的に考慮する。

第七条
協定第九条2を次のように改める。

　2　第二条に規定する合衆国の措置は、移転のための資金（（1）
合衆国の資金及び（2）第一条1に規定する日本国が提供した資金
を含むことができる。）が利用可能であることを条件とする。

第八条
この議定書の効力が生ずる日前又は以後に協定第一条1の規定に

従い日本国政府が提供した資金、当該資金から生じた利子及び当該
資金が拠出された事業について、この議定書による改正後の協定を
適用することが確認される。

第九条
この議定書は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内

法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、そ
の承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、協定
の効力の存続期間中効力を有する。

	資料33	 防衛省改革の方向性
平成25年8月30日
防 衛 省

第1　前回（平成19年～21年）の防衛省改革について
1　経緯

防衛省・自衛隊の不祥事の頻発を受け、平成19年12月、防
衛省改革会議が官邸に設置された。同会議は、議論を重ね、平
成20年7月、不祥事の分析と改革の方向性を内容とする報告書

（以下「防衛省改革会議報告書」という。）を取りまとめた。
防衛省は、防衛省改革会議報告書に示された改革の方向性に

基づき、同年8月、「防衛省改革の実現に向けての実施計画」
及び「防衛省における組織改革に関する基本方針」を策定し
た。これらに従って、規則遵守の徹底、プロフェッショナリズ
ムの確立、全体最適をめざした任務遂行型の業務運営の確立の
3つの分野の改革を実行することで不祥事の再発防止を図ると
ともに、抜本的な中央組織改編を2段階で進めることとし、ま
ず平成21年度に、防衛会議の法定化、防衛参事官制度の廃止
及び防衛大臣補佐官の新設を行った。

さらに、平成21年8月末に行った平成22年度概算要求には、
2段目の組織改編として、防衛省の中央組織における防衛力整
備部門の内部部局への一元化や運用部門の統合幕僚監部への一
元化等を内容とする組織改編案（以下「22改編案」という。）
を盛り込んだ。しかし、同案は、同年9月の民主党への政権交
代により、同年10月の概算要求は見送られ、白紙に戻された。

2　平成22年度に予定されていた防衛省中央組織改編案
22改編案は、①文官及び自衛官の一体感を醸成するため、

内部部局に自衛官を定員化すること、②防衛政策局の組織を改
編し、機能強化すること、③陸海空自衛隊ごとの個別最適と
なっている防衛力整備の全体最適化を図るため、内部部局及び
各幕僚監部の防衛力整備部門を統合して内部部局に整備計画局

（仮称）を新設すること、④運用部門について、実態としての
業務の重複を解消するため、運用企画局を廃止し、その業務を
統合幕僚監部に一元化すること等を内容とするものであった。

他方、同案は、内部部局及び統合幕僚監部において、文官及
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び自衛官を本格的に混在させ、その専門性に応じて適切に配置
することにより、文官及び自衛官が協働できる体制を構築する
ことを主眼とし、防衛省の組織構造を大きく見直すものであっ
たため、それに伴う留意事項や、細部設計について更に検討を
要する点も多く残されていた。

具体的には、防衛力整備の一元化については、22改編案で
は、防衛力整備の前提となる統合運用の視点が必ずしも十分に
反映される体制となっていなかった面や、防衛力整備において
重要な役割を有する装備取得部門の改革にまで検討が至らな
かった面があった。

運用機能の統合幕僚監部への一元化についても、22改編案
では統合幕僚監部に集約すべき具体的な業務範囲について更に
検討を要する状況にあった。例えば、自衛隊の運用に係る法令
の企画・立案といった業務についてまで、運用企画局の廃止
後、統合幕僚監部に移してしまうことが適当かといった点につ
いて検討を行っていたが、結論は得られなかった。

なお、今般の検討における22改編案の検証においても、統
合幕僚長が運用政策に係る業務や国会対応業務までも所掌とし
て持つ場合、「軍事面」における大臣の「最高の専門的助言者」
との性格が変質してしまうのではないかとの論点も提示されて
いる。

第2　今般の防衛省改革検討委員会における検討
1　防衛大臣指示

自由民主党・公明党への政権交代により、本年2月、防衛省
改革の検討の加速化の防衛大臣指示が発出され、防衛副大臣を
長とする防衛省改革検討委員会（以下「委員会」という。）に
おいて、①不祥事再発防止の観点はもとより、我が国を取り巻
く厳しい安全保障環境の下、シビリアン・コントロールを貫徹
しつつ、人材を有効に活用して自衛隊をより積極的・効率的に
機能させることができるようにするとの観点から、防衛力の在
り方等に関する検討とも連携しつつ、必要な検討を実施するこ
と、②中央組織における業務及び編成の在り方については、東
日本大震災、北朝鮮ミサイル発射等の近年の事案への対応の教
訓事項等も踏まえ、また、国家安全保障会議（NSC）の設置
等、安全保障に関する官邸の司令塔機能強化の検討等とも連携
しつつ、必要な検討を実施すること、③平成26年度概算要求
時期を目途として、防衛会議へ報告することとされた。

2　検討状況
（1）検討体制

委員会は、防衛副大臣を委員長とし、防衛大臣政務官、事
務次官、大臣官房長、各局長、各幕僚長等で構成され、その
下に、事務次官、大臣官房長、各幕僚長等で構成される幹事
会、さらに、「防衛力整備」「運用」「政策立案」及び「情報発
信」の各項目については組織横断的な実務的検討を行う場と
して、局次長・大臣官房審議官・各幕僚監部部長級で構成す
るプロジェクトチーム及び内部部局・各幕僚監部の課長級で
構成される作業チームが設置された。

（2）検討経過
本年2月の委員会設置に際し、防衛副大臣の下で7回事前

会議を行った上で、同月から3月にかけて、委員会において
検討のための論点の洗出しを行い、それら論点について、本
年4月以降、各プロジェクトチーム、作業チーム等で鋭意議
論・検討を行った。具体的には、委員会6回、幹事会4回、
プロジェクトチーム12回、作業チーム21回を開催し、様々
なレベルで議論・検討を重ねた。

なお、防衛省改革会議報告書で提言された不祥事再発防止
のための取組については、これらを着実に実行することによ
り、一定の成果は上がっているものの、調達をめぐっては、
引き続き事案が起きていることもあり、これについては、本
委員会とは別に設置されていた検討の場（陸上自衛隊新多用
途ヘリコプター（UH-X）開発事業の企業選定に係る事案調
査・再発防止検討委員会、過大請求事案調査・検討委員会等

の専門的委員会等）において再発防止策の検討やその取組の
確認を行っていくこととした。

以上の議論・検討を踏まえ、本年8月29日に第7回委員会
を開催し、防衛省改革の方向性をとりまとめ、同月30日、
防衛会議に報告した。

第3　改革の基本的考え方と方向性
我が国を取り巻く安全保障環境は、中国による我が国領海侵入

及び領空侵犯を含む我が国周辺海空域における活動の活発化、北
朝鮮によるミサイル発射事案や核実験の強行等、一層深刻化して
いる。とりわけ、領土、経済権益等をめぐるいわゆるグレーゾー
ンの事態が顕在化・長期化し、より重大な事態へ先鋭化・深刻化
する可能性が懸念される。また、東日本大震災を始めとする近年
の事態対処を通じて、部隊運用に係る教訓事項等も認識されてい
る。さらに、武器輸出三原則等の包括的例外化措置、NSCの設
置に向けた動きなど、政策的環境の変化も生じてきている。

今般の防衛省改革の検討においては、このような防衛省・自衛
隊をめぐる様々な状況の変化を踏まえるとともに、防衛省改革会
議報告書の提言において指摘された、防衛力整備の全体最適化、
運用に関する業務の重複の合理化及び防衛政策の企画・立案・発
信機能の強化といった論点についても十分に考慮しつつ、防衛
省・自衛隊をいかに実効的に機能させるかという視点で、業務の
在り方を見直すとともに、組織の在り方について効率化・合理化
の視点も含め見直しを行うこととする。

組織改編を含めた抜本的な改革の方向性は、以下のとおりであ
る。

（1）文官と自衛官の垣根を取り払う
迅速な意思決定にとって、防衛省中央組織における文官及び

自衛官の一体感の醸成は不可欠である。このため、内部部局に
自衛官ポストの定員化を図るとともに、各幕僚監部、主要部隊
等に新たな文官ポストを定員化する。

（2）部分最適化から全体最適化へ（防衛力整備）
陸海空縦割りの個別最適による防衛力整備を排し、全体最適

化された防衛力整備がなされるよう、22改編案を含め、これ
まで必ずしも十分とは言えなかった統合運用を踏まえた防衛力
の能力評価を重視した防衛力整備業務フローを確立するととも
に、装備品等のライフサイクルの一貫した管理により装備取得
の効率化・最適化を図り、防衛力の全体最適化に寄与する組織
の改編を行う。

（3）的確な意思決定をより迅速に（統合運用）
自衛隊の運用に関する意思決定について、的確性を確保した

上で、より迅速なものとなるよう、防衛会議の下、事態対処の
ための効率的な調整組織を構築することに加え、実際の部隊運
用に関する業務を基本的に統合幕僚監部に一本化すべく、運用
企画局を含む組織の見直し等を行う。

（4）政策立案・情報発信機能の更なる強化へ
防衛政策局の機能強化は、22改編案以降も着実に進捗して

きている。今後は、外務・防衛閣僚級協議（「2＋2」）の拡大
等防衛省における昨今の対外関係業務の飛躍的増大に対応する
ため、一層の体制の強化を図るとともに、NSC設立に伴う官
邸の戦略機能強化に対応すべく防衛政策局の機能強化を進め
る。また、併せて防衛省としての情報発信機能の強化を図る。

改革を真に実効的なものとするためには、文官及び自衛官双
方の隊員一人一人の意識改革が不可欠である。また、現下の厳
しい安全保障環境においては、事態対処等の業務の停滞や混乱
を招かぬようスムーズに改革を進める必要がある。このため、
今般の改革においては、内部部局及び各幕僚監部が車の両輪と
して防衛大臣を補佐する一方、着実かつ段階的に改革を行い、
一連の改革を定着させることが重要である。もとより、改革は
不断に実施するものであり、常に点検を行い、更なる改革・改
善に取り組んでいくことは当然である。
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第4　改革の具体的取組
防衛省改革として取り組む事項は、具体的には以下のとおりで

ある（上記第3の（1）から（4）までに加え、今般の検討過程に
おいて新たに導出された事項を含む。）。なお、これらについては

「短期（平成26年度）」「中期」「長期」のタイムスケジュールを設
定し、着実かつ段階的に実施する。

（1）文官及び自衛官の相互配置
ア　防衛省設置法（昭和29年法律第164号）の関連規定を改

正し、まず内部部局に2佐及び3佐の自衛官ポストを中心
に定員化を行うとともに、統合幕僚監部及び各自衛隊の主
要部隊にも新たな文官ポストを定員化する。〔平成26年度〕

イ　その後、内部部局に自衛官の、各幕僚監部、各自衛隊の
主要部隊等に文官の高位級スタッフまで相互に定員化し配
置していく。〔中～長期〕

（2）防衛力整備の全体最適化・装備取得機能の強化
ア　現在進捗中の防衛力の在り方等に関する検討における防

衛力整備の全体最適化手法の実施結果等を踏まえ、防衛力
整備の新たな業務フローを確立する。〔平成26年度〕
＜新たな業務フローのイメージ（検討中）＞

内部部局及び各幕僚監部が相互に緊密な協力を行いつ
つ、次の手順で防衛力整備を進める。
①　防衛政策局長及び統合幕僚長が、想定される事態を踏

まえて陸海空個別ではなく統合運用のニーズの観点から
防衛力の能力評価を一元的に実施

②　統合幕僚長が、①の結果に基づき、統合運用上のニー
ズの観点から防衛力整備上重視すべき事項を提示

③　防衛政策局長が、②を参考に、情勢、政策等のより総
合的な観点から防衛力整備の優先事項を明確化

イ　以上の防衛力整備の全体最適化のための業務フロー見直
しに加えて、装備取得業務を一層公正・効率的かつ最適化
された形で行い得るよう、次の措置を講ずる。

（ア）装備品等の整備事業について、当該事業を総括し、
事業の進捗に一貫して責任を有するプロジェクト・マ
ネージャー（PM）を長とする組織横断的な統合プロ
ジェクトチーム（IPT）の設置を増やし、装備品等の研
究開発を含む取得から廃棄までのライフサイクルを通じ
たプロジェクト管理を強化する。〔平成26年度～〕

（イ）上記のライフサイクルを通じたプロジェクト管理に
ついて、組織的にも適切に実施でき、また、防衛力整備
の全体最適化や防衛生産・技術基盤の維持・強化にも寄
与するよう、内部部局、各幕僚監部、技術研究本部及び
装備施設本部の装備取得関連部門を今後の検討に応じ統
合し、「防衛装備庁」（仮称）の設置も視野に入れた組織
改編を行う。その際には、調達の更なる公正性を期する
ため監査機能の強化についても検討する。〔中期〕

（3）統合運用機能の強化
ア　自衛隊の運用に関する意思決定について、的確性を確保

した上で、より迅速なものとなるよう、まず、文官及び自
衛官の一体感を醸成するため、内部部局及び統合幕僚監部
に自衛官及び文官を相互に定員化し配置する。〔平成26年
度～〕【再掲】

イ　運用の迅速性・効率性の向上のため、実際の部隊運用に
関する業務は、基本的に統合幕僚監部に一本化する。他
方、運用に関する法令の企画・立案機能等は、行政的・制
度的な事務であることから、引き続き内部部局の所掌とす
る。これにより、実際の部隊運用に関する業務について、
国会対応を含む対外説明に起因した、内部部局及び統合幕
僚監部の間の実態としての業務の重複を改める。運用企画
局については、こうしたことも見越し、また、サイバー攻
撃対処や（4）に述べる対外関係業務が新たな課題となっ
ていることも踏まえ、その組織を見直す。〔中期〕

ウ　事態対処に際して、防衛大臣を長とする防衛会議や対策
本部会議が効果的に機能していることを踏まえ、事態対処

に係る意思決定手続の一層の迅速化を図るため、防衛会議
の下、内部部局、統合幕僚監部等の関係幹部による事態対
処のための効率的な調整組織を構築する。〔中期〕

エ　東日本大震災における自衛隊の行動に際し、統合幕僚監
部において軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐に関する
業務及び防衛大臣命令の執行に関する業務が逼迫し、統合
幕僚長の負担が激増したとの教訓事項等を踏まえ、統合運
用の実効性の更なる向上のため、統合幕僚監部等の機能・
役割についての検証や、陸海空自衛隊における効果的な指
揮統制の確保（陸上自衛隊の中央指揮組織の設置及び当該
組織と各方面隊の関係の在り方についての検討を含む。）
については、防衛力の在り方等に関する検討などに連携・
協力する。〔中～長期〕

（4）政策立案・情報発信機能の強化
ア　関係国との戦略協議・対話の強化のため、防衛省に対外

関係業務等を総括整理する防衛審議官を新設する。〔平成
26年度〕

イ　今後設立されるNSCとの的確な連接を図り、我が国の
安全保障戦略の立案に資するとともに、これに対応した防
衛政策を立案し、遂行していくため、設立後のNSCの活
動状況も踏まえ、防衛政策局の戦略立案機能を強化する。

〔平成26年度～〕
ウ　報道部門の強化のため、次の措置を構ずる。
（ア）緊急的な自衛隊の行動、国際情勢の緊迫化その他の

危機管理時に、防衛省・自衛隊として一元的に発信すべ
き情報の集約・発信調整を行う仕組み（報道センター）
を確立する。〔平成26年度〕

（イ）我が国を取り巻く安全保障環境が一層深刻化する中、
防衛省・自衛隊として戦略的かつ効果的な情報発信を
行っていくために、報道対応の専門職として置かれてい
る大臣官房報道官及び統合幕僚監部報道官が、そのノウ
ハウ等を最大限発揮し、防衛省の情報発信の要として機
能するよう報道組織の見直しを行う。〔中期〕

（5）地域コミュニティーとの連携の強化
駐屯地・基地を抱える地元の理解促進や大規模災害等の緊

急事態における地方公共団体との連絡調整機能を強化するた
め、平素から地方公共団体や関係省庁と緊密に連携できる地
方関連組織（地方防衛局、地方協力本部、方面総監部、地方
総監部等）の在り方については、防衛力の在り方等に関する
検討などに連携・協力する。〔中～長期〕

（6）情報管理の徹底
我が国の安全を守る組織として、その信頼性を維持すると

ともに、任務遂行上の支障を生じさせることのないよう、秘
密のみならず、対外的に公表されるべきでない情報全般の漏
えいを防止するため、各レベルの情報の管理について、具体
的な管理要領の見直しも含め、その徹底を図るとともに、漏
えい時の調査手法・体制を確立する。〔平成26年度～〕

（7）大臣官房の総合調整機能の強化
省としての意思決定の的確性を確保する観点から、引き続

き業務の在り方について見直しを行うとともに、平素から関
係部局による政務への迅速かつ適切な報告がなされるよう、
大臣官房を中心とする政務の補佐体制を強化する。〔平成26
年度〕

第5　結言
防衛省改革は、前述したとおり、隊員一人一人の意識改革を伴

う形で着実に実行していく必要がある。こうしたことを念頭に、
第4で述べた防衛省改革の具体的取組について、本委員会を中心
として、具体化のため引き続き鋭意検討を進めていくこととす
る。また、調達不祥事の問題については、関係委員会等において
鋭意検討し、再発防止策の徹底を図る。
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